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建学の趣旨及び教育理念 

 

建 学 の 趣 旨  

昭和22 年4 月起草

高 田 勇 道 

1 ．大愛の涵養に努むること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学園創立者 

高田勇道先生遺影 

即ち，万物育成の大自然愛を養い，諸民族の

解放と和親とを図り，万邦の協和に貢献する

こと 

2 ．正義の顕揚を図ること 

即ち，各々生存の自由と人格の尊厳を重んじ

進んで自らの義務を完遂して億兆協力の実を

挙げること 

3 ．文化の向上に資すること 

即ち，常に人類の幸福を念とし，各々その能

力を最大限に発揮して，更に万象の特性を活

かして天地の繁栄を図ること 

 

教 育 理 念  

『建学の趣旨に則って，「人道による世界平和」実現の理想のもとに，社

会に貢献できる有為の人材を育成するために，時代に即した「人間教育」

を行う。すなわち，社会科学教育によって，職業ならびに社会生活にお

いて必要とされる能力を育成するとともに，幅広い教養教育によって判

断力を養い，かつ品位の向上を図って，人間性豊かな社会有為の人材を

養成する総合教育を行う。』 

なお，この理念に沿った教育を行うに当たって，「教育とは学生に生

命をあたへてゆくことである」という創立者の自戒の言葉を教育方針と

していく。 

つまり，本学の教育は単に知識を学生に教授することだけではなくて，

創立者が掲げた理想を学生に伝えながら，その夢を育み，学ぶ意欲を喚

起するところの人間的な触れ合いを大事にする「人間教育」である。 



ディプロマ･ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 

経営学部 

３つのポリシー 

学部、学科ごとにディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）、カリキュラム・ポリシー（教

育課程編成・実施の方針）、アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）を定めていま

す。 

 

 

 

東京富士大学経営学部(以下、本学)は、本学建学の精神、およびこれに基づく基本理念な

らびに教育目的（学則 3 条の 2）において、経営学を基礎とする人間教育及び、将来の職業

生活へとつながる実践的教育を実現することをめざし、時代の変化に柔軟に対応し得る応

用力、特に課題発見能力と問題解決能力の育成を重視しています。従って、124 単位の単位

取得および、本学学則に定める履修条件を満たした上で、以下の能力を身に付けた学生に学位

を授与します。 

 

①経営学に関する知識を習得し、それを活用して課題に取り組むことができること 

②困難な状況においても、あきらめずに粘り強く問題に取り組むことができること 

③自己を客観的に見つめ、自己管理をしながら物事に取り組めること 

④情報を的確に分析し、問題解決に向けた論理的思考ができること 

⑤失敗した場合にも、その原因を究明し改めて挑戦することができること 

⑥既存の解決策のみに依存せず、創造的な問題解決のために努力できること 

⑦他者への働きかけや協働を通じ、問題解決に向けた努力を続けられること 

⑧自分の意見を適切に表明できるとともに、他者の見解を理解し対話することができること 

経営学科 

 

経営学科は、東京富士大学経営学部（以下、本学）の卒業認定・学位授与の方針に加えて、

所定の単位を習得し、次のような学習成果を修めた学生に対して学位を付与します。 

経営学の知識を踏まえ、組織、企業、ビジネスなどにおける現実の問題や課題に対する柔

軟な解決策を提示することができるなど、社会において活躍できる力を身に付けているこ

と 



カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

経営学部 

 

イベントプロデュース学科 

 

イベントプロデュース学科は、東京富士大学経営学部（以下、本学）の卒業認定・学位授

与の方針に加えて、所定の単位を習得し、次のような学習成果を修めた学生に対して学位を付

与します。 

実習等を通して培われたイベントの企画・運営に関する知識や技法を、産業や文化等の

様々な場や種々の形態で行われている実際のイベント活動に実践的に活用することができ

るなど、将来イベント実務に関わり活躍できる力を身に付けていること 

 

 

 

東京富士大学経営学部(以下、本学)は、学位授与の方針に掲げる知識・能力を取得させる

ために、本学全体として、次の基本方針に基づき体系的な教育課程を編成します。 

 

本学では、経営学に関する体系的な知識の提供にとどまらず、学生がその知識を活用、応

用し、企業、組織ひいては社会において、課題を解決し、新しい価値を創出することができ

る人材育成を目指します。そのため、既存の知識を単に理解、整理することを重視するので

はなく、知識の活用、応用を実践することができる総合的な人材育成教育の実現を目指し、これ

に最適化されたカリキュラムを実施します。 

将来の職業生活を豊かにする実践的教育の一環として、初年次のキャリアデザインや 3 年

次の就職特講、インターンシップの単位認定など、進路指導を授業科目の中で組織的・継続

的に実施します。 

経営学に関する最新の学術研究成果を踏まえた知識の習得に加えて、最新のビジネスの

息吹を実感できるよう、実務経験者教員による講義や、現役の経営者・ビジネスマンを講師

として招聘した「経営実務特講」「イベント実務特講」等の科目を展開します。 

経営学の学習に関連し、グローバルな観点から、新たに生起する課題に対する学生の関心を

促すため、経営学の主要科目にとどまらず、心理学・法学・情報学などを基盤とした専門科

目、演習科目を設置し、多彩な実務的人材の育成を目指します。 

学生が、自らを振り返り、良き職業人としてのみならず、一個人、そして社会人としての

成長を促すため、リベラル・アーツ教育の重要性を認識し、総合教育目の充実を目指す。ま

た、学生が新たなリベラル・アーツに触れ、自らの知を成長させる機会を提供するため、分

野横断的な先端教育を実現する場として「文化教養特講」を設置します。 



また、ディプロマ・ポリシーに示した 7 つの力を育成するため、以下のような教育を展開

します。 

1. 「突破力」育成への教育 

すべての講義、演習において、解決可能であるものの努力を要する課題に取り組むことができ

るようなカリキュラム設定を行います。また 1 年次より設置されている演習科目において

は、より高いハードルを越えられるような問題解決の方法論を獲得させるための指導を一

貫して行います。さらに、組織としてひとつの課題に取りくみ、その成果の共有や達成感を

獲得できるよう、全ての専門演習受講者が 1 年間の研究内容を発表する「ゼミ発表大会」

を開催します。 

2. 「自制(自己管理)力」育成への教育 

大学生活において、計画的な単位取得など、充実した学生生活を営むために必要となる自己

管理能力を支援・強化するため、１年次より設置されている演習から、面談を重視した個別

指導を一貫して行います。またプレ専門ゼミ・専門演習Ⅰ選択時には、自己分析と進路志望

を踏まえたエントリーシートの記入を要請し、長期的展望に基づいた継続的な学修計画立

案を促す機会を提供する。各講義においても、予習・復習に関し、シラバスなどにおいて 

具体的な指示を行うなど、学生の自主的な学習計画の策定、実現を支援する体制を整えます。 

3. 「思考力」育成への教育 

すべての講義、演習において、単に知識の習得のみを成績評価基準とすることなく、知識

の応用を必要とする思考力を問うことを主眼とした教育、成績評価を行う。また１年次に設

置される基礎演習においては、レポート作成方法やプレゼンテーション基礎などを通じて

アカデミックな思考力を育成するとともに、総合教育科目においては総合的・汎用的な思考

力育成を主眼とした教育を実現します。 

4. 「忍耐(回復)力」育成への教育 

すべての講義、演習において、自らの失敗から学ぶという忍耐力育成のための講義計画の策定

を行う。特に、演習授業などにおいて、地域社会や企業と連携したプロジェクト学習を通じ、

課題への取り組みにおいて、持続的な問題解決の努力を必要とする学習機会を提供します。さ

らに、その学習課題の解決が不十分であった場合、その要因を分析し、それを教訓として、

さらなる自己成長を促すことができるような学習機会を創出します。 

5. 「創造力」育成への教育 

すべての講義、演習において、単なる既存知識の踏襲では解決ができないような挑戦的な課題

を提示し、これに対する創造的な解決策の検討を重視したプログラムの導入を図ります。

また、広告やイベント・プロモーション、新規事業創造、地域活性など、クリエイティブな

発想を要請する科目を多数設置し、自らの創意工夫で企画提案をする機会を提供します。 

6. 「協働力」育成への教育 

すべての講義、演習において、学生相互の共同学習の機会を提供するような講義計画を策 



定します。特に、演習においては、学生が協働することを通じて実現可能な課題の提示を行

い、他者とのコミュニケーション能力の育成を目指す。専門演習においては、ゼミ発表大会

における研究過程や発表準備、及び発表において、協働する力の育成を行います。また、外

国語教育においては、他者・多文化との協働を意識した高度なコミュニケーション能力を育成

するカリキュラムを展開します。 

7. 「主張(説得)力」育成への教育 

すべての講義、演習において、知識の単なる習得のみを評価対象とするのではなく、知識

を踏まえ、自らの意見を論理的、体系的に主張、説明できる能力の育成を実現する講義計画

を策定します。特に演習においては、議論やプレゼンテーションを重視した学生の主体的な学

習成果の公表を基軸とする授業運営を行います。また専門演習においては、ゼミ発表大会に

おける発表準備及び発表において、主張・説得力育成を行います。 

経営学科 

 

最先端の経営学・ビジネス現場での実践、および心理学・法学・情報学などの関連分野の

研究成果を教育に反映させ、実社会に通用する知識と能力を獲得します。 

個人の進路や関心にあわせ、経営コース、経済・法コース、会計コース、経営心理コース、マ

ーケティングコース、データサイエンスコース、環境経営コースの７コースによる体系的な教

育を実施します。 

税理士などの資格取得を支援するため、特別講座を実施します。 

 

イベントプロデュース学科 

 

産業、文化、スポーツなど、各分野のイベント現場における体験型学習を通して、イベン

トの企画や運営に関する知識や技法を体系的に学習するとともに、イベントを通じた社会

意識形成の意義、観光や企業イベントの経済効果などについて、実践的・体験的に学習する

カリキュラムを編成します。 

産業、文化、およびスポーツ・エンタテイメントや観光・コンベンションにおけるイベン

ト学習に関して、少人数教育による対話型の講義や演習（基礎演習、専門演習、単年度演習）を

実施します。 



経営学部 

 

 
 

 

１．基本方針 

東京富士大学（以下、本学という）経営学部は、知識を詰め込む教育ではなく、社会や

ビジネスで生ずる様々な課題や問題を発見し、試行錯誤しながら自らそれを解決しよう

とする態度や能力を育成する教育を行います。このため、いわゆる学力のみならず入学志

願者の個性や意欲に着目するとともに、今後、社会において活躍できる将来性や潜在能力も

考慮して、志願者を選抜します。 

２．求める志願者像 

具体的には次のような志願者を求めています。 

①自己の興味や関心のある事柄について、自ら新しい知識を得たり課題を発見したりし

ようと努力することができる人 

②人間社会や企業経営の新しい動向や変化に興味を持ち、社会の発展のために積極的に

貢献しようとする意欲を持っている人 

③多様な価値観を尊重し、多くの人と協働してものごとに取り組むことができる人 

 

経営学科 

 

経営学科は、本学の入学者受入れの方針に加えて、特に、次のような志願者を求めます。経営

やビジネス、さらには社会の組織や人間の心理など、いろいろなことに興味や関心 

を持ち、自己の特性や個性を発揮しながら、課題の発見及びその解決に向けて努力することが

できる人 

イベントプロデュース学科 

 

イベントプロデュース学科は、本学の入学者受入れの方針に加えて、特に、次のような

志願者を求めます。 

様々な分野で展開されているイベントの企画や運営に興味や関心を持ち、将来、地域社

会や産業の活性化、新しい文化の創造などに積極的に関わろうとする意欲を持っている人 

アドミッション・ポリシー（入学者受入の方針）※一部省略 



 

沿 革－抄－ 

昭和 
 

18年 

 

５月 

 

東亜学院創立 

昭和 19年 ３月 東亜学院設置認可 

昭和 19年 ４月 大東亜学院と校名変更 

昭和 20年 10月 大東学院と校名変更 

昭和 21年 ４月 大世学院と校名変更 

昭和 22年 12月 財団法人大世学院設置認可。高田勇道，初代理事長に就任 

昭和 26年 ３月 学校法人富士短期大学設置認可。高田勇道，学校法人富士短期大学の初代 
   理事長に就任 
   勝俣銓吉，富士短期大学初代学長に就任 
   経済科第１部設置認可 

昭和 26年 ６月 二上仁三郎，学校法人富士短期大学第２代理事長に就任 

昭和 28年 １月 経済科第２部設置認可 

昭和 34年 10月 小松武治，第２代学長に就任 

昭和 37年 12月 企業経営科第１部，第２部設置認可 

昭和 40年 ３月 中村佐一，第３代学長に就任 

昭和 43年 ２月 経済科通信教育部設置認可 

昭和 44年 ４月 経済学科・企業経営学科に，科名変更 

昭和 47年 ４月 酒枝義旗，第４代学長に就任 

昭和 51年 ４月 稲田正次，第５代学長に就任 

昭和 52年 ４月 企業経営学科を経営学科に科名変更 

昭和 58年 ４月 宮本冨士雄，第６代学長に就任 

平成 ３年 ４月 石原義盛，第７代学長に就任 

平成 ８年 ４月 二上仁三郎，学校法人富士短期大学初代学園長に就任 
   二上貞夫，学校法人富士短期大学第３代理事長に就任 

平成 10年 ４月 早坂忠博，第８代学長に就任 

平成 13年 12月 法人名を学校法人東京富士大学に変更 
   東京富士大学経営学部ビジネス学科設置認可 

平成 14年 ４月 東京富士大学経営学部ビジネス学科開設 
   富士短期大学を東京富士大学短期大学部に校名変更 
   早坂忠博，東京富士大学初代学長に就任 

平成 16年 ３月 東京富士大学短期大学部経済学科第１部・第２部，経営学科第２部，経済 
   学科通信教育部を廃止 

平成 17年 ４月 岡村一成，東京富士大学第２代学長，東京富士大学短期大学部第９代学長 
   に就任 

平成 20年 ４月 東京富士大学大学院経営学研究科開設 
   経営学部ビジネス心理学科開設 
   経営学部ビジネス学科を経営学科に学科名変更 
   短期大学部経営学科をビジネス学科に学科名変更 

平成 25年 ４月 経営学部イベントプロデュース学科開設 
   経営学部ビジネス心理学科を経営心理学科に学科名変更 

平成 27年 １月 二上映子，学校法人東京富士大学第４代理事長に就任 
   経営心理学科募集停止 

平成 28年 ４月 長谷川裕恭，東京富士大学第３代学長に就任 
平成 28年 ８月 短期大学部ビジネス学科廃止 
平成 29年 ４月 二上映子理事長,学長兼務 
平成 31年 ４月 井原久光，東京富士大学第４代学長に就任 
令和 ３年 ５月 経営心理学科廃止 
令和 ４年 ４月 青山和正，東京富士大学第５代学長に就任 



(学生用） 令和８年4月1日 

令和８年度 学部 学事日程 

 

月 学事 月 学事

（３月） １１ 日 （水） 留年説明会 １０月 １０ 日 （土） 補講日

１２ 日 （木） ２年生オリエンテーション １２ 日 (月） 祝日（スポーツの日）<通常月曜日の授業>

１３ 日 （金） ３年生オリエンテーション ２１ 日 （水） 防災避難訓練

１６ 日 （月） ４年生オリエンテーション ２３ 日 （金） 東京富士祭準備 《全学休講》

２３ 日 （月） 履修相談 ２４ 日 （土） 東京富士祭 《全学休講》

２４ 日 (火） ４年生・３年生・２年生　履修制限科目事前募集抽選受付 ２５ 日 （日）

２５ 日 （水） ４年生・３年生・２年生　履修制限科目事前募集許可発表 ２６ 日 （月） 東京富士祭 片付け《全学休講》

２６ 日 （木） ４年生・留年生　履修登録、健康診断①（２年生・４年生・留年生対象） ２７ 日 （火） 課外活動《全学休講》

２７ 日 （金） ３年生　履修登録 １１月 ３ 日 （火） 祝日〈文化の日.〉<通常火曜日の授業>

３０ 日 （月） ２年生　履修登録 ７ 日 （土） 補講日

４月 ３ 日 （金） 入学式、資料配付、オリエンテーション、保護者説明会 ２３ 日 （月） 勤労感謝の日<通常月曜日の授業>

６ 日 (月) １年生学務課ガイダンス、基礎演習Ⅰ第１回、編入生ガイダンス、履修相談① ２５ 日 （水） ゼミ発表大会準備日 《全学休講》

７ 日 (火）
１年生オリエンテーション

（キャリア支援、学生生活、防犯、防災、学生相談室、　他）
２６ 日 （木） ゼミ発表大会 《全学休講》

１年生・編入生　履修制限科目事前募集抽選受付 １２月 １９ 日 （土） 補講日

８ 日 (水) １年生・編入生　履修制限科目事前募集許可発表 ２６ 日 （土） 学部冬期休業開始

９ 日 (木) １年生・編入生　履修登録、健康診断②（１年生・３年生対象） 2027年 １１ 日 （月） 学部冬期休業終了

１３ 日 （月） 春学期 授業開始、履修登録追加・取り消し・変更受付期間（始） １月 １２ 日 （火） 授業再開

１７ 日 （金） 履修登録追加・取り消し・変更受付期間（終） １６ 日 （土） 補講日

２９ 日 (水) 祝日（昭和の日） <通常水曜日の授業> １９ 日 （火） 秋学期 本試験期間（始）

５月 ９ 日 （土） 補講日 ２０ 日 （水）      

１７ 日 （日） 創立記念日 ２１ 日 （木）

６月 ６ 日 （土） 補講日 ２２ 日 （金）

２７ 日 （土） 補講日 ２５ 日 （月） 秋学期 本試験期間（終）

７月 １８ 日 （土） 補講日 ２月 １２ 日 （金） 卒業対象者成績発表（対面実施）

２０ 日 （月） 祝日（海の日） <通常月曜日の授業> 秋学期追試験・未修得試験申込受付（対象者全員）

２３ 日 （木） 春学期 本試験期間(始） １８ 日 （木） 秋学期追試験・未修得試験（始）

２４ 日 （金） 　　　　　　　　　　　　　　　 １９ 日 （金） 秋学期追試験・未修得試験

２７ 日 （月） ２０ 日 （土） 入学前講座

２８ 日 （火） ２２ 日 （月） 秋学期 追試験・未修得試験（終）

２９ 日 （水） 春学期 本試験期間(終） ３月 ８ 日 （月） 秋学期成績公開予定（１年生～３年生）

３０ 日 （木） 夏期休業開始 ２１ 日 （日） 祝日（春分の日）学位記授与式・卒業記念パーティー

８月 １４ 日 （金） 春学期 成績公開（予定）

２０ 日 （木） 春学期追試験・未修得試験申込受付（対象者全員） ＜注意＞下記の祝日は授業日数を均一にするため、授業を行います。

２６ 日 （水） 春学期追試験・未修得試験（始） ４月 ２９ 日 （水） 祝日（昭和の日）＜通常水曜日の授業＞

２７ 日 （木） ７月 ２０ 日 （月） 祝日（海の日）＜通常月曜日の授業＞

２８ 日 （金） 春学期 追試験・未修得試験（終） ９月 ２１ 日 （月） 祝日（敬老の日）＜通常月曜日の授業＞

９月 ７ 日 （月） 履修登録追加受付日 ２２ 日 （火） 祝日（国民の休日）＜通常火曜日の授業＞

２０ 日 （日） 夏期休業終了 ２３ 日 （水） 祝日（秋分の日）＜通常水曜日の授業＞

２１ 日 （月） 秋学期 授業開始   祝日（敬老の日）<通常月曜日の授業> １０月 １２ 日 （月） 祝日（スポーツの日）＜通常月曜日の授業＞

履修登録取り消し受付期間（始） １１月 ３ 日 （火） 祝日（文化の日）＜通常火曜日の授業＞

２２ 日 （火） 祝日（国民の休日）<通常火曜日の授業> １１月 ２３ 日 （月） 勤労感謝の日＜通常月曜日の授業＞

２３ 日 （水） 祝日（秋分の日）<通常水曜日の授業>

２５ 日 （金） 履修登録取り消し受付期間（終）

３０ 日 （水） 令和８年９月卒業 学位記授与式

日 日
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Ⅰ．学修計画 

１．学修とは 

２．設置科目 

３．卒業要件 

 

第 1 章 学修計画と履修 
 

 

 

大学における「学修」とは、学生が自ら授業科目を選択し、自主的に学習していくことを

いいます。そのため、時間割は各自によって異なったものとなります。卒業に必要な所定の

単位を確実に修得していくよう心がけましょう。 

当然、学生は授業に出席することが義務づけられています。 

 

 

本学経営学部の設置科目は、経営学科、イベントプロデュース学科とも、「総合教育科目」 

「外国語科目」「専門科目」で構成されています。それぞれの科目の中でも「基礎科目」「発展

科目」「入門科目」「演習科目」等に区分されます。 

 

科目 区分 

総合教育科目 

   選択科目 

   認定科目 

外国語科目 

   基礎科目 

   発展科目 

専門科目 

   入門科目 

   基礎科目 

   発展科目 

   演習科目 

   応用科目 

 

 

卒業要件とは、卒業するために必要な最低条件（単位の修得）をいい、この卒業要件を充

たしていないと卒業できません。具体的な卒業要件は、「Ⅱ．履修計画」を参照してくださ

い。ただし、卒業要件の充足だけを目標に学修計画をたてるのではなく、学生各自の将来の

進路や目的にあった授業科目を、シラバスを熟読したうえで履修してください。 
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授業時間 

５．卒業に必要な単位数 

 

 

 

本学の授業科目は、単位制になっています。すべての科目には一定の単位が定められており、

履修登録した科目の授業を受け、かつ試験その他の方法により成績評価が「合格」となった

場合、単位が付与されます。その単位数の合計が卒業要件を充たした者に対して卒業が認定され

ます。 

 

単位計算方法 
 

1 単位の単位計算方法 

（学則第29条4項） 

 授業科目の単位計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容を 

もって構成することとし、授業の方法に応じ次の基準によるものとする。 

（１）講義・演習については、15時間から30時間の講義・演習をもって1単位とする。 

（２）実験・実習及び実技については、30時間の実験・実習又は実技をもって1単位と 

する。 

（３）卒業論文、自己開発等の授業科目については、学修の成果を評価して単位を授与 

することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を 

定めることができることとする。 

「講義・演習・実験・実習については、15時間から30時間の講義・演習をもって1単位とする」 

＝ ＋ ＝ 45 時間 

 

 

科目 区分 選択区分 卒業要件単位数 

総合教育科目 
選択科目 選択必修 16 単位以上 

24 単位以上 

124 単位以上 

認定科目 認定 — 

外国語科目 
基礎科目 選択必修 2 単位以上 

6 単位以上 
発展科目 選択必修 2 単位以上 

専門科目 

入門科目 必修 4 単位 

70 単位以上 

基礎科目 選択必修 10 単位以上 

発展科目 選択必修 20 単位以上 

演習科目 選択必修 8 単位以上 

応用科目 
選択 

認定 
— 

※４年次においては年間（春学期と秋学期）を通じて 6 単位以上必ず履修してください。 

４．単位制について 

1 単位 
予習・復習

時間 
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１．履修とは 

 

 

 
 

 

履修とは、「所属する学科の開講科目のなかから、学生各自の目的に沿った科目を選択し、所定

の期間に登録手続を完了し受講すること」であり、学修計画の出発点となるものです。 

学生は、４年間で修得すべき卒業要件（124 単位以上）をよく理解したうえで、自己の責

任において履修登録を完了しなければなりません。 

１年間に履修登録できる単位数は「44 単位」、半期で履修登録できる単位数は「22 単位」 

までです。 

各年次ともこの単位を超えて履修することはできません。 

履修登録できる 

上限の単位数 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 合計 

44 単位 44 単位 44 単位 44 単位 176 単位 

 

認定科目 

「自己開発」・「インターンシップ」・「イベント実習」（イベントプロデュース学科のみ）で

単位が修得できる認定科目の単位は、1年間に履修登録できる上限単位数には含まれません。

単位認定については「第３章 認定科目」のページを参照してください。 

 

他学科「科目」の履修 
 

各学科とも、他学科の専門科目を履修することができます。 

履修を希望される方は、窓口にて手続き方法等をご説明いたしますので、学務課までお越し 

ください。 

① 4年間で履修できる単位数は、20単位以内です。 

② 履修制限のある科目は履修できません。 

③ 履修可能な学年は2年次以降です。 

④ 単位を修得した科目は、所属学科の応用科目として振り替えます。 

 

休講科目 

履修登録者が4名以下の場合、その科目は原則として休講とします。 

II. 履修計画 
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３．履修年次（配当年次） 

４．開講期間 

 

 
 

必修科目 
指定された年次に履修し、卒業までに必ず単位を修得しなければ 

ならない科目 

選択必修科目 
いくつかの科目のなかから指定された単位数を修得しなければな 

らない科目 

選択科目 
各自の学修計画により、自由に科目を選択して卒業単位に算入で 

きる科目 

 

 

すべての科目には、学習効果の観点から「履修年次（配当年次）」が指定されています。

指定された学年に達していない場合は履修することはできませんが、現在の学年より下級の

学年に配置されている科目であれば履修することができます。ただし、例外もありますので

「講義要綱（シラバス）」で確認してください。 

 

配当年次：履修することのできる学年を表します 

配当年次 履修できる学年 

１ １・２・３・４年次生 

２ ２・３・４年次生 

３ ３・４年次生 

４ ４年次生 

 

 

全ての科目には開講期間が指定されています。 

通年科目 １年間にわたって授業がおこなわれる科目 

半期科目 
春学期科目：春学期で授業が完結する科目 

秋学期科目：秋学期で授業が完結する科目 

集中科目 一定期間に集中して授業がおこなわれる科目 

２．必修科目と選択必修科目と選択科目 
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６．指定科目 

７．科目履修の順序 

８．編入学者の履修計画 

 

 

 

 

① 「同一科目」は、一度しか単位を修得できません。 

② 一度単位を修得した科目は、再度履修することはできません。 

③ 「必修科目」の単位修得ができなかった場合は、翌年度以降、必ず再履修しなくてはな

りません。 

 

 

指定科目とは学生個々人の時間割を作成しやすくするため、また授業内容によって受講

人数を制限するため、履修時の受講曜日・時間が指定される科目のことです。 

 

① 履修に際し、受講クラスの指定を行っている科目の確認は、Campus Planの時間割を参照 

してください。 

② 「プレ専門演習」「専門演習Ⅰ」「専門演習Ⅱ」「論文指導（卒業論文）」 

「インターンシップ」は、決められた日程にしたがい、担当教員の選考を受け、履修許可を 

得なければなりません。 

 

 

① 時間割表には、春学期開講科目と秋学期開講科目とに分かれて配置されていますので、 

春学期・秋学期を組み合わせて履修してください。 

② 同一科目名の末尾の表記（Ⅰ・Ⅱ）について 

〔Ⅰ〕：基本的にⅡの科目に連続しており、Ⅱの科目の基礎になります。 

Ⅰ・Ⅱの科目を履修することが望ましい。 

〔Ⅱ〕：基本的にⅠの科目と連続しており、Ⅰの科目の履修を前提としています（Ⅰの上

級レベル）。 

Ⅰの科目を履修した学生、もしくは同程度の知識を持つ学生が履修することが

望ましい。 

※「経営実践特講」「イベント実践特講」を除く 

 

 

編入学者が本学への編入学以前に修得した単位の認定は、別途行います。 

また、履修計画については個別に指導します。 

５．単位履修と再履修 
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総合教育科目 【経営学科】 

（１）経営学科 科目一覧 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 

単 

位 
選択区分 要卒単位 要卒合計 

選
択
科
目 

基礎演習Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

 16 単位 

 以上 

 24 単位 

 以上 

基礎演習Ⅱ（キャリアデザイン） 1～4 半期 2 選択必修 

社会学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

社会学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

法学Ⅰ（憲法を含む） 1～4 半期 2 選択必修 

法学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

心理学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

心理学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

哲学 1～4 半期 2 選択必修 

文学 1～4 半期 2 選択必修 

文章表現法 1～4 半期 2 選択必修 

生命科学 1～4 半期 2 選択必修 

国際関係論 1～4 半期 2 選択必修 

統計学 1～4 半期 2 選択必修 

グローバル・ビジネス論 1～4 半期 2 選択必修 

コンピュータ・サイエンス 1～4 半期 2 選択必修 

コンピュータ概論 1～4 半期 2 選択必修 

環境科学 1～4 半期 2 選択必修 

情報学 2～4 半期 2 選択必修 

情報処理Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

情報処理Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

ＡＩ・データサイエンス 2～4 半期 2 選択必修 

文化教養特講Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

文化教養特講Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

就職特講Ⅰ 3～4 半期 2 選択必修 

就職特講Ⅱ 3～4 半期 2 選択必修 

健康と運動Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅲ 2～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅳ 2～4 半期 1 選択必修 

日本語Ⅲ（留学生科目) 2～4 半期 2 選択必修 

日本語Ⅳ（留学生科目） 2～4 半期 2 選択必修 

日本の社会としくみ（留学生科目) 1～4 半期 2 選択必修 

 

Ⅲ．履修方法  
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認
定
科
目 

インターンシップⅠ 1～4  1 認定   

インターンシップⅡ 1～4  1 認定 

インターンシップⅢ 2～4  1 認定 

インターンシップⅣ 2～4  1 認定 

自己開発Ⅰ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅱ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅲ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅳ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅴ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅵ 1～4  1 認定 

 

 

外国語科目【経営学科】 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 

単 

位 
選択区分 要卒単位 要卒合計 

基
礎
科
目 

英会話Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

 ２単位 

 以上 

 ６単位 

 以上 

英会話Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

基礎英語Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

基礎英語Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

日本語Ⅰ(留学生科目) 1～4 半期 2 選択必修 

発
展
科
目 

英語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

 ２単位 

 以上 

英語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

英語Ⅲ 2～4 半期 1 選択必修 

英語Ⅳ 2～4 半期 1 選択必修 

TOEICⅠ 1～4 半期 2 選択必修 

TOEICⅡ 1～4 半期 2 選択必修 

フランス語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

フランス語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

中国語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

中国語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

韓国語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

韓国語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

ビジネス英語Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

ビジネス英語Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

日本語Ⅱ（留学生科目） 1～4 半期 2 選択必修 
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専門科目【経営学科】 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 

単 

位 
選択区分 要卒単位 要卒合計 

入門科目 経営学 1～4 通年 4 必修 ４単位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 単位

以上 

基
礎
科
目 

経済学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修  

 

 

 

10 単位

以上 

経済学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

マーケティング論Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

マーケティング論Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

産業・組織心理学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

産業・組織心理学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

会計学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

会計学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

入門簿記Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

入門簿記Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

発
展
科
目 

企業論 2～4 半期 2 選択必修  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 単位

以上 

経営戦略論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

経営戦略論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

経営組織論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

経営組織論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

経営情報学 2～4 半期 2 選択必修 

環境経営学 2～4 半期 2 選択必修 

経営倫理学 2～4 半期 2 選択必修 

ミクロ経済学 2～4 半期 2 選択必修 

金融論 2～4 半期 2 選択必修 

ファイナンス論 2～4 半期 2 選択必修 

会社法Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

会社法Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

民法Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

民法Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

経済法Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

経済法Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

国際経済法 2～4 半期 2 選択必修 

消費者法 2～4 半期 2 選択必修 

広告論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

広告論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

社会心理学Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

社会心理学Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

認知心理学 2～4 半期 2 選択必修 

リスク・マネジメント論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

リスク・マネジメント論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

財務会計論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

財務会計論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

管理会計論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

管理会計論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

演習科目 
プレ専門演習 2～4 通年 4 選択必修 ８単位

以上 専門演習Ⅰ 3～4 通年 4 選択必修 
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 専門演習Ⅱ 4 通年 4 選択必修   

経営実践特講Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

経営実践特講Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

経営実践特講Ⅲ 2～4 半期 2 選択必修 

経営実践特講Ⅳ 2～4 半期 2 選択必修 

経営実践特講Ⅴ 2～4 半期 2 選択必修 

経営実践特講Ⅵ 2～4 半期 2 選択必修 

経営実践特講Ⅶ 2～4 半期 2 選択必修 

イノベーション特講Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

イノベーション特講Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

イノベーション特講Ⅲ 2～4 半期 2 選択必修 

イノベーション特講Ⅳ 2～4 半期 2 選択必修 

イノベーション特講Ⅴ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅲ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅳ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講ⅠⅤ 2～4 半期 2 選択必修 

応
用
科
目 

中小企業論Ⅰ 2～4 半期 2 選択  

中小企業論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

ベンチャービジネス論 2～4 半期 2 選択 

新事業創造論 2～4 半期 2 選択 

経営史 2～4 半期 2 選択 

地域創生論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

地域創生論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

人的資源管理論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

人的資源管理論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

キャリア発達心理学 2～4 半期 2 選択 

メンタルヘルス・マネジメント 2～4 半期 2 選択 

経営心理学研究法 2～4 半期 2 選択 

ブランド経営論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

ブランド経営論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

労働法 2～4 半期 2 選択 

流通論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

流通論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

商品論 2～4 半期 2 選択 

消費者行動論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

消費者行動論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

商業簿記Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

商業簿記Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

工業簿記Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

工業簿記Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

原価計算論 2～4 半期 2 選択 

コーポレートファイナンス 2～4 半期 2 選択 

財務諸表論 2～4 半期 2 選択 

租税概論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

租税概論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 
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 税務会計論Ⅰ 2～4 半期 2 選択   

税務会計論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

法人税 2～4 半期 2 選択 

租税概論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

租税概論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

税務会計論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

税務会計論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

法人税 2～4 半期 2 選択 

所得税 2～4 半期 2 選択 

論文指導（卒業論文） 4 通年 2 選択 

簿記技能Ⅰ（日商３級対策講座） 1～4 集中 2 選択 

簿記技能Ⅱ（日商２級対策講座） 1～4 集中 2 選択 
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総合教育科目 【イベントプロデュース学科】 

（2）イベントプロデュース学科 科目一覧 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 

単 

位 
選択区分 要卒単位 要卒合計 

選
択
科
目 

基礎演習Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 単位

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 単位

以上 

基礎演習Ⅱ（キャリアデザイン） 1～4 半期 2 選択必修 

社会学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

社会学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

法学Ⅰ（憲法を含む） 1～4 半期 2 選択必修 

法学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

心理学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

心理学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

哲学 1～4 半期 2 選択必修 

文学 1～4 半期 2 選択必修 

文章表現法 1～4 半期 2 選択必修 

生命科学 1～4 半期 2 選択必修 

国際関係論 1～4 半期 2 選択必修 

統計学 1～4 半期 2 選択必修 

グローバル・ビジネス論 1～4 半期 2 選択必修 

コンピュータ・サイエンス 1～4 半期 2 選択必修 

コンピュータ概論 1～4 半期 2 選択必修 

情報学 2～4 半期 2 選択必修 

情報処理Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

情報処理Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

ＡＩ・データサイエンス 2～4 半期 2 選択必修 

環境科学 1～4 半期 2 選択必修 

文化教養特講Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

文化教養特講Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

就職特講Ⅰ 3～4 半期 2 選択必修 

就職特講Ⅱ 3～4 半期 2 選択必修 

健康と運動Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅲ 2～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅳ 2～4 半期 1 選択必修 

日本語Ⅲ（留学生科目) 2～4 半期 2 選択必修 

日本語Ⅳ（留学生科目） 2～4 半期 2 選択必修 

日本の社会としくみ（留学生科目) 1～4 半期 2 選択必修 

認
定
科
目

 

インターンシップⅠ 1～4  1 認定 

  

インターンシップⅡ 1～4  1 認定 

インターンシップⅢ 2～4  1 認定 

インターンシップⅣ 2～4  1 認定 

自己開発Ⅰ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅱ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅲ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅳ 1～4  1 認定 
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自己開発Ⅴ 1～4  1 認定 

  

自己開発Ⅵ 1～4  1 認定 

 

外国語科目【イベントプロデュース学科】 

専門科目【イベントプロデュース学科】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門科目【イベントプロデュース学科】 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 

単 

位 
選択区分 要卒単位 要卒合計 

入門科目 経営学 1～4 通年 4 必修 ４単位  

基
礎
科
目 

経済学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修  

 

 

 

10 単位以上 

経済学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

イベント学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

イベント学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

サービス産業論Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

サービス産業論Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

イベントプロデュース論Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

イベントプロデュース論Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

入門簿記Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

入門簿記Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

発
展
科
目

 

マーケティング論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

20単位 

以上 

マーケティング論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

会計学Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

会計学Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 

単 

位 
選択区分 要卒単位 要卒合計 

基
礎
科
目 

英会話Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修  

 

２単位

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６単位

以上 

英会話Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

基礎英語Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

基礎英語Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

日本語Ⅰ(留学生科目) 1～4 半期 2 選択必修 

発
展
科
目 

英語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修  

 

 

 

 

 

 

２単位

以上 

英語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

英語Ⅲ 2～4 半期 1 選択必修 

英語Ⅳ 2～4 半期 1 選択必修 

TOEICⅠ 1～4 半期 2 選択必修 

TOEICⅡ 1～4 半期 2 選択必修 

フランス語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

フランス語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

中国語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

中国語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

韓国語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

韓国語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

ビジネス英語Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

ビジネス英語Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

日本語Ⅱ（留学生科目） 1～4 半期 2 選択必修 
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企業論 2～4 半期 2 選択必修 
  

経営戦略論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

経営戦略論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

経営組織論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

経営組織論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

広告論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

広告論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

会社法Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

会社法Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

民法Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

民法Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

経済法Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

経済法Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

国際経済法 2～4 半期 2 選択必修 

消費者法 2～4 半期 2 選択必修 

経営倫理学 2～4 半期 2 選択必修 

社会心理学Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

社会心理学Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

地域創生論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

地域創生論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

リスク・マネジメント論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

リスク・マネジメント論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

イベントマネジメント論 2～4 半期 2 選択必修 

イベント企画・演出論 2～4 半期 2 選択必修 

イベント実施運営論 2～4 半期 2 選択必修 

イベントキャリア論 2～4 半期 2 選択必修 

展示会・会議イベント論 2～4 半期 2 選択必修 

文化芸術イベント論 2～4 半期 2 選択必修 

社会貢献イベント論 2～4 半期 2 選択必修 

エンターテイメントイベント論 2～4 半期 2 選択必修 

 

   

 

  

演
習
科
目

 

  

プレ専門演習 2～4 通年 4 選択必修 

８単位 

以上 

 

専門演習Ⅰ 3～4 通年 4 選択必修 

専門演習Ⅱ 4 通年 4 選択必修 

イベント実践特講Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント実践特講Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント実践特講Ⅲ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント実践特講Ⅳ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント実践特講Ⅴ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント実践特講Ⅵ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント技術特講Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント技術特講Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント技術特講Ⅲ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント技術特講Ⅳ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント技術特講Ⅴ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント文化特講Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント文化特講Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント文化特講Ⅲ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント技術特講Ⅳ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント技術特講Ⅴ 2～4 半期 2 選択必修 
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イベント文化特講Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 
  

イベント文化特講Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント文化特講Ⅲ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント文化特講Ⅳ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント文化特講Ⅴ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅲ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅳ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅴ 2～4 半期 2 選択必修 

応
用
科
目 

流通論Ⅰ 2～4 半期 2 選択  

流通論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

消費者行動論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

消費者行動論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

中小企業論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

中小企業論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

ベンチャービジネス論 2～4 半期 2 選択 

人的資源管理論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

人的資源管理論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

労働法 2～4 半期 2 選択 

キャリア発達心理学 2～4 半期 2 選択 

商品論 2～4 半期 2 選択 

環境経営学 2～4 半期 2 選択 

ブランド経営論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

ブランド経営論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

イベント管理会計論 2～4 半期 2 選択 

イベントデザイン論 2～4 半期 2 選択 

観光イベント論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

観光イベント論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

スポーツイベント論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

スポーツイベント論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

ユニバーサルイベント論 2～4 半期 2 選択 

セールスプロモーションイベント論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

セールスプロモーションイベント論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

コミュニティイベント論 2～4 半期 2 選択 

アミューズメント論 2～4 半期 2 選択 

論文指導（卒業論文） 4 通年 2 選択 

簿記技能Ⅰ（日商 3 級対策講座） 1～4 集中 2 選択 

簿記技能Ⅱ（日商２級対策講座） 1～4 集中 2 選択 

イベント実習Ⅰ 2～4  1 認定 

イベント実習Ⅱ 2～4  1 認定 

イベント実習Ⅲ 2～4  1 認定 

イベント実習Ⅳ 2～4  1 認定 

イベント実習Ⅴ 1～4  1 認定 

イベント実習Ⅵ 1～4  1 認定 

イベント実習Ⅶ 1～4  1 認定 

イベント実習Ⅷ 1～4  1 認定 
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１．経営学科 

（1）総合教育科目 

 

 

 

総合教育科目は、『選択科目』と『認定科目』に区分され、『選択科目』から 16 単位以上、 

総合教育科目全体で 24 単位以上の単位修得が卒業要件となります。 

「基礎演習Ⅰ」、「基礎演習Ⅱ」は、１年次に全員が履修します。 

 

 

区分 

 

科目名 
配当 

年次 

 

期間 
単 

位 

選択 

区分 

要卒 

単位 

要卒 

合計 

選
択
科
目 

基礎演習Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 単位

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 単位

以上 

基礎演習Ⅱ（キャリアデザイン） 1～4 半期 2 選択必修 

社会学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

社会学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

法学Ⅰ(憲法を含む) 1～4 半期 2 選択必修 

法学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

心理学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

心理学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

哲学 1～4 半期 2 選択必修 

文学 1～4 半期 2 選択必修 

文章表現法 1～4 半期 2 選択必修 

生命科学 1～4 半期 2 選択必修 

国際関係論 1～4 半期 2 選択必修 

統計学 1～4 半期 2 選択必修 

グローバル・ビジネス論 1～4 半期 2 選択必修 

コンピュータ・サイエンス 1～4 半期 2 選択必修 

コンピュータ概論 1～4 半期 2 選択必修 

情報学 2～4 半期 2 選択必修 

情報処理Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

情報処理Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

ＡＩ・データサイエンス 2～4 半期 2 選択必修 

文化教養特講Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

文化教養特講Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 
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 就職特講Ⅰ 3～4 半期 2 選択必修   

就職特講Ⅱ 3～4 半期 2 選択必修 

健康と運動Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅲ 2～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅳ 2～4 半期 1 選択必修 

認
定
科
目 

インターンシップⅠ 1～4  1 認定  

インターンシップⅡ 1～4  1 認定 

インターンシップⅢ 2～4  1 認定 

インターンシップⅣ 2～4  1 認定 

自己開発Ⅰ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅱ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅲ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅳ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅴ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅵ 1～4  1 認定 

 

 

単位認定科目 
 

 

「インターンシップⅠ～Ⅳ」、「自己開発Ⅰ～Ⅵ」は履修登録できる上限の単位数（１年間 

44 単位）に含まれない科目です。また、他の科目とは履修方法など異なりますので「第３

章 認定科目」を参照してください。 
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（2）外国語科目 

 

 

 

外国語科目は、『基礎科目』と『発展科目』に区分され、すべて選択必修科目です。 

『基礎科目』のなかから２単位以上、『発展科目』のなかから２単位以上修得し、外国語科目

全体で６単位以上の単位修得が卒業要件となります。 

『基礎科目』の「英会話Ⅰ」「英会話Ⅱ」は、１年次に全員が履修します。また「基礎英語Ⅰ」

「基礎英語Ⅱ」は２年次に全員履修します。 

 

 

区分 

 

科目名 
配当 

年次 

 

期間 
単 

位 

選択 

区分 

要卒 

単位 

要卒 

合計 

基
礎
科
目 

英会話Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

２単位

以上 

６単位 

以上 

英会話Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

基礎英語Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

基礎英語Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

発
展
科
目 

英語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

２単位   

以上 

英語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

英語Ⅲ 2～4 半期 1 選択必修 

英語Ⅳ 2～4 半期 1 選択必修 

TOEICⅠ 1～4 半期 2 選択必修 

TOEICⅡ 1～4 半期 2 選択必修 

フランス語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

フランス語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

中国語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

中国語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

韓国語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

韓国語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

ビジネス英語Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

ビジネス英語Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 
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（3）総合教育科目 【外国人留学生】 

 

 

 

総合教育科目は、『選択科目』と『認定科目』に区分され、『選択科目』から 16 単位以上、 

総合教育科目全体で 24 単位以上の単位修得が卒業要件となります。 

「基礎演習Ⅰ」、「基礎演習Ⅱ」は、１年次に全員が履修します。 

外国人留学生は、『選択科目』の「日本の社会としくみ」を１年次に全員が履修します。また、 

「日本語Ⅲ」、「日本語Ⅳ」は２年次に全員が履修します。 

 

外国人留学生科目 

区分 科目名 単位  

 

選択科目 

日本の社会としくみ ２単位 １年次に全員履修 

日本語Ⅲ ２単位 
２年次に全員履修 

日本語Ⅳ ２単位 

 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 

単 

位 

選択 

区分 

要卒 

単位 

要卒 

合計 

選
択
科
目 

基礎演習Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修  

 

 

 

 

 

 

 

16 単位

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 単位

以上 

基礎演習Ⅱ（キャリアデザイン） 1～4 半期 2 選択必修 

社会学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

社会学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

法学Ⅰ(憲法を含む) 1～4 半期 2 選択必修 

法学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

心理学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

心理学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

哲学 1～4 半期 2 選択必修 

文学 1～4 半期 2 選択必修 

文章表現法 1～4 半期 2 選択必修 

生命科学 1～4 半期 2 選択必修 

国際関係論 1～4 半期 2 選択必修 

統計学 1～4 半期 2 選択必修 

グローバル・ビジネス論 1～4 半期 2 選択必修 

コンピュータ・サイエンス 1～4 半期 2 選択必修 

コンピュータ概論 1～4 半期 2 選択必修 
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 情報学 2～4 半期 2 選択必修   

情報処理Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

情報処理Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

ＡＩ・データサイエンス 2～4 半期 2 選択必修 

文化教養特講Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

文化教養特講Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

就職特講Ⅰ 3～4 半期 2 選択必修 

就職特講Ⅱ 3～4 半期 2 選択必修 

健康と運動Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅲ 2～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅳ 2～4 半期 1 選択必修 

日本語Ⅲ（留学生科目） 2～4 半期 2 選択必修 

日本語Ⅳ（留学生科目） 2～4 半期 2 選択必修 

日本の社会としくみ（留学生科目） 1～4 半期 2 選択必修 

認
定
科
目 

インターンシップⅠ 1～4  1 認定  

インターンシップⅡ 1～4  1 認定 

インターンシップⅢ 2～4  1 認定 

インターンシップⅣ 2～4  1 認定 

自己開発Ⅰ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅱ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅲ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅳ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅴ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅵ 1～4  1 認定 

 

認定科目 
 

 

「インターンシップⅠ～Ⅳ」、「自己開発Ⅰ～Ⅵ」は履修登録できる上限の単位数（１年間 

44 単位）に含まれない科目です。また、他の科目とは履修方法など異なりますので「第３

章 認定科目」を参照してください。 
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（4）外国語科目 【外国人留学生】 

 

 

外国語科目は、『基礎科目』と『発展科目』に区分され、すべて選択必修科目です。 

『基礎科目』のなかから２単位以上、『発展科目』のなかから２単位以上修得し、外国語科目

全体で６単位以上の単位修得が卒業要件となります。 

『基礎科目』の「日本語Ⅰ」と『発展科目』の「日本語Ⅱ」は、１年次に全員履修します。 

外国人留学生科目 

区分 科目名 単位  

基礎科目 日本語Ⅰ ２単位 
１年次に全員履修 

発展科目 日本語Ⅱ ２単位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履修の注意事項 
 

 

① 外国人留学生は、『基礎科目』の「基礎英語Ⅰ」「基礎英語Ⅱ」に替えて「日本語Ⅰ」を履修 

します。 

② 「英会話Ⅰ」、「英会話Ⅱ」は、２年次以降，履修可能です。 

③ 外国人留学生（外国籍の学生含む）は、母国語である言語の『発展科目』の科目を履修 

することができません。 
 

 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 

単 

位 
選択区分 

要卒 

単位 

要卒 

合計 

基
礎
科
目 

英会話Ⅰ 2～4 半期 1 選択必修 
２単位

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６単位

以上 

英会話Ⅱ 2～4 半期 1 選択必修 

日本語Ⅰ(留学生科目) 1～4 半期 2 選択必修 

発
展
科
目 

英語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修  

 

 

 

 

 

 

２単位

以上 

英語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

英語Ⅲ 2～4 半期 1 選択必修 

英語Ⅳ 2～4 半期 1 選択必修 

TOEICⅠ 1～4 半期 2 選択必修 

TOEICⅡ 1～4 半期 2 選択必修 

フランス語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

フランス語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

中国語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

中国語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

韓国語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

韓国語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

ビジネス英語Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

ビジネス英語Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

日本語Ⅱ(留学生科目) 1～4 半期 2 選択必修 
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（５）専門科目 

 

 

 

専門科目は、『入門科目』、『基礎科目』、『発展科目』、『演習科目』、『応用科目』の区分で構成

されています。専門科目全体で 70 単位以上の単位修得が卒業要件となります。 

それぞれの卒業に必要な単位数は下記の表になります。 

 

専門科目 

区分 卒業に必要な単位数 

入門科目（必修科目） ４単位  

 

70 単位以上（※） 

基礎科目 10 単位以上 

発展科目 20 単位以上 

演習科目 ８単位以上 

応用科目  

 

（※）専門科目全体で 70 単位を充たした他に、修得単位数がある場合は、卒業要件の 124

単位に充当することができます。 

 

 

入門科目 
 

 

『入門科目』の「経営学」（通年科目、４単位）は、必修科目です。 

１年次に全員が履修します。単位を修得できなかった場合は、卒業までに必ず単位を修得し

なければならない科目です。 

 

 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 単位 選択区分 

要卒 

単位 

 

入門科目 

 

経営学 

 

1～4 

 

通年 

 

4 

 

必修 

 

4 単位 

 

※通年科目は１年間にわたって授業が行われる科目です。 
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基礎科目 
 

 

『基礎科目』は、10 単位以上の単位修得が卒業要件となります。１年次から履修登録す

ることができます。 

下記の科目のなかから、卒業までに 10 単位以上の単位を修得してください。 

 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 単位 選択区分 

要卒 

単位 

基
礎
科
目 

経済学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修  

 

 

 

 

10 単位

以上 

経済学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

マーケティング論Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

マーケティング論Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

産業・組織心理学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

産業・組織心理学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

会計学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

会計学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

入門簿記Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

入門簿記Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

 

発展科目 
 

 

『発展科目』は、20 単位以上の単位修得が卒業要件となります。２年次から履修登録す

ることができます。 

下記の科目のなかから、卒業までに 20 単位以上の単位を修得してください。 

 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 単位 選択区分 

要卒 

単位 

発
展
科
目 

企業論 2～4 半期 2 選択必修  

 

 

 

20 単位

以上 

経営戦略論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

経営戦略論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

経営組織論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

経営組織論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

経営情報学 2～4 半期 2 選択必修 

環境経営学 2～4 半期 2 選択必修 

経営倫理学 2～4 半期 2 選択必修 
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発
展
科
目 

ミクロ経済学 2～4 半期 2 選択必修 

20単位 

以上 

金融論 2～4 半期 2 選択必修 

ファイナンス論 2～4 半期 2 選択必修 

会社法Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

会社法Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

民法Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

民法Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

経済法Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

経済法Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

国際経済法 2～4 半期 2 選択必修 

消費者法 2～4 半期 2 選択必修 

広告論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

広告論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

社会心理学Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

社会心理学Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

認知心理学 2～4 半期 2 選択必修 

リスク・マネジメント論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

リスク・マネジメント論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

財務会計論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

財務会計論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

管理会計論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

管理会計論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

 

演習科目 
 

 

『演習科目』は、８単位以上の単位修得が卒業要件となります。 

下記の科目のなかから、卒業までに８単位以上の単位を修得してください。 

 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 単位 選択区分 

要卒 

単位 

演
習
科
目 

プレ専門演習 2～4 通年 4 選択必修 

8単位 

以上 

専門演習Ⅰ 3～4 通年 4 選択必修 

専門演習Ⅱ 4 通年 4 選択必修 

経営実践特講Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

経営実践特講Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

経営実践特講Ⅲ 2～4 半期 2 選択必修 

経営実践特講Ⅳ 2～4 半期 2 選択必修 
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注意事項 

 
 

経営実践特講Ⅴ 2～4 半期 2 選択必修 
 

経営実践特講Ⅵ 2～4 半期 2 選択必修 

経営実践特講Ⅶ 2～4 半期 2 選択必修 

イノベーション特講Ⅰ ２～４ 半期 2 選択必修 

イノベーション特講Ⅱ ２～４ 半期 2 選択必修 

イノベーション特講Ⅲ ２～４ 半期 2 選択必修 

イノベーション特講Ⅳ ２～４ 半期 2 選択必修 

イノベーション特講Ⅴ ２～４ 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅰ ２～４ 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅱ ２～４ 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅲ ２～４ 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅳ ２～４ 半期 2 選択必修 

 

① ２年次で「プレ専門演習」（通年科目）を履修します。 

② ３年次で「専門演習Ⅰ」（通年科目）を履修します。 

③ ４年次で「専門科目Ⅱ」（通年科目）を履修します。 

１）「プレ専門演習」の履修にあたっては、1 年次に各担当教員の選考を受け、履修許

可を得る必要があります。 

２）「専門演習Ⅰ」・「専門演習Ⅱ」は 3 年から 4 年と連続して同一指導教員のもとで受

講するゼミです、履修にあたっては、２年次に各担当の教員の選考を受け、履修

許可を得る必要があります。専門演習Ⅰと専門演習Ⅱの指導教員を途中で変えること

はできません。 

 

応用科目 
 

 

『応用科目』は自己の目的や将来の進路や、各研究ゼミの特質に合わせて科目を選択してくだ

さい。『入門科目』、『基礎科目』、『発展科目』、『演習科目』とあわせて、専門科目全体で 70 単位

以上の単位修得が卒業要件となります。 

 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 単位 選択区分 

要卒 

単位 

応
用
科
目 

中小企業論Ⅰ 2～4 半期 2 選択  

中小企業論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

ベンチャービジネス論 2～4 半期 2 選択 

新事業創造論 2～4 半期 2 選択 
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注意事項 

 

 

 

 

 

① 「論文指導（卒業論文）」（通年科目）の履修条件は、「専門演習Ⅱ」履修者で当該演習担

当者の履修許可を得る必要があります。

応
用
科
目 

経営史 2～4 半期 2 選択  

地域創生論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

地域創生論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

人的資源管理論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

人的資源管理論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

キャリア発達心理学 2～4 半期 2 選択 

メンタルヘルス・マネジメント 2～4 半期 2 選択 

経営心理学研究法 2～4 半期 2 選択 

ブランド経営論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

ブランド経営論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

労働法 2～4 半期 2 選択 

流通論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

流通論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

商品論 2～4 半期 2 選択 

消費者行動論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

消費者行動論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

商業簿記Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

商業簿記Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

工業簿記Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

工業簿記Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

原価計算論 2～4 半期 2 選択 

コーポレートファイナンス 2～4 半期 2 選択 

財務諸表論 2～4 半期 2 選択 

租税概論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

租税概論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

税務会計論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

税務会計論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

法人税 2～4 半期 2 選択 

所得税 2～4 半期 2 選択 

論文指導（卒業論文） 4 通年 2 選択 

簿記技能Ⅰ（日商 3 級対策講座） 1～4 集中 2 選択 

簿記技能Ⅱ（日商 2 級対策講座） 1～4 集中 2 選択 
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２．イベントプロデュース学科 

（1）総合教育科目 

 

 

 

総合教育科目は、『選択科目』と『認定科目』に区分され、『選択科目』から 16 単位以上、 

総合教育科目全体で 24 単位以上の単位修得が卒業要件となります。 

「基礎演習Ⅰ」、「基礎演習Ⅱ」は、１年次に全員が履修します。 

 

 

区分 

 

科目名 
配当 

年次 

 

期間 
単 

位 

選択 

区分 

要卒 

単位 

要卒 

合計 

選
択
科
目 

基礎演習Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 単位

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 単位

以上 

基礎演習Ⅱ（キャリアデザイン） 1～4 半期 2 選択必修 

社会学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

社会学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

法学Ⅰ（憲法を含む) 1～4 半期 2 選択必修 

法学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

心理学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

心理学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

哲学 1～4 半期 2 選択必修 

文学 1～4 半期 2 選択必修 

文章表現法 1～4 半期 2 選択必修 

生命科学 1～4 半期 2 選択必修 

国際関係論 1～4 半期 2 選択必修 

統計学 1～4 半期 2 選択必修 

グローバル・ビジネス論 1～4 半期 2 選択必修 

コンピュータ・サイエンス 1～4 半期 2 選択必修 

コンピュータ概論 1～4 半期 2 選択必修 

情報学 2～4 半期 2 選択必修 

情報処理Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

情報処理Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

ＡＩ・データサイエンス 2～4 半期 2 選択必修 

文化教養特講Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

文化教養特講Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 
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 就職特講Ⅰ 3～4 半期 2 選択必修   

就職特講Ⅱ 3～4 半期 2 選択必修 

健康と運動Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅲ 2～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅳ 2～4 半期 1 選択必修 

認
定
科
目 

インターンシップⅠ 1～4  1 認定  

インターンシップⅡ 1～4  1 認定 

インターンシップⅢ 2～4  1 認定 

インターンシップⅣ 2～4  1 認定 

自己開発Ⅰ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅱ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅲ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅳ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅴ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅵ 1～4  1 認定 

 

 

単位認定科目 
 

 

「インターンシップⅠ～Ⅳ」、「自己開発Ⅰ～Ⅵ」は履修登録できる上限の単位数（１年間 

44 単位）に含まれない科目です。また、他の科目とは履修方法など異なりますので「第３

章 認定科目」を参照してください。 
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（２）外国語科目 

 

 

 

外国語科目は、『基礎科目』と『発展科目』に区分され、すべて選択必修科目です。 

『基礎科目』のなかから２単位以上、『発展科目』のなかから２単位以上の単位を修得し、外

国語科目全体で６単位以上の単位修得が卒業要件となります。 

『基礎科目』の「英会話Ⅰ」、「英会話Ⅱ」は、１年次に全員が履修します。また「基礎英語

Ⅰ」、「基礎英語Ⅱ」は２年次に全員が履修します。 

 

 

区分 

 

科目名 
配当 

年次 

 

期間 
単 

位 

選択 

区分 

要卒 

単位 

要卒 

合計 

基
礎
科
目 

英会話Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 
 

２単位

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６単位

以上 

英会話Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

基礎英語Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

基礎英語Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

発
展
科
目 

英語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修  

 

 

 

 

 

 

 

 

２単位

以上 

英語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

英語Ⅲ 2～4 半期 1 選択必修 

英語Ⅳ 2～4 半期 1 選択必修 

TOEICⅠ 1～4 半期 2 選択必修 

TOEICⅡ 1～4 半期 2 選択必修 

フランス語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

フランス語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

中国語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

中国語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

韓国語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

韓国語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

ビジネス英語Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

ビジネス英語Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 
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（３）総合教育科目 【外国人留学生】 

 

 

 

総合教育科目は、『選択科目』と『認定科目』に区分され、『選択科目』から 16 単位以上、 

総合教育科目全体で 24 単位以上の単位修得が卒業要件となります。 

「基礎演習Ⅰ」、「基礎演習Ⅱ」は、１年次に全員履修します。 

外国人留学生は、『選択科目』の「日本の社会としくみ」を１年次に全員が履修します。また、 

「日本語Ⅲ」、「日本語Ⅳ」は２年次に全員が履修します。 

 

外国人留学生科目 

区分 科目名 単位  

 

選択科目 

日本の社会としくみ ２単位 １年次に全員履修 

日本語Ⅲ ２単位 
２年次に全員履修 

日本語Ⅳ ２単位 

 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 

単 

位 

選択 

区分 

要卒 

単位 

要卒 

合計 

選
択
科
目 

基礎演習Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修  

 

 

 

 

 

 

 

16 単位

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 単位

以上 

基礎演習Ⅱ（キャリアデザイン） 1～4 半期 2 選択必修 

社会学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

社会学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

法学Ⅰ(憲法を含む) 1～4 半期 2 選択必修 

法学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

心理学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

心理学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

哲学 1～4 半期 2 選択必修 

文学 1～4 半期 2 選択必修 

文章表現法 1～4 半期 2 選択必修 

生命科学 1～4 半期 2 選択必修 

国際関係論 1～4 半期 2 選択必修 

統計学 1～4 半期 2 選択必修 

グローバル・ビジネス論 1～4 半期 2 選択必修 

コンピュータ・サイエンス 1～4 半期 2 選択必修 

コンピュータ概論 1～4 半期 2 選択必修 
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 情報学 2～4 半期 2 選択必修   

情報処理Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

情報処理Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

ＡＩ・データサイエンス 2～4 半期 2 選択必修 

文化教養特講Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

文化教養特講Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

就職特講Ⅰ 3～4 半期 2 選択必修 

就職特講Ⅱ 3～4 半期 2 選択必修 

健康と運動Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅲ 2～4 半期 1 選択必修 

健康と運動Ⅳ 2～4 半期 1 選択必修 

日本語Ⅲ（留学生科目） 2～4 半期 2 選択必修 

日本語Ⅳ（留学生科目） 2～4 半期 2 選択必修 

日本の社会としくみ（留学生科目） 1～4 半期 2 選択必修 

認
定
科
目 

インターンシップⅠ 1～4  1 認定  

インターンシップⅡ 1～4  1 認定 

インターンシップⅢ 2～4  1 認定 

インターンシップⅣ 2～4  1 認定 

自己開発Ⅰ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅱ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅲ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅳ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅴ 1～4  1 認定 

自己開発Ⅵ 1～4  1 認定 

認定科目 
 

 

「インターンシップⅠ～Ⅳ」、「自己開発Ⅰ～Ⅵ」は履修登録できる上限の単位数（１年間 

44 単位）に含まれない科目です。また、他の科目とは履修方法など異なりますので「第３

章 認定科目」を参照してください。 
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（4）外国語科目 【外国人留学生】 

 

 

 

外国語科目は、『基礎科目』と『発展科目』に区分され、すべて選択必修科目です。 

『基礎科目』のなかから２単位以上、『発展科目』のなかから２単位以上の単位を修得し、外

国語科目全体で６単位以上の単位修得が卒業要件となります。 

『基礎科目』の「日本語Ⅰ」と『発展科目』の「日本語Ⅱ」は、1年次に全員が履修しま

す。 

外国人留学生科目 

区分 科目名 単位  

基礎科目 日本語Ⅰ ２単位 
１年次に全員履修 

発展科目 日本語Ⅱ ２単位 

 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 

単 

位 
選択区分 

要卒 

単位 

要卒 

合計 

基
礎
科
目 

英会話Ⅰ 2～4 半期 1 選択必修 
２単位

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６単位

以上 

英会話Ⅱ 2～4 半期 1 選択必修 

日本語Ⅰ(留学生科目) 1～4 半期 2 選択必修 

発
展
科
目 

英語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修  

 

 

 

 

 

 

２単位

以上 

英語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

英語Ⅲ 2～4 半期 1 選択必修 

英語Ⅳ 2～4 半期 1 選択必修 

TOEICⅠ 1～4 半期 2 選択必修 

TOEICⅡ 1～4 半期 2 選択必修 

フランス語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

フランス語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

中国語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

中国語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

韓国語Ⅰ 1～4 半期 1 選択必修 

韓国語Ⅱ 1～4 半期 1 選択必修 

ビジネス英語Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

ビジネス英語Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

日本語Ⅱ(留学生科目) 1～4 半期 2 選択必修 
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履修の注意事項 
 

 

① 外国人留学生は、『基礎科目』の「基礎英語Ⅰ」「基礎英語Ⅱ」に替えて「日本語Ⅰ」を履修 

します。 

② 「英会話Ⅰ」、「英会話Ⅱ」は、２年次以降、履修可能です。 

③ 外国人留学生（外国籍の学生含む）は、母国語である言語の『発展科目』の科目を履修 

することができません。 
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（５）専門科目 

 

 

 
 

 

専門科目は、『入門科目』、『基礎科目』、『発展科目』、『演習科目』、『応用科目』の区分で構成

されています。専門科目全体で 70 単位以上の単位修得が卒業要件となります。 

それぞれの卒業に必要な単位数は下記の表になります。 

 

専門科目 

区分 卒業に必要な単位数 

入門科目（必修科目） ４単位  

 

70 単位以上（※） 

基礎科目 10 単位以上 

発展科目 20 単位以上 

演習科目 ８単位以上 

応用科目  

 

（※）専門科目全体で 70 単位を充たした他に、修得単位数がある場合は、卒業要件の 124

単位に充当することができます。 

 

入門科目 
 

 

『入門科目』の「経営学」（通年科目、４単位）は、必修科目です。 

１年次に全員履修します。単位を修得できなかった場合は、卒業までに必ず修得しなければ

ならない科目です。 

 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 単位 選択区分 

要卒 

単位 

 

入門科目 

 

経営学 

 

1～4 

 

通年 

 

4 

 

必修 

 

4 単位 

 

※通年科目は１年間にわたって授業がおこなわれる科目です。 

III. 履修方法 イベントプロデュース学科 
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基礎科目 
 

 

『基礎科目』は、10 単位以上の単位修得が卒業要件となります。１年次から履修登録す

ることができます。 

下記の科目のなかから、卒業までに 10 単位以上の単位を修得してください。 

 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 単位 選択区分 

要卒 

単位 

基
礎
科
目 

経済学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修  

 

 

 

 

10 単位

以上 

経済学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

イベント学Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

イベント学Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

サービス産業論Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

サービス産業論Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

イベントプロデュース論Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

イベントプロデュース論Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

入門簿記Ⅰ 1～4 半期 2 選択必修 

入門簿記Ⅱ 1～4 半期 2 選択必修 

 

発展科目 
 

 

『発展科目』は、20 単位以上の単位修得が卒業要件となります。２年次から履修登録す

ることができます。 

下記の科目のなかから、卒業までに 20 単位以上の単位を修得してください。 

 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 単位 選択区分 

要卒 

単位 

発
展
科
目 

マーケティング論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修  

 

 

 

20 単位

以上 

マーケティング論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

会計学Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

会計学Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

企業論 2～4 半期 2 選択必修 

経営戦略論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

経営組織論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

経営組織論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 
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発
展
科
目 

経営組織論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

20単位 

以上 

広告論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

広告論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

会社法Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

会社法Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

民法Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

民法Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

経済法Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

経済法Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

国際経済法 2～4 半期 2 選択必修 

消費者法 2～4 半期 2 選択必修 

経営倫理学 2～4 半期 2 選択必修 

社会心理学Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

社会心理学Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

地域創生論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

地域創生論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

リスク・マネジメント論Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

リスク・マネジメント論Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

イベントマネジメント論 2～4 半期 2 選択必修 

イベント企画・演出論 2～4 半期 2 選択必修 

イベント実施運営論 2～4 半期 2 選択必修 

イベントキャリア論 2～4 半期 2 選択必修 

展示会・会議イベント論 2～4 半期 2 選択必修 

文化芸術イベント論 2～4 半期 2 選択必修 

社会貢献イベント論 2～4 半期 2 選択必修 

エンターテイメントイベント論 2～4 半期 2 選択必修 

 

演習科目 
 

 

『演習科目』は、８単位以上の単位修得が卒業要件となります。 

下記の科目のなかから、卒業までに８単位以上の単位を修得してください。 

 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 単位 選択区分 

要卒 

単位 

演習科目 プレ専門演習 2～4 通年 4 選択必修 
8単位 

以上 
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注意事項 

 

 

演
習
科
目 

専門演習Ⅰ 3～4 通年 4 選択必修 

8単位 

以上 

専門演習Ⅱ 4 通年 4 選択必修 

イベント実践特講Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント実践特講Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント実践特講Ⅲ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント実践特講Ⅳ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント実践特講Ⅴ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント実践特講Ⅵ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント技術特講Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント技術特講Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント技術特講Ⅲ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント技術特講Ⅳ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント技術特講Ⅴ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント文化特講Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント文化特講Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント文化特講Ⅲ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント文化特講Ⅳ 2～4 半期 2 選択必修 

イベント文化特講Ⅴ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅰ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅱ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅲ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅳ 2～4 半期 2 選択必修 

産学連携特講Ⅴ 2～4 半期 2 選択必修 

 

① ２年次で「プレ専門演習」（通年科目）を履修します。 

② ３年次で「専門演習Ⅰ」（通年科目）を履修します。 

③ ４年次で「専門科目Ⅱ」（通年科目）を履修します。 

１）「プレ専門演習」の履修にあたっては、1 年次（12 月頃）に各担当教員の選考を受

け、履修許可を得る必要があります。 

２）「専門演習Ⅰ」・「専門演習Ⅱ」は 3 年から 4 年と連続して同一指導教員のもとで受

講するゼミで、履修にあたっては、２年次（12 月頃）に各担当の教員の選考を受け、履

修許可を得る必要があります。専門演習Ⅰと専門演習Ⅱの指導教員を途中で変更するこ

とはできません。 

       ④ イベント技術特講、イベント文化特講、イベント実習Ⅴ～Ⅷ、産学連携特講は、改正前の 

         改正前の入学年度の学生も履修することができる。 

         2022年度以前の入学生は、新カリキュラム科目を履修することで当該科目を修得したものとする。 
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応用科目 
 

 

『応用科目』は自己の目的や将来の進路や、各研究ゼミの特質に合わせて科目を選択してくだ

さい。『入門科目』、『基礎科目』、『発展科目』、『演習科目』とあわせて、専門科目全体で 70 単位

以上の単位修得が卒業要件となります。 

 

区分 科目名 
配当 

年次 
期間 単位 選択区分 

要卒 

単位 

応
用
科
目 

流通論Ⅰ 2～4 半期 2 選択  

流通論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

消費者行動論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

消費者行動論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

中小企業論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

中小企業論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

ベンチャービジネス論 2～4 半期 2 選択 

 

発
展
科
目 

人的資源管理論Ⅰ 2～4 半期 2 選択  

人的資源管理論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

労働法 2～4 半期 2 選択 

キャリア発達心理学 2～4 半期 2 選択 

商品論 2～4 半期 2 選択 

環境経営学 2～4 半期 2 選択 

ブランド経営論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

ブランド経営論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

イベント管理会計論 2～4 半期 2 選択 

イベントデザイン論 2～4 半期 2 選択 

観光イベント論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

観光イベント論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

スポーツイベント論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

スポーツイベント論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 

ユニバーサルイベント論 2～4 半期 2 選択 

セールスプロモーションイベント論Ⅰ 2～4 半期 2 選択 

セールスプロモーションイベント論Ⅱ 2～4 半期 2 選択 
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注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 「論文指導（卒業論文）」（通年科目）の履修条件は、「専門演習Ⅱ」履修者で当該演習担

当者の履修許可を得る必要があります。 

③ 「イベント実習Ⅰ～Ⅳ」は履修登録できる上限の単位数（１年間で 44 単位）に含まれ

ない科目です。また、他の科目とは履修方法など異なりますので「第３章 認定科目」

を参照してください。 

 

 

 

本学では、経営学の専門知識に関する深い理解を促すため、学生の個性や学習スタイルに応

じたきめ細かい教育指導の実現を目指しています。そこで、学生の興味に応じた少人数かつ

教員と学生との対話を通じた学習スタイルである双方向の「演習（ゼミ）」を本学の教育の

中核に据えています。 

演習は、２年次に履修する「プレ専門演習」及び３年次に履修する「専門演習Ⅰ」、４年

次に履修する「専門演習Ⅱ」がその中心です。 

学生は自分の興味に応じて、「プレ専門演習」「専門演習」を選択することができます。この

「プレ専門演習」および「専門演習」は選択必修科目となり、原則として全員、この科目を

履修しなければなりません。 

２年次に履修する「プレ専門演習」は、経営学の専門知識をより深く学ぶために最低限必

要な予備知識及びスキルを学びます。その上で、３年次４年次は、自分の興味や関心に対応

している専門演習を履修し、そこでじっくりと専門知識について学びます。 

このプレ専門演習と専門演習は、経営学科の７つのコース、イベントプロデュース学科の 

３つの分野に対応して設置されていますので、自分が選択したコース・分野に応じて履修し

てください。 

 コミュニティイベント論 2～4 半期 2 選択  

アミューズメント論 2～4 半期 2 選択 

論文指導（卒業論文） 4 通年 2 選択 

簿記技能Ⅰ（日商 3 級対策講座） 1～4 集中 2 選択 

簿記技能Ⅱ（日商 2 級対策講座） 1～4 集中 2 選択 

イベント実習Ⅰ 2～4  1 認定 

イベント実習Ⅱ 2～4  1 認定 

イベント実習Ⅲ 2～4  1 認定 

イベント実習Ⅳ 2～4  1 認定 

イベント実習Ⅴ 1～4  1 認定 

イベント実習Ⅵ 1～4  1 認定 

イベント実習Ⅶ 1～4  1 認定 

イベント実習Ⅷ 1～4  1 認定 

３．演習科目 
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経営学科 
 

イベントプロデュース学科 
 

 

イベントプロデュース学科〈３つの分野〉 

 

分野①多種多様のイベント 

を通じて経営学を学ぶ 

人々に驚きや感動を与えるイベントを経営学の視点から考えます。 

行政による行事・催事などの地域・観光産業の活性化、営業が取り 

まとめるコンベンションやフェスティバル、販売員が仕切るセール 

など、イベントといっても多種多様。イベントという切り口からど 

のようにアプローチすべきかを、理論と実践を通して学び理解を深 

めていきます。 

分野②現場で培われた多彩 

な知見を得る 

イベント業界の最前線での経験を積んだ教員が多数在籍している 

のも特長。小規模大学の特性を活かし、教員と学生の距離が近いの 

も魅力です。机上の議論だけではなく、さまざまな現場で培われた 

知見を得ることができます。2 年次以降は現場実習や、ゼミへの所 

属など、イベントの運営に携わることで実感を持って学んでいけま 

す。 

分野③物事に関心を持ち価 

値観と視野を広げる 

ひとつのイベントを作り成功させるのに必要な能力＝協働力、創造 

力、思考力、主張力など。実務 IQ の能力は、社会で必要とされる 

能力でもあります。大学での学びやイベント現場実習、ゼミでのグ 

ループワークなどで得た基礎能力、そして物事に関心を持ち、価値 

観と視野を広げることで、実践力ある人材として力が身につきま 

す。 
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経営戦略について学ぶ 

マーケティングについて学ぶ 

 

 

 

経営学科 
 

 

 

 1年次 春・秋  2年次 春・秋  3年次 春・秋  4年次 春・秋  

 

 

 

 

 

経営学 

「経済学Ⅰ・Ⅱ」「会計学Ⅰ・Ⅱ」 

「マーケティングⅠⅡ」「産業・組織

心理学」を1・2年次に履修することが

望ましい。 

総合教育科目、外国語科目を専門科目

とは別に履修すること。 

経営戦略論Ⅰ 

 

経営組織論Ⅰ

人的資源管理論Ⅰ 

中小企業論Ⅰ 

企業論 

 

プレ専門演習 

経営戦略論Ⅱ 

経営組織論Ⅱ 

 

人的資源管理論Ⅱ 

 

中小企業論Ⅱ 

 

経営倫理学 環境経営学 

 

経営情報学 経営史 

論文指導 

（卒業論文） 

新事業創造論 ベンチャービジネス論 

 

 

 

 

専門演習Ⅰ 専門演習Ⅱ 

 

・民間企業（小売業、サービス業、製造業、商社ほか）就職 

・後継者、起業 

 

 

 

 
 1年次 春・秋  2年次 春・秋  3年次 春・秋  4年次 春・秋  

広告論Ⅰ 広告論Ⅱ 商品論 

 

経営特講 

（Webマーケ 
経営情報学 

経営学 ティング） 

消費者行 消費者行 ブランド ブランド 
マーケティ マーケティ 

動論Ⅰ 動論Ⅱ 
ング論Ⅰ ング論Ⅱ 経営論Ⅰ 経営論Ⅱ 

 

「経済学Ⅰ・Ⅱ」「会計学Ⅰ・Ⅱ」 流通論Ⅰ 流通論Ⅱ 論文指導 

「産業・組織心理学ⅠⅡ」を1・2年 
（卒業論文） 

次に履修することが望ましい。 

総合教育科目、外国語科目を専門 プレ専門演習 専門演習Ⅰ 専門演習Ⅱ 

科目とは別に履修すること。 

・マーケティング検定2級、3級 ・販売士2級、3級、Web検定 

・広告業界、流通業界、商品企画部門、マーケッター 

４． 履修モデル例 
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環境と経営の関係について学ぶ 

 

 

 

 

 
 

 1年次 春・秋  2年次 春・秋  3年次 春・秋  4年次 春・秋  

財務会計論Ⅰ 財務会計論Ⅱ 

管理会計論Ⅰ 管理会計論Ⅱ 

商業簿記Ⅰ 商業簿記Ⅱ 

コーポレート 

工業簿記Ⅰ 工業簿記Ⅱ ファイナンス 

経営学 論文指導 

（卒業論文） 

会計学Ⅰ 会計学Ⅱ 税務会計論Ⅰ 税務会計論Ⅱ 
原価計算論 

入門簿記Ⅰ 入門簿記Ⅱ 租税概論Ⅰ 租税概論Ⅱ 所得税 法人税 

「経済学Ⅰ・Ⅱ」「マーケティング 
簿記技能Ⅰ 簿記技能Ⅱ 

ⅠⅡ」「産業・組織心理学」を1・2 

年次に履修することが望ましい。 プレ専門演習 専門演習Ⅰ 専門演習Ⅱ 

・商業簿記１級、税理士簿記論 
総合教育科目、外国語科目を専門科 商業簿記3級、商業簿記2級 ・商業簿記2級、商業簿記1級 

・税理士財務諸表論 

 

 

 

 

 
 1年次 春・秋  2年次 春・秋  3年次 春・秋  4年次 春・秋  

 

 

 

 

 

経営学 

 

経済学Ⅰ 経済学Ⅱ 

 

「マーケティングⅠ・Ⅱ」「産

業・組織心理学ⅠⅡ」を1・2年

次に履修することが望ましい。 

総合教育科目、外国語科目を専

門科目とは別に履修すること。 

環境経営学 

 

社会学Ⅰ 

 

流通論Ⅰ 

 

プレ専門演習 

環境経営学 

社会学Ⅱ 

流通論Ⅱ 

 

新事業創造論 ベンチャービジネス論 

 

リスク・マネ リスク・マネ 

ジメント論Ⅰ ジメント論Ⅱ 

論文指導 

（卒業論文） 

 

 

 

専門演習Ⅰ 専門演習Ⅱ 

・産学連携プロジェクト参画 

・エコ検定（資格取得）・エコ展示会出展 

会計・税務について学ぶ 
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経営と心理の関係について学ぶ 

 

 

 
 1年次  春・秋  2年次 春・秋  3年次  春・秋  4年次  春・秋  

 

 

 

 

 

経営学 

 

「経済学Ⅰ・Ⅱ」「会計学Ⅰ・Ⅱ」 

「マーケティングⅠⅡ」を1・2年次に

履修することが望ましい。 

 

総合教育科目、外国語科目を専門科目

とは別に履修すること。 

情報処理Ⅰ 

コンピュータ

概論 

 

情報学 

 

経営実践特講 

（MOS一般） 

 

プレ専門演習 

情報処理Ⅱ 

コンピュータ

サイエンス 

 

統計学 

 

経営実践特講 

（MOS上級） 

AI・データサイ

エンス 

コーポレートファ 

経営情報学 イナンス 

論文指導 

経営実践特講 （卒業論文） 

 

 

 

 

専門演習Ⅰ 専門演習Ⅱ 

 

・ITパスポート試験、マイクロオフィススペシャリスト（MOS）、ウェブ解析士、統計検定 

 

 

 

 1年次 春・秋  2年次 春・秋  3年次 春・秋  4年次 春・秋  

 

 

 

経営学 

産業・組織 産業・組織 

心理学Ⅰ 心理学Ⅱ 

 

「経済学Ⅰ・Ⅱ」「会計学Ⅰ・Ⅱ」 

「マーケティングⅠⅡ」を1・2年次

に履修することが望ましい。 

 

総合教育科目、外国語科目を専

門科目とは別に履修すること。 

社会心理学Ⅰ 

経営心理学研

究法 

 

キャリア発達

心理学 

 

 

プレ専門演習 

社会心理学Ⅱ 

 

認知心理学 

リスク・マネ

ジメント論Ⅰ 

 

メンタル・ヘ

ルスマネジメ

ント 

 

経営倫理学 

 

専門演習Ⅰ 

 

・心理学検定 

リスク・マネ

ジメント論Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

論文指導 

（卒業論文） 

 

 

 

専門演習Ⅱ 

デ－タサイエンスについて学ぶ 
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 1年次 春・秋  2年次 春・秋  3年次  春・秋   4年次  春・秋   

 

 

 

経営学 

経済学Ⅰ 経済学Ⅱ 

 

 

「会計学Ⅰ・Ⅱ」「マーケティング 

ⅠⅡ」「産業・組織心理学」を1・2年

次に履修することが望ましい。 

総合教育科目、外国語科目を専門科目

とは別に履修すること。 

ミクロ経済学

民法Ⅰ 

会社法Ⅰ 

 

 

 

プレ専門演習 

金融論 

民法Ⅱ 

会社法Ⅱ 

ファイナンス論 

 

 

労働法 消費者法 

論文指導 

（卒業論文） 

経済法Ⅰ 経済法Ⅱ 

 

専門演習Ⅰ 専門演習Ⅱ 

・公務員（地方公務員、警察官、消防士含む） 

 

イベントプロデュース学科 
 

 

ビジネスと経済学、法制度の関係について学ぶ 
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１．履修登録と方法 

オリエンテーション・履修説明 

履修登録 

登録後、登録内容を確認 

修正なし 修正あり 

履修登録修正 

履修登録完了 

授業開始 

 

 

 
 

 

履修登録とは、年度始めに各自の履修計画に基づいて開講科目のなかから、履修しようとす

る授業科目を届け出る手続きです。 

この登録手続きは、大学で学修するための出発点となるものです。所定の期間内に登録の手

続きを完了させてください。登録のあと、登録内容を必ず確認してください。登録科目の修

正の必要がなければ、履修登録は完了です。 

指定科目については授業時間帯が指定されています（指定時間帯以外の履修はできませ

ん）。 

なお、秋学期科目については、年間 44 単位という上限単位数以内であれば追加履修登録 

（３科目以内）を認めますので、９月の追加履修登録日に手続きをおこなってください（年

間上限単位数（44 単位）には、春学期に不合格となった科目も含まれます）。 

 

履修登録の流れ 
 

 

 

※Campus Plan に表示される科目が正式な登録になりますので、必ず、確認してください。 

IV. 履修登録 
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３．事前登録許可 

 

 

 

 

１．単位計算および履修登録は、すべて自己の責任において必ず本人が履修登録手続きを行 

うようにしてください。 

２．１年間の履修登録を行います。 

３．履修登録修正期間後は、原則として履修登録の修正をすることはできません。 

４．同一時間に２科目以上の科目を重複して登録することはできません。 

５．すでに単位を修得している科目の履修登録はできません。 

６．配当年次・クラスが指定されている場合は、それに従って登録してください。 

７．履修登録をしていない科目は、その学期の履修は認められません。受講して試験を受け 

て合格評価を得ても無効となります。 

８．「インターンシップ」については、一般の科目登録とは別にオリエンテーションを行い、 

履修登録方法も通常の登録方法と異なります。 

 

 

事前登録許可とは、受講定員が決まっていたり、履修人数を制限したりする授業科目につい

て抽選等により履修登録の前に許可を得ることです。 

※科目についてはオリエンテーション時に説明します。

該当科目：語学、コンピュータを使用する科目等 

２．履修登録の注意 
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I. 試験 

１．試験の種類 

 

 

第２章 試験および成績評価 
 

 

 

成績評価のために行う定期的な試験には、次の４種類があります。 

 

試験名 対象 実施期間 

 

本試験 
履修者全員に対して行う試験 

※通年科目の本試験は秋学期に実施 

春学期：７月下旬

秋学期：１月下旬 

 

追試験 
やむを得ない理由により本試験を受験できない

科目に対して行う試験 

春学期：９月中旬

秋学期：２月下旬 

未修得試験 

卒業年度（４年次生）の春学期本試験・秋学期本

試験において不合格（評価X）の科目に対して行

う試験 

※１～３年次生は該当しません 

春学期：９月中旬

秋学期：２月下旬 

 

中間試験 
科目担当者の判断により授業期間中等に適宜実

施される試験（主に通年科目） 

授業期間中等 

春学期本試験期間中 

 

科目担当者によっては，平常点（授業参加度等）やレポート等により評価を行うことも 

あります。 

 

本試験 
 

 

春学期本試験と秋学期本試験があり、原則として各学期の最終週に実施します。通年科目

は、原則秋学期本試験時のみ試験を実施しますが、授業時間内あるいは春学期本試験期間に

おいて、中間試験を実施する科目もあります。 

 

中間試験 
 

 

科目担当者の判断で、授業期間中等に適宜行われる試験をいいます。 
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注意事項 

注意事項 

 

 

追試験 
 

 

追試験とは、本試験を病気・ケガ、また交通機関の事故・遅延等のやむを得ない理由によ

り受験できなかった科目について実施する試験です。 

追試験の受験対象者は、本試験の該当科目試験日から１週間以内に欠席した理由が下表の理

由に該当し、その理由を証明する書類を提出できる学生です。証明書類は、「本試験欠席届」とと

もに提出しなければなりません。 

※自己の不注意（寝坊等）による欠席は、理由の如何を問わず追試験を受験することはで 

きません。 

※期間内に手続を行わなかった場合は、追試験を受験できません。 

 

理由 必要書類 

病気・けが 医師の診断書 

学校保健安全法施行規則、第十

八条に定められた感染症によ

る欠席（インフルエンザ、コロ 

ナウイルス等） 

 

医師の診断書、あるいは本学所定の「治癒証明書」 

忌引き 死亡に関する公的証明書（会葬礼状可） 

災害 官公庁による被災証明書 

交通機関（事故・遅延） 交通機関の証明書 

就職試験 就職試験の受験を証明するもの 

その他 事前の届出に対して審査 

 

① 通年科目は、秋学期のみ追試験を実施（中間試験では実施しません） 

② 受験料は１科目 3,000 円です。 

③ 申込日時、手続き方法は掲示で連絡します。 

 

未修得試験 
 

 

４年次生の本試験において評価が「Ｘ」の科目に対して実施する試験をいいます。 

※１年次生・２年次生・３年次生には実施しません。 

 

① この試験で合格した場合、試験の点数にかかわらず評価は「Ｃ」となります。 

② 受験料は１科目 3,000 円です。 
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２．受験上の注意 

 

③ 受験科目数の制限はありません。 

④ 申込日時、手続き方法はCampus Plan及び学内メールで連絡します。 

 

 

受験資格 
 

 

① 受験科目の履修登録がなされていること。 

② その学期までの学費の納入、書類等の提出がされていること。 

③ 科目の担当者より、受験停止処分がなされていないこと。 

 

 

本試験時間割・試験時間 
 

 

本試験は、原則として各学期の最終週の授業時間帯に実施されます。 

 

本試験時間 

時限 時間 注意事項 

１時限 9:20 ～ 10:20 ①試験は通常60分です。試験時間の10分前には試験

についての説明が行われますので、教室に入室し

ていてください。 

※試験について試験監督者より別途指示があった場

合は、それに従ってください。 

②試験開始20分を経過した後は教室への入室は

できません。 

③通常授業の教室が異なる場合があります。ま

た同じ科目でも学籍番号によって教室が分か

れている場合もありますので、Campus Plan

及び学内メールを確認してください。 

２時限 11:10 ～ 12:10 

３時限 13:40 ～ 14:40 

４時限 15:30 ～ 16:30 

５時限 17:20 ～ 18:20 

 

追試験 未修得試験時間割・試験時間 
 

 

追試験の実施時間は別に定めます。追試試験時間割表で確認してください。 

追試験・未修得試験「試験時間割表」は、試験開始日の前日にCampus Plan及び学内メールで 

告知します。 

※追試験・未修得試験は通常の授業時間帯の曜日・時限と異なります。 
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試験教室への入室・退室 
 

 

① 試験開始から 20 分を経過した後は、試験教室への入室はできません。 

② 試験開始後 40 分間は、答案の提出および退室を認めません。 

③ 試験監督者の指示に従ってください。 

 

学生証 
 

 

① 学生証は、写真の面を上にして机上の通路側に提示してください。 

② 学生証不携帯の場合は受験を許可しません。ただし、仮学生証（試験用）の発行手続きを 

とることにより発行日当日に限り受験を許可します。（72 ページ参照）。 

③ 他人の学生証を使用した場合は不正行為とみなします。 

 

机上 
 

 

① 学生証・筆記用具および持ち込みを許可されたもの以外は、机上に出さず、鞄（バッグ） 

  にしまい、座席の下に置いてください。机の中には何も入れないでください。 

② 筆箱・下敷きの使用は原則として認めません。 

③ スマートフォン・スマートウォッチ等の時計は、時計として使用できません。電源を切り、

机上には置かず、鞄（バッグ）にしまってください。（机上にある場合は不正行為とみ

なします）。 

 

コピー 
 

 

コピーは、持ち込みを許可された教科書・参考書・ノート等の写しであっても一切認め 

ません（不正行為とみなします）。 

 

答案の書き方・提出 
 

 

① 学籍番号・氏名は、ペン書きとしてください（記入がない場合は当該科目の受験を無効 

とします）。 

② 指示のない限り、答案は「横書き」にしてください。 

③ 白紙であっても必ず提出してください。提出しないで問題用紙・解答用紙を試験会場から 

持ち出すことは、不正行為となります。 
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その他の注意事項 
 

 

① 持込み許可の場合でも、筆記用具・電卓・教科書・参考書・ノートの貸借は一切認め 

ません。 

② 試験教室内では試験監督者の指示にしたがってください。 

③ 試験教室内では、試験監督者の指示に従ってください。 

 

不正行為 
 

 

下記の行為は不正行為とみなし、厳重に処分します。 

１．他人に受験を依頼するまたは、他人の代わりに受験すること。 

２．カンニングペーパーまたは、これに類似するものを試験中に所持または使用する 

こと。 

３．持込許可の物や机などに不正に書き込みをすること 

４．持ち込みを許可されていないノート、電子辞書、書籍等を使用すること。 

５．スマートフォン、スマートウォッチ、その他の情報通信機器を使用すること。 

６．他人と答案を交換すること。 

７．他人の答案をのぞき見することまたは、故意に他人に見せること。 

８．私語および物品を貸借すること。 

９．試験監督者の指示に従わないまたは、公正な試験を妨げること。 

10．その他、不正行為を疑われるような行為をすること。 

 

不正行為処分 
 

不正行為については、学籍番号を掲示するとともに下記により処分されます。 

１．当該科目の単位修得を認めない。 

２．上記１に加えて、当該学期に履修したすべての単位修得を認めない。 

３．上記１および２に加えて、当該学生について面談を行い、口頭および書面による

訓戒を行った上で停学を含めた厳正な処分を行う。 

なお、場合によっては、その他の処分を追加することがある。 

４．前項に定める処分について氏名を明示のうえ学内に公示する。 
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１．成績評価 

注意事項 

 

 

 

 

履修した授業科目の学習成果を評価するために「試験」が実施されます。また授業中に行

われた中間試験やレポート、授業への参加度などを考慮し、総合的に評価したものが「成績

評価」として表されます。 

 

 

本学の成績評価は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｘの５段階で行います。 

５段階評価の目安は、次の通りです。 

成績評価 評価の目安 合否 

Ｓ 100 点～90 点  

 

合格 

 

 

単位修得 
Ａ 89 点～80 点 

Ｂ 79 点～70 点 

Ｃ 69 点～60 点 

Ｘ 59 点以下 不合格 単位未修得 

 

評価が「Ｓ」、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」は合格とし所定の単位が付与（単位修得）されます。「Ｘ」は

不合格となります。不合格科目の単位は付与されず、成績証明書には表記されません。 

※評価方法および評価基準については、「講義要綱」（シラバス）を参照してください。 

 

欠席が非常に多いなど、実質的な受講生とみなされない場合は、成績評価の対象とはなら 

ず「停止」と表記されます。 

 

単位認定 
 

 

「インターンシップ」と「自己開発」「イベント実習」（イベント学科）は成績評価をしませ

ん。したがって、「Ｓ」、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」等の評価はつきません。単位修得したことを認定する

か、認定しないかとするだけです。単位修得した場合、成績証明書には「認定」と表記され

ます。 

II. 成績の評価と単位の修得 
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ＧＰＡとは「Grade Point Average」の略で、学業成果を総合的に判断する指標です。修得単位数

や量的な判断に加えて、質的な観点からの判断材料となり下記の目的で使用します。 

１．成績優秀者、奨学金受給者の選出 

２．プレ専門演習、専門演習等の履修者選考 

３．履修制限科目における選抜（高度な専門性を持つ授業科目等） 

４．学生の学習意欲、学習目標の明確化 

 

ＧＰＡの算出 
 

 

ＧＰＡは成績評価に対して、それぞれのＧＰ（グレード・ポイント）を与え、グレード・

ポイントに各科目の単位数を掛け合わせ、その総計数を総履修登録単位数で割ることによ

り算出します。 

履修登録したすべての科目がＧＰＡの算出に使用されます。履修放棄の科目、出席不良等

で「停止」評価の科目も含まれますので、十分な学習計画を立てたうえで、履修登録を行っ

てください。 

修得単位数とは別の尺度で、学生の成績評価を行います。 

 

区分 評価 点数 ＧＰ 

 

 

合格 

Ｓ 100 点～90 点 4.0 

Ａ 89 点～80 点 3.0 

Ｂ 79 点～70 点 2.0 

Ｃ 69 点～60 点 1.0 

不合格 
Ｘ 59 点～０点 0.0 

停止 出席不良等 0.0 

ＧＰ対象外 認定 単位認定科目 —  

 

○ ＧＰＡの算出方法 

 

ＧＰＡ＝ 

 

4.0×Ｓの修得単位数＋3.0×Ａ＋2.0×Ｂ＋1.0×Ｃ

総履修登録単位数（「Ｘ」、「停止」の単位数を含む） 

 

 

① 認定科目は計算式に含みません。 

② 試験を欠席した科目について、追試験を受験しなかった場合は「Ｘ」評価となります。 

③ ＧＰＡは成績表には記載されません。 

２．ＧＰＡ制度 

注意事項 
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注意事項 

 

 

 

 

 

 

各試験により、成績発表の方法や時期が異なります。成績表は、評価結果をよく確認し、

各自で保管しておいてください。 

試験名 対象 成績発表時期 発表方法 

春学期本試験 
（7月下旬） 

全員 8月下旬 Campus Plan 

春学期追試験 
（9月中旬） 

該当者 10月中旬 Campus Plan 

未修得試験 
（9月下旬） 

4年次
該当者 

10月中旬 Campus Plan 

秋学期本試験 
（1月下旬） 

全員 
4年次 ：2月中旬 指定の日時に配布 

1・2・3年次：3月中旬 
Campus Plan 

秋学期追試験 
（2月下旬） 

該当者 
4年次 ：3月中旬 

1・2・3年次：3月中旬 Campus Plan 

未修得試験 
（2月下旬） 

4年次
該当者 

3月中旬 指定の日時に配布 

 

春学期成績発表 
 

 

春学期本試験の成績表は、Campus Planで自分の成績を確認してください。 

 

 

 

 

春学期科目 

評価「Ｓ」、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」は単位修得 

評価「Ｘ」は単位未修得 

評価「欠席届」は「追試験」受験対象 

（49 ページ試験の種類参照） 

通年科目 評価「履修中」となり中間評価は行わない 

 

① 通年科目「中間試験」の追試験は行いません。 

② 春学期「追試験」の成績は、秋学期授業開始後、Campus Planで自分の成績を確認してく

ださい。 

３．成績発表 
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注意事項 

 

 

秋学期成績発表 
 

秋学期本試験の成績表は４年次生には２月中旬に学内で配付します。必ず来校し、卒業

確認を行ってください。 

 １・２・３年次生は３月中旬頃成績を公開しますのでCampus Planで確認してください。 

 

 １・２・３年次生 ４年次生（卒業年次生） 

 

 

 

全科目 

評価「Ｓ」、Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」は単位修得 

評価「Ｘ」は単位未修得 
評価「Ｘ」は「未修得試験」受験対 

象（48 ページ試験の種類参照） 

評価「欠席届」は「追試験」受験対象（48 ページ試験の種類参照） 

 

４年次生（卒業年次生） 

秋学期「追試験」、「未修得試験」の成績発表は、学務課窓口で３月中旬に配付します。 
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３．インターンシップ一連の流れ 

I. インターンシップ（認定科目） 

１．インターンシップとは 

２．なぜインターンシップをするの？ 

インターンシップ説明会 

 

第３章 認定科目 

 

 

インターンシップとは、本学在学中に就業体験をすること（会社等へ行って実際の仕事

を体験してみること）です。「社会経験」・「就業体験」を通して、自分自身の専攻およ

びキャリアに関する実務的知識を深め、専門知識の修得、キャリアプランを考えていくこ

とを目指します。条件を満たすと単位認定を申請することができます。詳しくはキャリア

支援室にお問い合わせください。 

 

 

「自分がどんな仕事をしたいかわからない」 

「自分は何に向いているのだろう」 

「自分の実力を現場でためしてみたい」 

「自分のイメージと実際の仕事はどう違うのか」 

こうした悩みや疑問にインターンシップが応えてくれます。また、参加が内定に直結する

こともあります。ぜひチャレンジしてみてください。 

また、今後は就職に直結することも予想されます。 

学校提携の企業での実習をステップにして欲しいです。 

 

↓ 

 

↓ 

 
↓ 

 

参加申込（キャリア支援部） 

就業体験（現場実習） 

書類提出（キャリア支援部） 
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５．成績評価 

 
 

 

 

 

「インターンシップ」は、短期集中で単位認定の科目です。 

通常の科目履修とは異なりますので注意してください。 

履修を希望する学生は、定期的に開催されるインターンシップ説明会に必ず出席してく

ださい。 

単位は「インターンシップ」の一連の過程を終了し、審査に合格すると１単位が付与さ

れます。 

 

総合教育科目（２学科共通） 

区分 科目名 配当年次 期間 単位数 選択区分 

 

 

認定科目 

インターンシップⅠ １～４ —  １ 認定 

インターンシップⅡ １～４ —  １ 認定 

インターンシップⅢ ２～４ —  １ 認定 

インターンシップⅣ ２～４ —  １ 認定 

取得可能単位 ４  

 

① 「インターンシップ」科目の単位は、“認定単位”とし、卒業要件 124 単位に含まれます。 

② 「インターンシップ」科目の単位（認定単位）は、１年間に履修登録できる上限単位数 

（44 単位）には含まれません。 

③ ４年間で「インターンシップⅠ～Ⅳ」の４単位まで修得が可能です。 
 

 

 

Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃなどの成績評価をしない科目です。単位修得を認定するか、認定しないか

を決定するだけです。 

単位修得した場合、成績証明書には「認定」と表記されます。 

※詳しくは「インターンシップ説明会」でキャリア支援部に確認してください。 

４．履修登録について 
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１．自己開発科目の内容 

 

 

 
 

 

学生の自立心を養成し、キャリア形成を支援するための一環として、総合教育科目に「自

己開発Ⅰ」「自己開発Ⅱ」「自己開発Ⅲ」「自己開発Ⅳ」「自己開発Ⅴ」「自己開発Ⅵ」を設置

しています。自己開発科目は、学生が本学での教育理念に立脚し、資格取得、ボランティアなど、

学外で修得してきた一定の学修成果に対して、申請にもとづき審査を行ったうえで単位を

認定するものです。 

 

総合教育科目（２学科共通） 

区分 科目名 配当年次 期間 単位数 選択区分 

 

 

 

認定科目 

自己開発Ⅰ １～４ —  １ 認定 

自己開発Ⅱ １～４ —  １ 認定 

自己開発Ⅲ １～４ —  １ 認定 

自己開発Ⅳ １～４ —  １ 認定 

自己開発Ⅴ １～４ —  １ 認定 

自己開発Ⅵ １～４ —  １ 認定 

取得可能単位 ６  

 

① 「自己開発」科目の単位は、“認定単位”とし卒業要件 124 単位に含まれます。 

② ボランティアを通じて付与される「自己開発」科目の単位は、同一年次（１年間）に 

１単位とし、卒業までに取得可能な単位は２単位を上限とします。 

③ 「同一とみなされる資格」の取得で付与される「自己開発」科目の単位は２単位を上限

とします。 

（例）日商簿記検定３級で 1 単位認定の後、日商簿記２級の単位認定を申請する場合

は、２級単独で申請すると２単位認定されますが、同一資格のため１単位認定とな

ります。 

④ ４年間で「自己開発Ⅰ～Ⅵ」の６単位まで単位の修得が可能です。 

II. 自己開発（認定科目） 
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単位認定の申請 

 

資格取得の場合 

単位の付与 

【審査・認定】 

資格を取得する 

ボランティアの場合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位認定の申請 

 

単位の付与 

【審査・認定】 

結果報告書作成 

 

保険に加入 

【審査・承認】 

 

３．自己開発単位認定までの流れ 

 

 

 

 

履修登録をする必要はありません。ただし「自己開発」で単位を認定されるためには“資

格取得”の場合は取得後３ヶ月以内に、また“ボランティア”の場合は活動終了後２週間以

内に、学務課に申請することが必要です。１月末までに届け出たものについては、当該年度

の「自己開発」科目の単位として認定します。２月以降のものは、次年度の認定になります。 

※単位認定される資格については、「対象資格」表を参照してください。 

 

 

 

 

 

Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃなどの成績評価をしない科目です。単位修得した旨、認定するか認定しな

いかの決定するだけです。 

単位修得した場合、成績証明書には「認定」と表記されます。 

２．履修について 

４．成績評価 
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分野 資格・検定 
資格
分類 

認定団体 認定対象 
認定

単位数 

 
 

マイクロソフトオフィススペシャリスト 

（MOS） 

 

 

民間 

 

マイクロソフト社 

Word・Excel 
 

1 Access・PowerPoint 

いずれかで（合計1単位） 

ITパスポート試験 国家 経済産業省 合格 2 

情報検定（情報活用試験） 

（J検） 

 

民間 職業教育・キャリア教育財団 
3級・2級 1 

1級 2 

日商PC検定 
 

公的 日本商工会議所 
3級・2級 1 

1級 2 

Excel表計算処理機能認定  

民間 （株）サーティファイ 
3級 

２つ取得

で1単位 
PowerPointプレゼンテーション技能認定試験 初級 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語学
国際 

実用英語技能検定 

（英検） 

 

民間 日本英語検定協会 
準2級・2級 1 

準1級以上 2 

TOEIC 
 

民間 

 

国際ビジネスコミュニケーション協会 
400点以上 1 

500点以上 2 

 

 

TOEFL 

 

 

民間 

 

 

教育試験サービス 

400点以上（ペーパーテスト版） 1 

450点以上（ペーパーテスト版） 2 

32点以上（iBT） 1 

44点以上（iBT） 2 

 

ビジネス日本語能力テスト 

（留学生対象） 

 

 

民間 

 

日本漢字能力検定協会 

J 2 （420点～529点） 1 

J 1 (530点～599点） 1 

J 1+ （600点～800点）以上 2 

日本語能力試験 

（留学生対象） 

 

民間 
日本国際教育支援協会
国際交流基金 

N 1 1 

実用フランス語技能検定 
 

民間 フランス語教育振興協会 
4級 1 

3級以上 2 

中国語検定 
 

民間 日本中国語検定協会 
4級 1 

3級以上 2 

中国語コミュニケーション能力検定 

（TECC） 

 

民間 中国コミュニケーション協会 
D （400～549スコア） 1 

C （550～699スコア）以上 2 

ドイツ語技能検定 
 

民間 ドイツ語学文学振興会 
3級 1 

2級以上 2 

ハングル能力検定試験 
 

民間 ハングル能力検定協会 
4級 1 

3級以上 2 

韓国語能力試験 

（TOPIK） 
公

的 
韓国・教育部 

2級 1 

3級以上 2 

 

 

 

会計 

日商簿記検定 
 

公的 日本商工会議所 
３級 1 

2級以上 2 

簿記能力検定 
 

公的 全国経理教育協会 
2級 1 

1級 2 

公認会計士 国家 金融庁 ２次試験合格 2 

税理士 国家 国税庁 科目合格 2 

５．「対象資格」表 
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分野 資格・検定 
資格
分類 認定団体 認定対象 

認定
単位数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営
法務

労務 

 

販売士検定 
 

公的 

 

日本商工会議所 
3級 1 

2級以上 2 

ビジネス実務法務検定 
 

公的 東京商工会議所 
3級 1 

2級以上 2 

 

ファイナンシャル・プランニング技能士 

 

国家 
金融財政事情研究会 
日本ファイナンシャル・プランナー協会 

3級 1 

2級以上 2 

ファイナンシャルプランナー 

（AFP資格） 

 

国家 

 

日本ファイナンシャル・プランナー協会 資格取得 2 

マネジメント検定 民間 日本経営協会 Ⅲ級以上 2 

メンタルヘルス・マネジメント検定 公的 大阪商工会議所 資格取得 1 

ビジネス心理検定 民間 日本ビジネス心理学会 初級 1 

心理学検定 民間 日本心理学諸学会連合 2級・1級 1 

ビジネス著作権検定 民間 （株）サーティファイ 初級 1 

中小企業診断士 国家 中小企業庁 １次試験または２次試験合格 2 

社会保険労務士 国家 厚生労働省 資格取得 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

オフィス
事務
教養 

秘書技能検定 
 

民間 実務技能検定協会 
2級 1 

準1級以上 2 

日本漢字能力検定 
 

民間 日本漢字能力検定協会 
2級 1 

準1級以上 2 

ビジネス能力検定ジョブパス 
 

民間 職業教育・キャリア教育財団 
3級 1 

2級以上 2 

ビジネス実務マナー検定 
 

民間 実務技能検定協会 
2級 1 

1級 2 

ビジネス文書検定 
 

民間 実務技能検定協会 
2級 1 

1級 2 

実用数学技能検定 民間 日本数学検定協会 2級 1 

 

 

 

 

営業
販売 

サービス 

 

消費生活アドバイザー 
 

公的 

 

日本産業協会 
1次試験合格 1 

資格取得 2 

カラーコーディネーター 
 

民間 東京商工会議所 
スタンダード 1 

アドバンス 1 

色彩検定 
 

民間 色彩検定協会 
3級・2級 1 

1級 2 

国内旅行業務取扱管理者 国家 観光庁 資格取得 2 

 

不動産 

宅地建物取引士 国家 国土交通省 本試験合格 1 

不動産鑑定士 
 

国家 国土交通省 
1次試験合格 1 

2次試験合格 2 

 

（注）上記の表に載っていない資格については、その単位付与の可否を審査しますので

概要等を持参のうえ事前に相談してください。 
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イベント実習参加 

秋学期末 イベント実習参加リスト提出 

実習レポート提出 

イベント実習参加申し込み 

イベント実習説明会 

１．イベント実習とは 

２．イベント実習一連の流れ 

 

 

 
 

 

イベント実習は、実際のイベント現場を体験することを目的とします。 

イベントは開催規模の大小にかかわらず、「決められた時」「決められた場所」に情報を共有

する人々が集まるプロジェクトです。この事業の運営には、専門的な技術と経験を持った

専門職のチームによって実施されています。 

 

また運営スタッフは「人と人との関係性」が良好であることが求められます。 

「イベント実習」は、イベントスタッフの基本的な態度、行動のあり方等を学び、「就業

力」を身につけます。 

 

◎イベント実習には以下の形式を含みます。 

・ゲスト講師を招き学内で行う講義（もしくは対談）形式のもの 

・教員が引率して行う、施設やイベントなどの見学 

・イベント現場での設営や運営作業を行うもの 

 

⇩ 

⇩ 

⇩ 

⇩ 

Ⅲ．イベント実習（認定科目） イベントプロデュース学科 
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４．成績評価 

５．注意事項 

 

 

 

 

「イベント実習」は、参加実績による単位認定の科目です。

通常の科目履修とは異なりますので注意してください。 

 

区分 科目名 配当年次 期間 単位数 選択区分 

 

 

認定科目 

イベント実習Ⅰ ２～４ —  １ 認定 

イベント実習Ⅱ ２～４ —  １ 認定 

イベント実習Ⅲ ２～４ —  １ 認定 

イベント実習Ⅳ ２～４ —  １ 認定 

 

◇30 時間の実習参加にて１単位が付与され、最大４単位まで認定します。 

（イベント実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳに相当） 

◇「イベント実習」は認定単位科目のため、１年間に履修登録できる上限（44 単位）には含

まれません。 

◇「イベント実習」科目の単位は認定単位とし、卒業要件 124 単位に含まれます。 

 

 

「イベント実習」はＳ・Ａ・Ｂ・Ｃなどの成績評価をしない科目です。

単位修得を、認定するか認定しないかを決定するだけです。 

単位修得した場合、成績証明書には「認定」と表記されます。 

 

 

◇イベント実習には主催者や関係者も多く、チームワークが大変重要となるため、遅刻・欠

席などは厳禁です。快活に積極的に実習に取り組んでください。 

大人としての自覚と、リーダー精神を持って臨んでください。 

◇イベント実習は土日・祝休日・休暇など、主に平常の授業時間以外で行われます。

各自、アルバイトや各種行事と調整して参加してください。 

◇予定されるイベントについての予習と実習準備を必ずしてください。 

◇実習案件によっては、交通費、食費、諸雑費がかかることがあります。 

◇学外での実習に備えて、全員学生用のインターンシップ保険に加入します。 

３．履修登録について 
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その他 

１．コミュニケーション・アワーとは 

２．プログラム 

クラブ活動 

学生行事 

資格取得 

インターンシップ 

オフィス・アワー 

 

第４章 コミュニケーション・アワー 
 

 

「学生のみなさんが、本学での学園生活をより豊かに楽しく過ごし、在学中に「大人とし 

ての、そして社会人としての自覚を育てていけるように」との企図で設置された時間帯です。ク

ラブ活動などをつうじて学生生活をエンジョイすると同時に、この時間帯（17：00～18： 40）

に置かれたさまざまなプログラムに積極的に参加し、みなさん自身のキャリアを形成し 

てください。 

 

 

コミュニケーション・アワーを利用して実施が決定しているプログラムは、以下のとおり

です。 

 

 

東京富士祭準備など 

 

新年度オリエンテーションで開講講座、日程について資料を配布します。 

 

オリエンテーション、履修者、事前研修、事後研修、発表会 

 

学生と教員のコミュニケーションを充実させるために設けられた時間です。 

教員が週１日決められた曜日（休講期間を除く）に研究室に在室し、学生のみなさんから

の学習・進路・生活等の相談に対応します。曜日、研究室番号は掲示板等でお知らせします。

論文指導、奨学金説明会、奨学金受給者選考、各種セミナー、講演会など。 
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３．第５時限の授業との関係 

 

 

 

「コミュニケーション・アワー」と「第５時限授業」の時間帯が重なっています。したが 

って、当該年度に各種プログラムに参加できない場合が生じますが、時間が重なるときは、み

なさん自身がいずれかを選択することになります。 
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I. 学生心得 

１．学籍番号 

２．学生証 

 

第５章 大学生活 
 

 

 

入学時に学籍番号が決定します。この学籍番号は、転籍するなどの特別な理由がない限

り卒業時まで変わりません。学内の事務処理はすべて学籍番号によって行いますので、正

確に記憶してください。 

学籍番号は、入学年度（西暦の下２桁）と学部等の所属番号（１桁）および個人番号（３

桁）の６桁の数字で構成されています。 

 

（例）  ２６  １  ００１

入学年度 所属番号 個人番号 

 

 

学生証は本学学生としての身分を証明するものです。また、IC カードになっており、図

書貸出および入退室・PC 設置教室のプリンタ使用授業時の際、必要となっております。 

【入退室】図書館・501 教室 

【プリンタ出力】IT ルーム・501 教室・502 教室・キャリア支援課 

 

（１）学生証の有効期限は１年次生の４月１日より４年間です。２年次編入学生は入学年

度の４月１日より３年間、３年次編入学生は入学年度の４月１日より２年間となり

ます。 

※外国人留学生は、1年毎学生証の更新が必要となります。 

（２）卒業・退学・除籍等により学籍を失った場合は、ただちに学生証を返還してください。 

（３）紛失などで学生証の再発行を受ける場合は、学務課に申し込んでください（76 ペー

ジ参照）。 

（４）次の場合は学生証を提示してください。 

１）本学教職員から提示の求めがあった場合 

２）試験を受験する場合 

３）図書館に入退館する場合、図書を借りる場合 

４）通学定期券、学生割引運賃乗車券を購入する場合 
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（１）本学入学時に在学中に使用できるメールアドレスを配付します。 

（２）メールアドレスのパスワードは、管理は厳重に行ってください。 

当初配付するメールアドレスのパスワードはすぐに変更してください 

（３）メールの利用は下記に十分注意してください。 

・教育と研究及びその支援を目的に利用し、私的な目的（SNS やネットショッピン

グ等）で使用しない。 

・営利を目的に使用しない 

・プライバシー、名誉等の他人の権利を不当に侵害する情報や公序良俗に反する情

報を取り扱わない。 

（４）在校生のメールアドレスは、本学卒業月の末日をもって削除されます。 

また、本学を中途退学、除籍となった学生については、中途退学日、除籍日をもっ

て当該メールアドレスが削除されます。 

 

 

 

（１）本学入学時に、説ザクネットワークとIDパスワードを配布します。 

（２）教室内では授業に使用しないスマートフォン等の無線 LAN（Wi-Fi）を OFF に

してください。 

（３）無線 LAN（Wi-Fi）が不安定な時は、一度 OFF してから再接続してください。 

（４）授業中は授業に関係ない動画（YouTube 等）を閲覧しないでください。 

（５）無線 LAN（Wi-Fi）の認証有効期間は、30 日間です。有効期間が終了し接続が切断

されたら再度、認証してください 

 

 

 

（１）本学で契約しているOffice365は、個人が所有する機器（パソコンやスマホなど）に 

インストールして使用することができます。 

（２）ソフトウェアを利用できるのは在籍中のみです。 

（３）在籍しなくなった際は、ソフトウェアの削除（アンインストール）が必要です。 

（４）利用中にIDとパスワードの入力を求められた場合は、学生用パソコンにログインする際の 

メールアドレスとパスワードを入力してくだい。 

（５）その他、インストール方法や利用方法の詳細については、大学ウェブサイトを 

参照してください。 

 

 

３．メールアドレス 

４．学内Wi-Fi 

５．Office365の利用について 
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６．授業等について 

 

 

学期 

授業期間は、次のように分かれます。

春学期 ４月～９月 

秋学期 10 月～３月 

 

 

授業時間 

 

時限 時間 

１時限 9:00 ～ 10:40 

２時限 10:50 ～ 12:30 

３時限 13:20 ～ 15:00 

４時限 15:10 ～ 16:50 

５時限 
17:00 ～ 18:40 

コミュニケーション・アワー 

 

 

休講について 
 

（１）教員のやむを得ない理由により、授業を休講にすることがあります。 

   休講情報は、本学ウェブサイト及びCampus Planに掲載します。 

（２）授業開始時刻より 30 分以上経過しても授業が開始されない場合は、休講となることも

ありますので学務課で確認してください。 

（３）災害時等、授業に支障をきたす事態が発生した場合は、下記の休講等の特別な措置

を執ることがあります。 

 

震災、災害、または交通機関の運行停止による全学休講措置について 

震災、災害、または交通機関の運行停止による全学休講措置は、次に定める判断基準に

基づき、本学ウェブサイトに公表します。また、学内メールでも連絡します。 
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１．休講の判断基準 

下記、１）から３）の一つでも条件を満たした場合、全学休講となります。 

１）東京 23 区全域に「暴風警報」、「暴風雪警報」、「大雨警報」または「大雪警報」が発表

された場合。 

２）大規模震災対策特別措置法に基づき「地震防災強化地域判定会」が招集されたこと 

が報道された場合、または大規模地震の「警戒宣言」が発令されている場合。 

３）上記１）および２）以外の場合であって、震災、災害、ストライキにより山手線が

全面不通となった場合。 

注意：３）に関して、山手線の人身事故、車両故障などに伴う一時的な運行停止は含ま

れません。 

 

２．休講時限 

授業開始の条件は次の通りです。 

判断時刻 判断基準 授業開始 

午前７時現在

において 

１）から３）の条件がすべて

解消された場合 

 

平常通り授業を実施 

午前 10 時現在

において 

１）から３）の条件がすべて

解消された場合 

３時限より授業を実施 

（１時限、２時限が休講） 

大学院は平常通り授業を実施 

 

３．その他の休講 

上記１）から３）に当てはまらない場合であっても、学生の安全を確保するため、全

学休講とする場合があります。この場合は、速やかに本学ウェブサイトとCampus Plan

に公表します。 

 

補講について 

休講になった授業科目については原則として補講を行います。日時等については 

Campus Planで連絡します。また、補講は原則としてオンライン授業で行います。 

 

公欠・忌引きについて 

下記の理由により授業に出席できない学生は「公欠」となります。学務課で公欠手続（「公

欠・忌引き届」届出用紙に記入）の後、授業担当者に提出してください。 

（１）学校保健安全法施行規則第 18 条における感染症 

インフルエンザ、風疹、百日咳、麻疹、結核、コロナウイルス感染症、その他の感染症 

※治癒証明書（本学所定用紙）あるいは診断書を添付してください。 

（２）公式試合への出場 
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７．学籍について 

※試合当日。遠距離に限り往復日数も含む。 

※（２）については、事前に担当部署の承認を得てください。 

 

（３）忌引き 

３親等以内の親族（１親等→７日、２親等→３日、３親等→1日） 

※会葬礼状等（葬儀通知）を添付してください。 

※忌引きの手続は１ヶ月以内に行ってください。 

 

 

修業年限および在学年限 
 

（１）学部の修業年限は４年とし、在学年限は休学期間を除き８年を超えることはできま

せん。 

（２）３年次編入学者の修業年限は２年、在学年限は休学期間を除き４年を超えることは

できません。 

 

進級 

本学では毎年、学年が進級します。途中で休学したり、修得単位数が少なくても、自動的に２

年次、３年次、４年次と進級します。授業科目の年次指定は、原則として、この学年を基

準にして行われます。 

 

退学 

諸事情により退学を希望する場合は、保証人同意のもと、「退学願」（所定用紙）に退学理

由を具体的に明記して、保証人と連署・捺印し、退学願を学生証とともに学務課まで次項

の表の期限までに提出してください。ただし、退学を希望する場合は、学則第 54 条により

退学時における当該学期分の授業料等が納入されていなければなりません。 

退学時における当該学期分の授業料等が未納の場合、また提出期限を過ぎてから「退学願」

を提出された場合は、当該学期での退学は認められず、「学費未納除籍」となります。 

なお、「退学願」を提出する前に、1 年生は「基礎演習」担当者との、2 年生～4 年生は 

「専門演習」担当者との面談が必要になります。専門演習未履修者は、学務課職員との面

談が必要となります。 

奨学金の被貸与者及び被給付者は、奨学金に関する手続きが必要になるため、必ず学生

支援部に「退学」する旨を自ら申告してください。 

 

 

 



第５章 大学生活 

＜Ⅰ．学生心得＞ 

- 70 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※当該日が、土曜日、日曜日、祝日の場合は、その日前における平日までとする。 

 

除籍 

授業料等が未納、行方不明等、学則第４２条各項に該当する者は、「除籍」となります。 

除籍となった場合でも、学則第５４条により除籍時の当該学期分の授業料等が徴収されます。

除籍に際しては、除籍決定後に「除籍通知」とともに送付される「除籍承諾書」（所定用 

紙）に保証人同意のもと、保証人と連署・捺印し、速やかに除籍承諾書を学生証とともに

学務課まで提出してください。 

 

休学 

病気その他の理由により、２ヶ月以上にわたって通学不可能な場合は休学をすることが

できます。休学を希望する学生は、「休学願」（本学所定用紙）に理由を明記し、保証人同意

の上、署名捺印をし、証明書（診断書等）を添付し、学務課に提出してください。休学期

間は、次の表の通りです。 

また、奨学金貸与・給付者は学生支援部にも申告してください。 

退学時期 「退学願」の提出期限 学費 

春学期で退学 

（春学期まで在籍） 
秋学期授業開始日前日まで※ 春学期分 要納入 

秋学期で退学 

（秋学期まで在籍） 
当該年度の３月３１日まで※ 秋学期分 要納入 
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※休学時期によっては、学友会費  5,000  円が休学在籍料に加算されます。 

復学 
 

休学期間が終了する２週間前までに、復学意思のある場合は「復学願」(所定用紙)、復

学意思のない場合は「退学願」(所定用紙)を学務課に提出してください。 

「復学願」あるいは「退学願」の提出がない場合は、「除籍」処分になります。 

 

外国人留学生の学籍 

外国人留学生は「留学生の入学・在籍管理に関する規程」（120ページ）を参照してください。 

 

転籍（転学科）試験 

他学科へ転学科を希望する学生は、１年次および２年次終了時に転学科することができ

ます。ただし、以下の条件を充たしていて、なおかつ転学科試験に合格することが必要

です。 

（１）転学科を受験できる条件 

相当学年の学生としてふさわしい者 

（２）転学科試験の内容 

 
「休学願」の提出時期と休学期間 学費・休学在籍料 

 
１
年
間
休
学 

原則として前年度の3月1日までに「休学願」を提出 

休学期間：４月１日から翌年３月31日まで休学 

 

休学在籍料１年間分：100,000円 

４月1日以降に「休学願」を提出 

休学期間：春学期途中から翌年３月31日まで休学 

春学期（Ⅰ期分）の学費 

休学在籍料秋学期分：50,000円 

春
学
期
休
学 

 

原則として前年度の３月１日までに「休学願」を提出

休学期間：４月１日から同年９月30日まで休学 

 

休学在籍料春学期分：50000円

復学：秋学期（Ⅱ期分）の学費 

 
秋
学
期
休
学 

原則として９月１日までに「休学願」を提出 

休学期間：10月１日から翌年３月31日まで休学 

春学期（Ⅰ期分）の学費 

休学在籍料秋学期分：50,000円 

10月１日以降に「休学願」を提出 

休学期間：秋学期途中から翌年3月31日まで 

春学期（Ⅰ期分）の学費および

秋学期（Ⅱ期分）の学費 

 



第５章 大学生活 

＜Ⅰ．学生心得＞ 

- 72 - 

 

 

８．学内諸手続 

証明書の発行 ◆学務課 

学生証の再発行 ◆学務課 

学生証の仮発行（試験時のみ） ◆学務課 

 

 

１）面接 

２）書類審査 

（３）試験日 

３月（予定） 

※転学科試験の詳細は、入試広報部（入試担当）へ問い合わせてください。 

 

 

なお、諸届・諸願用紙は各当該部署に備えられていますので、交付を受けてください。 

 

 

(１) 証明書の発行には、手数料が必要な場合があります（金額は証明書により異なります）。 

（２）申込用紙に記入後、手数料を添えて学務課へ申し込みください。 

（３）諸証明書の発行は原則として申込日及び休日を含めず３日後になります。 

（４）卒業見込証明書の発行は、卒業のための一定条件を充たしている学生に限ります。 

（５）諸証明書の電話やメールによる申し込みは受け付けません。 

 

 

 

学生証は入学時に交付します。学生証を紛失した場合、または学生証の顔写真を替えたい 

学生は、申込用紙を提出し、指定する顔写真撮影システムで顔写真を撮影の上、再発行を 

受けてください。 

手数料：3,000 円 

 

 

 

学生証不携帯の場合は定期試験受験を許可しません。ただし、学生証を携帯していない場

合でも、所定の手続きを経て「仮学生証」（試験用）を交付された者については発行日当日の

受験を許可します。 

仮発行された学生証は、試験時の発行当日のみ有効です。

手数料：500 円 
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通学定期券 ◆学生支援課 

学校学生生徒旅客運賃割引証（学割） ◆学生支援課 

 

 

 

 

追試験・未修得試験を受験するためには、申込用紙に必要事項を記入し、学務課で検印

を受けた後、本学指定の銀行口座に受験料を振り込み、振込控を学務課窓口へ持参してく

ださい。 

追試験については、許可された科目のみの受験になります。 

 

 

現住所から大学までの最短区間で、通学を目的として利用する場合に限り購入できます。

乗車目的がクラブ活動やアルバイトの場合は、通学定期券を購入できません。 

通学定期券を購入するには、学生証および大学が交付する「通学定期券発行控」の提示

が必要です。学生支援課窓口で「通学定期券発行控」に必要事項を記入し、大学に届けて

ある現住所と照合を受けてください。現住所の変更があった場合は「住所変更届」を学務

課へ提出し、学生支援課で新しい「通学定期券発行控」を受け取ってください。 

 

 

この割引制度は、学生がゼミや課外活動・就職活動・帰省等のために要する費用の負担

を軽減するために、JR 各社の鉄道・バス・航路が片道 100 ㎞を超えるとき、運賃が２割引

となる制度です。 

学割が必要になった学生は、下記のことに注意して学生支援課窓口にある学生割引証交

付願に必要事項を記入し、学生証を提示のうえ申し込んでください（３日後に交付します）。 

（１）提出書類等が未提出の者には発行できません。 

（２）交付は一人一回２枚までとなります。 

（３）有効期限は交付日から３ヶ月です。 

（４）他人名義もの、記入事項を勝手に書き換えたもの等は、不正使用となり無効となり

ます。 

※学割使用時は「学生証」の提示が義務づけられています。必ず学生証を携行してく

ださい。また不正使用については厳重に調査され、不正使用の事実があった場合は、

本人への処罰（罰金として３倍の運賃が追徴される）はもちろん、本学も学割発行

証停止処分を受けることにもなりますので、絶対に不正使用はしないでください。 

※団体割引：８名以上で教職員が引率し、ゼミやクラブ等の合宿を行う場合に利用 

できます。割引率は普通乗車運賃の５割引となります。申し込み方法としては、 

各旅行代理店、「団体旅行申込書」に必要事項を記入し、学生支援課で証明を 

受けてください（合宿の場合は「合宿届」の提出が必要です）。 

追試験・未修得試験申込 ◆学務課 
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健康診断・健康診断証明書 ◆学生支援課・学務課 

 

 

申し込み方法としては、各旅行代理店、みどりの窓口にある「団体旅行申込書」に

必要事項を記入し、学生支援課で証明を受けてください（合宿の場合は「合宿届」

の提出が必要です）。 

 

 

健康診断は「学校保健安全法」にもとづき毎年度実施することが定められており、本学で

は毎年実施しております。また、本学では全学生の「健康診断」の受診を義務づけており、

自分の身体異常、結核の早期発見につなげるための大切な機会です。指定された日時に必

ず受診してください。健康診断未受診の学生は外部医療機関にて必ず受診し、健康診断結

果を学生支援課へ提出して下さい。 

 

学校感染症の罹患、傷病により受診できない場合は学生支援課へご連絡下さい。

学生支援課：03-3362-2252 

 

◆注意事項 

・健康診断を受診しない場合、卒業年次生は「健康診断証明書」の発行ができません。 

・受診後、再検査の指示がありながら、再検査を受けていない場合は、「健康診断証明書」

の発行ができません。 

・健康診断を受診せず「健康診断証明書」が必要な場合は、外部医療機関で費用自己負担

にて受診して下さい。外部医療機関で受診した場合、「健康診断証明書」は発行できません。必

要な場合は受診された医療機関で発行を依頼して下さい。 
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各種届出一覧 

※所定用紙は学務課にあります。 

種 類 本人印 
保証人 

署名捺印 
備 考 届出場所 

休学願 要 要   

 

 

 

 

 

 

学務課 

復学願 要 要 休学期間の2週間前に提出 

退学願 要 要 学生証の返却 

除籍承諾書 要 要 学生証の返却、不納学費の納付 

住所変更届 不要 不要 外国人留学生は住所変更後の在留カード持参 

保証人変更届 要 要  

納付者住所変更 要 不要  

 

改姓届 

 

要 

 

不要 
戸籍抄本あるいは戸籍記載事項証明書 

(一般行政証明書) 

忌引届 不要 不要 会葬礼状等（葬儀通知） 

公欠届 不要 不要  

本試験欠席届 不要 不要  

９．各種届出一覧 
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種類 手数料 交付日 取扱部署 

在学証明書 
 

和文 200 円 

英文 500 円 

 

和文 ３日後

英文 ７日後 

 

 

 

 

 

 

 

 

学務課 

(本館２階) 

成績証明書 

卒業見込証明書 

卒業証明書 

出席率証明書 
各年度 

200 円 
３日後 

健康診断証明書  

 

500 円 

 

３日後 在留期間更新申請書（外国人留学生） 

その他証明書（指定用紙） 

大学 Gmail アドレスパスワード 

再発行 

 

７日後 

学内 Wi-Fi パスワード再発行 

学生証再発行 3,000 円 ７日後 

学生証仮発行 500 円 申込当日 

学校学生生徒旅客運賃割引証（学割） —  ３日後 学生支援課 

(本館２階) 通学定期券発行控 —  申込当日 

継続就職活動のための推薦状 

（外国人留学生） 
500 円 審査後交付 

キャリア支援課 

(五号館１階) 

 

種類 受験料 取扱部署 

追試験受験 

未修得試験受験 
1 科目 3,000 円 

学務課 

(本館２階) 

 

種類 加入料 取扱部署 

学研災付帯賠償責任保険 
１年間 340 円 

2026.4.1～2027.3.31 

学生支援課 

(本館２階) 

１０．各種申込書・証明書関係一覧 
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掲示連絡 

注意事項 

 

 

 

 

 
 

 

学生に対する公示（通知・連絡・呼び出し等）は、掲示及び学内メールへの通知により

行いますので、登校・下校時には必ず掲示を見る、学内メールを確認するよう習慣づけて

ください。なお、大学が所定掲示板に公示及び学内メールで通知した事項は、周知された

ものとして扱われます。掲示未確認のため支障が生じることのないよう、注意してくださ

い。 

 

掲示場所 内容 

本
館 

2階 

事務室横 

授業関係、休講、教室変更、その他
学務関係連絡事項 

学生生活、外国人留学生関係連絡事項 

事務室前 就職関係、インターンシップ関係 

3階 図書館前 
開館日程、教科書購入、配布物等、その他
図書館関係連絡事項 

4階 学生ホール 
学生生活、奨学金関係、ボランティア関係
学友会やクラブへの連絡、その他 

五
号
館 

1階 

ロビー 
就職関係、大学院進学、学生行事ポスター
学生の自主活動、その他連絡事項 

キャリア支援課前 求人票、企業説明会など進路関係 

 

※電話等による問い合わせには一切応じません。 

授業・休講・試験・成績などに関する電話での問い合わせ、また、学外からの呼び出 

しや伝言等は一切取り扱いません。 

必ず、掲示で確認するか、関係窓口で直接確かめてください。 

１１．注意事項 
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賭博 

喫煙・飲酒 

盗難 

飲食 

ゴミのポイ捨て・放置 

 

 

 

自動車・バイクでの通学は禁止です。また大学周辺への駐停車も、地域住民の迷惑にな

りますので全面的に禁止します。通学には公共交通機関を利用してください。 

自転車による通学（大学から自宅までの距離が 1.5Km 以上）は登録による許可制として

います。希望者は自転車通学申請承諾書を学生支援課に提出してください。 

 

 

賭博（ギャンブル）行為は禁止です。オンラインカジノを利用する行為は賭博罪にあたり 

違法です。絶対に行わないでください。 

 

 

２０歳未満者は法律上喫煙できません。なお、20歳以上でも学内では、指定喫煙所以外

での喫煙は厳禁です。また、学内は飲酒禁止です。 

 

 

授業を受ける際は教室間の移動がともないます。所持品は各自で管理してください。

とくに、貴重品は身につけて離さないよう十分気をつけてください。なお、挙動不審人

物を見つけた場合は、速やかに身近の教職員に連絡してください。 

 

 

二上講堂・サロンＡ・サロンＢ・メディアホール等の床がカーペット状の部屋やＰＣ関

連教室での飲食は禁止です。 

 

 

ゴミは必ず分別してゴミ箱へ捨ててください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

通学 
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遺失物・拾得物 

防災 

国民年金 

11．個人情報の取扱について 

 

 

物を落としたり、置き忘れた（遺失物）場合は、学生支援課まで申し出てください。遺

失・拾得物については学生支援課で一定期間保管し、落とし主・忘れ主が不明なものは、

年２回「拾得物の公示・公開」をしたのち処分します。また、落としたものや置き忘れた 

ものを拾った学生は速やかに学生支援課に届け出てください。 

 

 

日頃から校舎の非常口および避難経路等は各自確認するように心がけ、地震や火災等の

非常事態が発生した場合は、教職員の指示・誘導にしたがい、冷静沈着な行動をとるよう

留意してください。 

 

 

20 歳以上の学生は、国民年金に加入することが義務づけられています。ただし、「学生納付 

特例制度」の適用を届け出ている学生は、その特例制度を受けられます。本学では、令和 5 年 10 

月 26 日付けで、国民年金の「学生納付特例事務法人」に指定されました。大学を通じて学生

納付特例を希望される学生は、学生支援課窓口で申請手続きをしてください。国民年金の加入

手続等の詳細は、住民登録している市区町村の年金取扱窓口でお問い合わせください。 

 

 

本学では、入学手続時その他、本学所定の手続きにしたがって学生が記入、提出した住

所・氏名・電話番号等の個人情報は、厳重に管理し、本学の教育研究および学生支援に必

要な業務を遂行するために使用します。 

また、授業や大学生活、課外活動、行事等の際に撮影した写真・動画・氏名等を 

本学ウェブサイトや大学内等の広報活動に使用することがあります。使用を承諾しない場

合はご連絡ください。 
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１．学内での遵守事項 

２．課外活動 

３．ボランティア活動 

 

 

 
 

 

学内では、お互いが快適に過ごせるよう規則・マナーを守り、人に迷惑をかけないよう注

意しましょう。 

（１）服装はその人の人格を表わすと言われます。大学生としての自覚を持ち、時・場所・

場合（TPO）に相応しい身なりを心がけてください。 

（２）学生証はつねに携帯すること。他人へ譲渡しないこと。 

（３）校内では、歩きタバコ、指定された場所以外での喫煙を禁止する。また吸い殻は灰皿

に捨てポイ捨ても禁止する。 

（４）掲示物を貼り出す場合は、必ず学生支援課の許可を得ること。 

 

 

大学生活において、学業とともに重要とされているのは、学生自身が主体性をもって参加す

る各種の課外活動です。ここでいう課外活動とは、学友会活動や各クラブ活動・学生行事のこ

とです。課外活動は人間形成上大きな意義をもたらすものといえます。コミュニケーション・

アワーなどを利用して、学術・文化・スポーツ等の課外活動に積極的に取り組むことは、学

友、教職員との人間的な触れ合いを通じて自己を見出し、高い資質を身につけるためにも重

要な役割を担うはずです。ここでいう課外活動とは、学友会活動や各クラブ活動・学生行事

のことです。 

課外活動を行うにあたっては下記のことに注意してください。 

（１）教室や備品を使用するとき、掲示物や配布物等を掲示・配布するときは、学生支援課

の許可を受けてください。 

（２）上記の許可受付は原則として実施日の１週間前までとします。 

（３）許可された場合は使用規程にしたがってください。 

 

 

授業科目「自己開発」でのボランティアとは別に、学校教育行事の一環として「ボランテ

ィア活動」を行うことができます。詳細は学生支援課でおたずねください。 

Ⅱ．学生生活 
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５．保険について 

 

 

 

学生相談室は、学生の皆さんが充実した大学生活を送るお手伝いをするところです。 

たとえば、勉強や将来のこと、友人や家族との関係、睡眠や体調などの問題、モヤモヤ

した気持ち、身近な人に話しにくい悩みやグチなど、専門の心理カウンセラーが対応します。 

また、「どこに相談したらよいかわからない」時も学生相談室にご連絡ください。適切

な窓口をご案内します。 

学生と保護者が利用できます。 

対面、オンライン、電話、メールで相談できます。 

右のQRコード、または、問い合わせフォーム 

（https://www.fuji.ac.jp/contact/soudan/）からご連絡ください。 

 

 

【学生教育研究災害傷害保険：全員加入】 

本学では学生の災害傷害事故への対応として、全学生対象の「学生教育研究災害傷害保険」

に加入しています。 

この保険は、教育研究活動中の災害および学校施設内における休憩中の事故や課外活動

中の災害事故のほか、通学途中での災害にも適用される特約もついており、保険責任期間は在

学中の４年間、２年次編入学生は３年間、３年次編入学生は２年間となっています。 

万一、保険の対象となる災害・傷害を被った場合は、速やかに学生支援課に連絡してくだ

さい。詳しくは、各自に配付する「保険加入者のしおり」を一読してください。 

 

【学研災付帯学生生活総合保険：任意加入】 

この保険は、学生生活全般に補償範囲を広げた任意加入の保険です。つまり「学生教育研

究災害傷害保険」の教育研究活動中の補償を 24 時間に拡大（アルバイトやインターンシッ

プも補償）し、けがや病気の治療費・賠償責任、扶養者の死亡による生活費不足、生活用動

産の損失、貸主への賠償責任（下宿生・寄宿生用）等、学生生活の幅広いリスクに対応する

保険です（保険補償期間４年間）。 

 

【学研災付帯賠償責任保険：任意加入】 

この保険の対象となる活動範囲は正課中、学校行事中、課外活動中またはその往復です。

とくに、「授業」あるいは「学校教育行事」として、インターンシップやボランティア活動を行

う場合で前記の「学研災付帯学生生活総合保険」に未加入の学生は、必ず加入してください。イ

ンターンシップ先の企業やボランティア活動先の現場等で他人にけがをさせたり他人の物を

壊したりしたときの保険です。（補償期間当該年度・保険料 340 円） 

４．学生相談 

https://www.fuji.ac.jp/contact/soudan/
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8．学校法人東京富士大学奨学金制度 

9．学外奨学金 

日本学生支援機構 

 

 

 

学びたいけど学べない若者のために、本学は経営学への門戸を開き続けてきました。 

創立者高田勇道先生の理念は「教育とは學生に生命をあたえてゆくことである」という 

理念は「TFUスカラシップ制度」として結実しています。対象は下記の通りです。 

 

特待生特別入学試験に合格した者 

 

 

 

この奨学生制度は、創立者高田勇道先生の主唱によるもので、奨学金を支給し、本学学生

の学力向上を奨励することを目的としています。本学の正規の学生で品行方正な者を支給

対象としており、選考区分は下記の通りです。 

（１） 前年度の成績により、学務課で選考申請された者 

（２） 課外活動部門において秀でており、部長、監督から特別に推薦された 

（３）本学学部卒業時に、高田賞・学長賞および優等賞を受賞した者で、大学院入学試験に

合格した者 

（４）諸活動において、特別に支給を認められた者 

 

 

この奨学金制度は、家庭の経済状態が急変（会社が倒産、会社都合による解雇、災害等）し

て就学が困難にも拘わらず、学業を続けたいと願う学生に対して、奨学金を給付するものです。 

詳細は学生支援課で確認してください。 

 

 

経済的理由により修学が困難な学生のために、学資を貸与する制度があります。本学では

以下のような奨学金を取り扱っていますので、希望者は募集の掲示によく注意し、学生支援

課が行う説明会に必ず出席してください。 

 

 

〈貸与型奨学金〉 

日本学生支援機構の奨学金貸与事業は、教育の機会均等の理念のもと、意欲と能力のある

学生等が自らの意思と責任において大学等で学ぶことができるよう、国の重要な教育事業

として実施され、日本の大学生の 3 人に１人が利用している国の奨学金制度です。 

日本学生支援機構の貸与奨学金は、自分で借りて卒業後に自分で返していく奨学金です。 

7．高田奨学生 

６．TFUスカラシップ制度（特待生） 
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その他奨学金 

 

- 学力基準と家計基準 - 

奨学金には「第一種奨学金」と「第二種奨学金」の２種類があり、それぞれの基準があります。 

（詳しくは日本学生支援機構のウェブサイトをご覧ください） 

https://www.jasso.go.jp/ 

〈給付型奨学金〉 

経済的理由で大学・専門学校へ進学をあきらめないよう、２０２０年４月から進学・進級

する学生から、住民税非課税世帯及びそれに準じる世帯の人を対象とした原則返還不要の

奨学生制度です。 

世帯収入の基準を満たしていれば、成績だけで判断せず、しっかりとした「学ぶ意欲」が

あれば支援を受けることができます。 

給付型奨学金の支給対象の学生は、授業料・入学金の減免（減額または免除）も併せて受

けることができます。 

 

- 学力基準と家計基準 - 

それぞれの基準があります。（詳しくは文部科学省のウェブサイトをご覧ください） 

https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm 

 

※募集は4月ですが状況により4月以外にも行われる場合があります。そのときは掲示・メール・

Campus Plan で告知します。 

※家計の急変・災害等により学資に困ったときは、緊急採用・応急採用がありますので、学

生支援課窓口で確認してください。 

 

 

日本学生支援機構の奨学金以外にも、地方公共団体・民間育英団体、福祉団体等が行って

いる奨学金制度があります。本学に募集依頼があった場合は掲示・メール等にて連絡します。 

なお、各団体に直接出願する場合は、学長の推薦を必要とすることが多いので、早めに 

募集要項および出願書類をとりそろえ、所定事項に記入のうえ、学生支援課へ申し出てください。 

 

http://www.jasso.go.jp/
http://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm
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１．進路を見据えた科目選択 

２．キャリア支援室を利用する 

 

 
 

 

本学では社会的・職業的自立に直結する科目が多数組まれており、専門科目においても産

業界や企業経営を理解できるカリキュラムが用意されています。また、１～４年次に設置さ

れている「演習（ゼミ）」では、担当教員による個別の進路指導・相談が行われ、進路決定

や卒業後に向けた準備などに関する指導も行っています。 

しかし、今日の採用活動は早期化の傾向にあり、就職活動や職業選択に直結する科目の履

修を経て就職活動に臨む姿勢が求められます。１年次秋学期の「基礎演習Ⅱ」のほか、「イ

ンターンシップⅠ～Ⅳ（１年～）」、さらには３年次生で「就職特講Ⅰ・Ⅱ」等を履修計画にと

りいれ４年間のキャリア形成プログラムを組み立てましょう。 

 

 

キャリア支援室では、就職を希望する学生のために、さまざまな情報提供、アドバイス、

指導を行っています。五号館１階・学生食堂前のキャリア支援室には教職員が常駐し、個々

の学生の求めに応じたきめ細かな指導を行っています。 

就職は「３年になったら考えればいいや」ではなく、自らの進路を考えるきっかけづくり

のために、ぜひ一度キャリア支援室窓口を訪れてみてください。 

 

キャリア支援室では、主に以下のような支援を行っています。 

☆ インターンシップの指導：１年次からの参加を推奨。単位認定。 

☆ キャリア支援授業科目：１年次「基礎演習Ⅱ」、３年次「就職特講Ⅰ・Ⅱ」。 

☆ 学内業界研究会・企業説明会の実施運営：３年次からより実践的な就職支援。 

☆ 進路個別面談による指導：随時対応。ゼミ担当教員との連携。 

☆ 求人企業と学生とのマッチング：学内の単独企業説明会など。 

☆ 履歴書・エントリーシートの添削、模擬面接指導：随時対応。オンラインも可能。 

☆ 求人票・会社説明・インターンシップ情報の掲示：五号館 1 階に掲示板設置 

☆ 求人データベースの提示：インターンシップ、求人情報を HP・Campus plan から検索可能 

☆ 進路関連情報の提供：新聞、書籍、インターネット利用可能なパソコンを設置 

☆ 就職筆記試験対策：本学ホームページよりｅラーニング可能 

☆ 資格取得の支援：情報提供、資格に直結した科目、ダブルスクールの費用補助 

 

Ⅲ．進路支援 
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3．インターンシップについて 

１．取扱事項・部署 

２．入学後の手続き 

 

 

 

インターンシップ先の紹介などを行っています。キャリア支援室及びインターンシップ 

説明会で確認してください。インターンシップ単位認定については57ページを参照して 

ください。 

 

 

 

国本学で学ぶ外国人留学生が安心して学生生活を送れるように、以下のような支援をしてい

ます。詳しくは本学ウェブサイトの『外国人留学生ハンドブック』を参照してください。 

わからないこと、心配なことがありましたら、国際交流推進室に相談してください。 

 

具体的な事項は下記の部署で取り扱いをしています。 

部署 主な取り扱い事項 

入試広報課 入学 入学手続 

学務課 修学 
履修登録、学籍、証明書発行 

緊急時の連絡受付 

学生支援課および

国際交流推進室 

学生支援

在留管理 

資格外活動 

医療、保険、課外活動、奨学金

在留資格の変更・更新 

アルバイト調査 

キャリア支援課 卒業後の進路 就職・進学の相談と支援 

学生相談室 悩みの相談 カウンセリング 

 

 

本年度入学した外国人留学生は、「留学」による在留を許可されていることを確認するため、 

「パスポート」および「在留カード（裏表）」の写しを入学した年の４月末日までに国際交

流推進室に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．外国人留学生 
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３．在留期間更新の申請 

５．住所変更等の届出 

 

 

在留資格「留学」の在留期間は、通常３月から最長４年３ヶ月です。在留期間を延長する

ためには、在留期間更新の手続が必要です。在留期間満了日の１ヶ月前までには、その更新

申請を行ってください。 

更新が許可された学生は、「留学」による在留期間が更新された「在留カード（裏表」」

の写しを更新された日から１週間以内に国際交流推進室に提出してください。 

 

 

 

母国に帰国するなど一時的に出国する場合は、必ず出国する前に「一時出国届」を国際交

流推進室に提出してください 

 

 

住所、電話番号、保証人などに変更があった場合は、速やかに学務課に変更届（所定用紙）を提

出してください。 

住所に変更がある場合は、区役所で住所変更の手続きを行い、在留変更した在留カードのコピー

（裏表）と一緒に変更届（所定用紙）を提出してください。

４．一時帰国 
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図書館の概要 

開館・休館 

入館について 

退館について 

 

 

 
 

 

本学図書館は、本館３階から入館します。

本学図書館には次の設備があります。 

閲覧室：開架書架、閲覧席（３階 44 席、４階 59 席）、アクティブスペース（４階）、

ブラウジングコーナー（新聞、雑誌等の閲覧席）、館内図書検索用端末（２

台）、データベース検索用端末１台、AV ブース（２台）、コピー機（１台）、受

付カウンター、ラーニングスペース（３階） 

書  庫：本館地下。原則として学生の入室不可。 

 

 

開館時間 平日…午前 ９時～午後４時 30 分 

＊曜日によって開館時間が変更する場合があります。

土曜…午前 10 時～午後４時 

休 館 日 １．日曜日および年末年始 

２．開館日を除く土曜日、および入学試験日 

３．その他、大学行事等で休館が必要となる場合 

※開館時間の変更、臨時の休館等がある場合は、掲示及び学内メールでお知らせします。 

 

 

入館するときは、図書館の外扉を入ったところにあるゲートで、学生証をゲートの読取部 

に当ててください。学生証を忘れた人は、係員にお知らせください。 

入口横ラーニングスペースは、自由に利用が可能です。利用の際は係員に申し出てください。 

 

 

退館するときは、学生証を退館ゲートの読取部に当ててください。 

「図書無断持ち出し防止装置」が作動しています。ブザー音が鳴った場合は、係員の指示に

したがってください（手荷物を確認させていただくことがありますので、ご協力願います）。 

Ⅴ．図書館 
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検索用コンピュータについて 

コピー機使用について 

 

 

 

 

図書館資料には、館外貸出できるものと、館内でしか利用できないものとがあります。

以下の資料は、館内利用しかできません。 

・教科書および教材指定図書（緑ラベル付き） 

・辞典、事典、その他参考図書類（赤ラベル付き） 

・雑誌類（逐次刊行物、紀要）、新聞 

・DVD 等の視聴覚資料 

・本学ゼミ論文集、修士論文 

館外への貸出には、学生証が必要です。忘れた場合は、カウンター係員に申し出てください。 

冊数…５冊まで 

期間…２週間 

貸出期間の延長を希望する場合には、貸出期間中に図書をカウンターまで持参し、手続を

受けてください（延長は１回のみ）。 

試験・レポート等の関係図書については、貸出冊数および期間を制限することがあります。

以下の場合は、貸出冊数の変更・期間の延長があります（その都度掲示します）。 

・ゼミ論文作成用参考図書としての貸出 

・夏期および冬期休暇中の貸出 

返却の際は、図書をカウンターまで持ってきてください。図書館入口横にある返却ポストに 

投入することでも返却できます。 

 

 

目的の資料が館内にあるかどうか、館内図書検索用端末を使って調べることができます。 

「タイトル」、「著者名」、「キーワード（タイトル・著者名の一部）」等から調べることがで

きます。 

 

 

著作権法第 31 条の定めるところにより、図書館内の著作物を調査研究目的で複製する場

合に限り、コピーできます。調査研究目的であること、なお、著作物全てをコピーすること

は禁止されています。 

利用・貸出について 
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紀要の所蔵 

教科書販売 

注意事項 

 

 

 

 

論文・レポートなどの参考文献を探したいとき、また、図書館の利用についてわからない

ことがあるときには、カウンターの係員に相談してください。 

国立国会図書館はじめ他大学図書館、また諸他機関が所蔵する資料の利用についても、紹

介状の発行・複写の依頼・借り受けなどの取り次ぎを行っています。気軽にカウンターで相

談してください。複写・借り受けは実費が必要です。 

 

 

本学発行紀要「富士論叢」は、第 63 巻・第 64 巻合併号から電子化されています。第 62 

巻までのバックナンバーは図書館に紙媒体で所蔵しております。そのうち第 49 巻から第 62

巻までは、電子化されています。図書館ホームページの「東京富士大学紀要 富士論叢」の

表示をクリックすることで閲覧可能です。 

 

 

教科書販売は、本学の委託を受けた業者により、学内で春学期の一定期間のみ行われます。詳

細についてはオリエンテーションのときに資料を配付します。この期間以外には販売し ま

せんので、ご注意ください。 

 

 

１．図書館を利用するときは、図書館規程および館員が指示する注意事項を守ってください。 

２．貸出を受けた図書館資料は他人に転貸しないでください。また、返却は本人が直接行っ

てください。 

３．貸出図書を返却期間内に返却しない場合は新たに貸出はできません。また、大幅に返却

が遅れた場合は罰則がありますので、必ず期間内に返却してください。 

４．借受図書を紛失汚損等したときは、ただちに図書館カウンターに申し出て指示を受けてく

ださい。原則として同一の図書または、時価相当の弁償をしていただくことになります。 

５．館内は、私語厳禁です（３階ラーニングスペースおよび４階アクティブスペースは除く）。 

６．閲覧室はペットボトル等蓋付き容器の飲み物を除き飲食禁止です。また、携帯電話の使

用など他人に迷惑をおよぼす行為は行わないでください。退館を命ずる場合があります。 

７．所持品は、各自の責任において管理してください。 

８．そのほか、利用についての詳しい案内については、館内で配付している『図書館の利用

法』を参照してください。 

リファレンス･サービス 
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閲覧可能雑誌リスト 

和雑誌 

分類 雑誌名 刊別 分類 雑誌名 刊別 分類 雑誌名 刊別 

経済 経済セミナー

東洋経済 

エコノミスト

アジア経済

経済 

社会・経済システム 

季刊経済理論 

月

週

週

月

月

年 
季 

会計 企業会計

会計 

税経通信 

会計・監査ジャーナル

税理 

税務事例 

月

月

月

月

月 
月 

趣味・ 

教養 

プレジデント 

オレンジページ 

Newton 

日経サイエンス

受験ジャーナル

選択 

家電批評 

Lee 
ことりっぷMagazine 

月2

月2

月

月

月

月

月 

 月 

季 

法学 ジュリスト

法学教室 

月報司法書士 

月2

月 

月 

経営 日経ESG 

組織科学会

社四季報ダ

イヤモンド 

ハーバードビジネスレビュー 

日経ビジネス 

日本経営学会誌

企業と人材 

企業診断 

THE21 

事業構想 

月

季

季

週

月

週

年3

月2

月

月 

月 

情報・

その他 

日経PC21 

日経トレンディ 

CanCan 

Men's Non-No 
Non-No 
Tarzan 

Liniere（リンネル） VOCE

（ヴォーチェ） 

月

月

月

月

月

月2

月 

 月 

産業 マーケティング・サイエンス 

GS1 Japan Review 

日経広告研究所報 

年 

季

隔月 

心理学 心理学研究 隔月 

語学 TOEIC Ｔｅｓｔプラス・マガジン 隔月 

文芸 新潮 月 

体育 Sports Graphic Number 月2 

総合 新聞ダイジェスト 

Newsweek（日本版） 

月 

週 

 

 

 

洋雑誌 

分類 雑誌名 刊別 分類 雑誌名 刊別 

経営 
Academy of Management 

Journal 

MIT Sloan Management 
Review 

季 

 

季 

産業 Journal of Marketing 隔月 

語学 
TESOL Quarterly + 
TESOL Journal 季 

 

 

新聞 

新聞名 刊別 新聞名 刊別 

朝日新聞 

 

日本経済新聞 

日 

 
日 

読売新聞 

 
毎日新聞 

日 

 
日 

 

 

※受入雑誌は変更になる場合があります。 
640 畜産業・獣医学 
650 林業 
660 水産業 
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１．事務取扱時間 

9：00～16：30 

２．経理課 

学納金 

 

 

 
 

 

注意 

（１）土・日曜日、祝日、休校日の事務取扱は行いません。 

（２）夏・冬期休暇中については、事務取扱時間が変更される場合があります。 

 

 

 

（１）納入期限 

学納金の納付期限は次の通りです。指定の期日までに必ず納入してください。 

 新入生 ２・３・４年次生 

年間又は春学期（Ⅰ期分） 入学手続時 ３月 20 日 

秋 学 期（Ⅱ期分） ９月 20 日 ９月 20 日 

 

※４年次生は秋学期（Ⅱ期分）納入時に卒業諸経費を徴収します。 

※卒業諸経費内訳：卒業記念パーティ費、卒業記念品代、校友会費 

 

（２）学納金の通知と納入方法 

学納金の通知時期は次の通りです。 
 

新入生 ２・３・４年次生 

学納金通知時期 入学手続時 １月から２月 

TFUスカラシップ継続者 

学納金通知時期 
― ２月末 

 

1. 学納金については、学生宛にメールで通知しますので、本学の学費サイト及び専用アプリ 

『LC 保護者＆生徒』より、納付額・納入期限・納入先口座を確認し、金融機関より 

所定の納入先口座へお支払いください。 

2. 学納金の金額及び納入状況はいつでも学費サイト及び専用アプリ『LC 保護者＆生徒』

で照会できます。 

3. ログイン ID とパスワードは、学生と保護者の皆様で必ず共有してください。共有す

る事で、保護者の皆様にも学費サイトをご覧いただけます。 

Ⅵ．事務取り扱い 
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※新入生は、学費サイト登録メールアドレスが、本学付与のメールアドレスに変更になります

ので、再登録が必要になります。4 月中に再登録メールが届きますので、再登録をして下さ

い。 

※「LC 保護者＆生徒」アプリのダウンロードは下記 QR コードからダウンロードできます。 

 

  

「Android」版 「iOS」版 

※学費サイトについての問い合わせは、学納金担当係（gakuhi@fuji.ac.jp）まで。 

※一度納入した学納金は返金致しません。 
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３．管理課 

フジアリーナ・武道場使用要項 

４．学生食堂 “ら とうふ” 

 

 

 

 

フジアリーナ・武道場は健全なる心身の鍛練と学生としての品位の向上を目的として活用する

施設です。学生支援課に「施設使用願」を提出し、管理課の許可を得たうえで使用してください。 

（１）「健康と運動」の授業および定められた個人またはグループ（たとえばクラブ活動）

以外は使用できない。（昼休みの個人開放を除く）。 

（２）昼休みの個人開放は、授業期間中の平日、月曜～金曜の昼休み（12:30～13:00）とし、

必ず利用申し込みフォームで登録して活動すること。 

（３）この施設を使用する個人またはグループの責任者は、使用時における一切の責任を負

うこと。 

（４）使用前、責任者は必ず学生支援課窓口に「施設使用願」を提出すること。 

（５）使用後は必ず整理・整頓・清掃を励行し、学生支援課窓口に事後報告をすること。 

（６）フジアリーナ・武道場内に入るときは、必ず運動靴を使用すること。 

（７）備品・用具は大切に取り扱い、勝手に移動させないこと。 

（８）施設および備品等を故意に破損させた場合は、弁償を負うこと。 

（９）フジアリーナ・武道場内は禁煙とする。 

（１０）定められた目的以外の使用を禁止する。 

以上の要項に違反したグループおよび学生はそれ以降の使用を禁止する。 

※「二上講堂」使用規程については別に定める。 

 

 

厨房では学生スタッフが手伝う姿が見られる。約 100 席のスペースをもつ明るいカフェテリア 

形式の学生食堂です。 

 

食事以外にも営業時間外は憩いの場として開放しています（カフェタイム）。 

長年、洋食に携わってきたシェフ自慢のおしゃれなメニューは、学生向けのボリュームと 

リーズナブルな値段設定で人気です。 

 

営 業 時 間 ：午前 11 時 00 分～午後 2 時（土・日・祝日・休校日を除き通年営業）

カフェタイム：月曜日～木曜日（午後 2 時～午後 4 時 30 分）
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５．IT 機器利用管理 

学生用パソコン利用規程 

 

 

 

IT ルーム（本館３階）・５０１教室（五号館地下１階）・５０２教室（五号館地下１階）・ 

大学院・キャリア支援部の利用規程は次のとおりです。 

 

（１）利用者は、東京富士大学の学生に在籍している学生（学生証保有者）。 

（２）利用者は、機器（パソコン・プリンタ）に対して責任を負う。 

（３）利用者は、機器（パソコン・プリンタ）の不調・破損について、

速やかに室内の故障連絡票を記載し、届け出なくてはならない。 

（４）利用者は、指導教員、管理者などの指示がある場合、それに従わなくてはならない。 

（５）以下の行為を禁止する。行った場合、利用の停止・禁止の措置を講じる場合がある。 

①教室内での飲食・喫煙・睡眠・雑談 

②機器・備品の乱雑な取り扱いおよび持ち出し 

③複数台および長時間の占有 

④機器の環境の著しい変更 

⑤USB・外付けハードディスク等持ち込みメディアのパソコン接続 

⑥ソフトウェアのインストール 

⑦音楽ソフト等の再生や複製及びゲーム、チャットなどの娯楽行為全般 

 

※パソコンの利用方法および搭載 OS・ソフトウェアについて 

①学生用パソコンは電源投入すると学生個人毎の利用者認証後、Windows デスクトップ

画面が表示されます 

②学生用パソコンに搭載されている OS・ソフトウェアは以下のとおりです。 

・Windows11Pro 

・Office365 

・Adobe Acrobat Reader 

・WEB ブラウザ（Google Chrome・Microsoft Edge） 

メールは WEB メールをご利用ください。 

 

③パソコンの使用が終了した際は、必ずパソコンのシャットダウンを行う。

パソコンに保存したデータはシャットダウン後、消去されます。 
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03-3368-3894 ◆学生会館 

03-3368-1801 ◆二上講堂 

 

 

 
 

本館 1階 

担当部署 問い合わせ先 内容 

 

学生相談室 
ウェブサイト問い合わせ 

メール送信フォームまたは相談室 
大学生活のなかでの悩みや困ったことの
相談 

 

産学官連携推進室 

 

03-3360-5050 

 

産学官に関すること 

本館 2階 事務室 

担当部署 問い合わせ先 内容 

入試広報部
入試広報課 

03-3368-0351 入学試験、学校見学および広報に関すること 

学務部
学務課 

 

03-3368-2154 
授業・試験・履修・学籍・各種証明書発行
に関すること 

学生支援部
学生支援課 

 

03-3362-2252 
学生生活・奨学金・クラブに関すること
外国人留学生に関すること 

国際交流推進室 03-3368-1761 外国人留学生に関すること 

本館 3階 

担当部署 問い合わせ先 内容 

図書館 03-3368-8826 図書館に関する全般に関すること 

五号館 1階 

担当部署 問い合わせ先 内容 

キャリア支援部 03-3362-8479 就職・進学に関すること 

高田記念館 1階 

担当部署 問い合わせ先 内容 

総務課 03-3362-7297 教職員及び外部機関との事務に関すること 

 

経理課 

 

03-3368-8603 

 

学費に関すること 

 

募金課 

 

03-3368-1231 

 

寄附に関すること 

 

システム管理部 

 

03-5337-6526 

 

コンピュータに関すること 

 

６．連絡先一覧 
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校舎配置図 
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 本館 
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書道室 

 

 

 

茶道室 

ＷＣ 

 

 

華道室 

研究室 
5-409 

研究室 
5-410 

 
研究室 
5-411 

研究室 
5-408 

研究室 
5-407 

研究室 
5-406 

研究室 
5-405 

研究室 
5-404 

 
研究室 
5-403 

 
研究室 
5-402 

 
研究室 
5-401 

ＷＣ ＷＣ 

 

 

５３３教室 

 

 

ＷＣ 

５３１教室 

 

 

 

 

 

５３２教室 

 

 

５３４教室 

 

 

 

522教室 

521教室 

 

 

５２４教室 

 

 

ＷＣ 

 

 

５２３教室 

 

 

 
 

５階 ４階 
 

 

３階 ２階 
 

１階 地下１階 

  

五号館 

ＷＣ 

応接室 

 

 

 

 

キャリア支援部 

 

 

ＷＣ 

学生掲示板 

キャリア支援掲示版 
 

 

 

ロビー 

 

 

学生食堂 

 

 

厨房 

WC WC 

 
ド
ラ
イ
エ
リ
ア 

 

 

 

 

 

 

 

502 
コンピュータ教室 

 

 

501 
コンピュータ教室 
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六号館 
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七号館 
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高田記念館 

ミーティング 

ルーム 
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二上講堂 
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池袋 
 

所沢 
高田馬場 

新宿 

狭山市 

西武新宿線狭山市駅西口下車 

（西武池袋線の場合は所沢乗り換え） 

一般路線バス（西武バス）狭山市駅西口 

智光山公園行き 終点下車 バス停より徒歩５分 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

日高総合グラウンド 
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第７章 学則および諸規程 

東京富士大学 学則 

 
第 １ 章 総則 

 
（目的および使命） 

第 １ 条  東京富士大学（以下、本学という）は、教育基本法および学校教育法に基づき、

広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究し、人道による世界平和の精神を指導理

念として、知的、道徳的および応用的能力を有する人材育成を目的とするとともに、

その成果を広く社会に提供することにより社会の発展に寄与することを使命とす

る。 

（自己点検・評価） 

第 ２ 条 本学は、その教育研究の向上を図り、前条の目的を達成するため、教育研究活動

等の状況について自ら点検及び評価を行う。 

２ 前項の点検及び評価に関する事項は、別に定める。 

 

第 ２ 章 組織 

 
（学部、学科、学生定員） 

第 ３ 条 本学において設置する学部、学科及びその学生定員は次の通りとする。 

 

学 部 学 科 入学定員 収容定員 

経営学部 経営学科 １６０人 ６４０人 

経営学部 イベントプロデュース学科 ６０人 ２４０人 

（学部、学科の目的） 

第 ３ 条の２ 経営学部は、経営学を中心とした専門教育を行うことによって、グローバ

ル・ビジネス社会に適応できる人間性豊かで実践的な職業人を育成する。

経営学科は、企業経営に関する現実の課題を自ら発見し解決する能力を身

につけ、実践の場で活躍できる人材を育成する。 

イベントプロデュース学科は企業・組織についての知識をベースに、イベ

ントの理論と実務を理解し、企画や運営に携わることのできる能力を身に

つけた人材を育成する。 
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（大学院） 

第 ４ 条 本学に、大学院を置く。 

２ 大学院に関する学則は、別に定める。 

 

（附属図書館） 

第 ５ 条 本学に、附属図書館を置く。 

２ 附属図書館に関する事項は、別に定める。 

（事務局） 

第 ６ 条 本学に、事務局を置く。 

２ 事務局に関する事項は、別に定める。 

 

第 ３ 章 職員組織 

 
（職員） 

第 ７ 条 本学に、学長、学部長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務局長、事務職員、

技術職員及びその他必要な職員を置く。 

２ 本学に、副学長を置くことができる。副学長に関する規程は別に定める。 

３ 教職員の任免及び任期については、別に定める。 

（学長） 

第 ８ 条 学長は、学務を総括し、職員の服務についてこれを統督する。 

２  学長は、教授会並びに経営戦略会議の意見を聞き本学の運営にあたり、その責

に任ずる。 

３  学長は、本学理事会に対し、年次報告を書面によって提出しなければならない。 

４  学長の選考に関する規程は、別に定める。 

（学部長） 

第 ９ 条  学部長は、学部に関する学務を掌理する。 

２  学部長の選考に関する規程は、別に定める。 

（事務局長） 

第１０条  事務局長は、学長を補佐し、本学の事務を総理する。 

（名誉教授） 

第１１条  本学に、名誉教授を置くことができる。 

２  名誉教授に関する規程は、別に定める。 
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第 ４ 章 教授会及び経営戦略会議 

（教授会） 

第１２条 本学経営学部に教授会を置く。 

２ 教授会は、次の者で構成する。 

（１）学長 

（２）教授 

（３）准教授及び専任講師 

（４）必要な場合は、その他の職員を加えることができる。 

３ 教授会は定例会、臨時会とに分け、定例会は毎月１回、臨時会は必要に応じて開

く。 

４ 教授会は、学長が招集し、議長となる。 

５ 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるもの

とする。 

（１）学生の入学、卒業及び課程の修了 

（２）学位の授与 

（３）前二号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意

見を聞くことが必要なものとして学長が定めるもの 

６ その他必要な事項は、別に定める。 

（経営戦略会議） 

第１３条 本学に、大学（大学院などを含む。）の運営に関する企画立案や学内の意見の調

整を行うため、経営戦略会議を置く。 

２ 経営戦略会議に関する規程は、別に定める。 

 

第 ５ 章 学年、学期及び休業日 

 
（学年） 

第１４条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（学期） 

第１５条 学年を次の２学期に分ける。 

春学期 ４月１日から９月３０日まで 

秋学期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第１６条 休業日は、次の通りとする。 

（１）土曜日 

（２）日曜日 
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（３）国民の祝日に関する法律に定める日 

（４）学園の創立記念日 ５月１７日 

（５）夏期休業 ８月１日から８月３１日まで 

（６）冬期休業 １２月２５日から翌年１月７日まで 

（７）春期休業 ３月２８日から３月３１日まで 

２ 必要がある場合は、学長は、前項の休業日を変更し、又は臨時の休業日を定め

ることができる。 

３ 学長は、特に必要があると認めるときは、休業日においても臨時の授業日を設

けることができる。 

 

第 ６ 章 修業年限及び在学年限 

 
（修業年限） 

第１７条 学部の修業年限は、４年とする。 

（最長在学年限） 

第１８条 学生は８年を超えて在学することができない。ただし、編入学、転入学、及び

再入学した学生は、その者の在学すべき年数の２倍に相当する年数を超えて在

学することができない。 

 

第 ７ 章 入学 

 
（入学の時期） 

第１９条 入学の時期は、学年の始めとする。 

ただし、転入学及び再入学、編入学については、学期の始めとすることができる。 

（入学資格） 

第２０条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１）高等学校を卒業した者 

（２）通常の課程による１２年の課程を修了した者 

（３）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに

準ずる者で文部科学大臣の指定したもの 

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定し

た在外教育施設の当該課程を修了した者 

（５）文部科学大臣の指定した者 

（６）高等学校卒業程度認定試験規則（平成 17 年文部科学省令第 1 号）による

高等学校卒業程度認定試験に合格した者（廃止前の大学入学資格検定規

程（昭和２６年文部省令第１３号）による大学入学検定に合格した者を 
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含む。） 

（７）本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者 

（入学の出願） 

第２１条 本学への入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書

類を添えて願い出なければならない。 

２ 提出の時期・方法等については、別に定める。 

（入学者の選考） 

第２２条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。 

（入学手続き及び入学許可） 

第２３条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約

書、身元保証書その他所定の書類を提出するとともに、所定の授業料等を納付

しなければならない。 

２ 学長は、前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

（編入学・転入学・再入学） 

第２４条 次の各号の一に該当する者で、本学への入学を志願する者があるときは、選考

のうえ、相当年次に入学を許可することができる。 

（１）大学を卒業した者又は退学した者 

（２） 短期大学、高等専門学校、国立工業教員養成所又は国立養護教諭養成所

を卒業した者 

（３） 専修学校の専門課程のうち文部科学大臣の定める基準を満たすものを修

了した者 

（４）学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第９２条の３に定

める従前の規程による高等学校、専門学校又は教員養成諸学校等の課程

を修了し、又は卒業した者 

２ 前項の規程により入学を許可された者の既に履修した授業科目及び単位数の取

扱い、並びに在学すべき年数については、別に定める。 

 

第 ８ 章 教育課程及び履修方法等 

 
（授業科目） 

第２５条 授業科目を分けて、総合教育科目、外国語科目及び専門科目とする。 

２ 授業科目及び単位数等は別表の通りとする。 

（履修） 

第２６条 本学の学生は、次に掲げる単位数の科目を履修しなければならない。

総合教育科目 ２４単位以上 
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外国語科目 ６単位以上（内、基礎科目２単位以上、発展科目２単位以上）

専門科目 ７０単位以上（内、入門科目４単位、基礎科目１０単位以上 

発展科目２０単位以上、演習科目８単位以上） 

合 計 １２４単位以上 

 

（履修の届け出） 

第２７条 本学の学生は、前２条の規定に基づいて履修を希望する科目を選定し、所定の

期日に届け出なければならない。 

（年間履修単位の制限） 

第２８条 本学の学生の年間に履修できる単位は、４４単位を上限とする。

なお、半期履修上限単位は２２単位とする。 

２ 編入学した学生は、前項の規定にかかわらず上限を越えて履修させることがで

きる。詳細は別に定める。 

（授業の方法と単位計算方法） 

第２９条 授業は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかにより、またはこれ

らの併用により行うものとする。 

２ 文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高

度に利用して、当該等授業を行う教室等以外の場所で履修させることができ 

る。 

３ 第一項の授業の一部を、校舎および付属施設以外の場所（外国を含む）で行う

ことができる 

４ 授業科目の単位計算方法は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする

内容をもって構成することとし、授業の方法に応じ次の基準によるものとする。 

（１）講義・演習については、１５時間から３０時間の講義・演習をもって１

単位とする。 

（２）実験・実習及び実技については、３０時間の実験・実習又は実技をもっ

て１単位とする。 

（３）卒業論文、自己開発等の授業科目については、学修の成果を評価して単

位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修

等を考慮して、単位数を定めることができることとする。 

（単位の授与） 

第３０条 授業科目を履修し、その試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

（他大学等における授業科目の履修等） 

第３１条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生に

当該他大学又は短期大学等の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規程により履修した授業科目について修得した単位については、教授会 
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の議に基づき、６０単位を限度として卒業要件単位として認めることができる。 

（大学以外の教育施設等における学修） 

第３２条 教育上有益と認めるときは、短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修そ

の他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、

単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、前条により本学において修得したもの

とみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位等の認定） 

第３３条 教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学又は短期大学において履

修した授業科目について修得した単位（科目等履修により修得した単位を含 

む。）を、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことがで

きる。 

２ 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第１項に規

定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることがで

きる。 

３ 前２項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入

学、転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについて 

は、合わせて６０単位を超えないものとする。 

（成績） 

第３４条 授業科目の試験の成績は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｘの５種の評語をもって表わし、 

Ｃ以上を合格とする。 

（その他） 

第３５条 この章に定めるもののほか、履修方法等については、別に定める。 

 

第 ９ 章 転籍・休学・転学・留学・退学及び除籍 

 
（転籍） 

第３６条  転籍を希望する者には、選考のうえ、相当年次に転籍を許可することができる。

選考方法等は別に定める。 

（休学） 

第３７条 疾病その他特別の理由により２ヶ月以上修学することができない者は、学長の

許可を得て休学することができる。 

２ 疾病のため修学することが適当でないと認められるものについては、学長は休

学を命ずることができる。 
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（休学期間） 

第３８条 休学期間は、１年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、１年を限度

として休学期間の延長を認めることができる。 

２ 休学期間は、通算して３年を超えることができない。 

３ 休学期間は、第１８条の在学期間に算入しない。 

４ 休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することがで

きる。 

（転学） 

第３９条 他の大学への入学又は転入学を志願しようとする者は、学長の許可を受けなけ

ればならない。 

第３９条の２ 学年の途中で修了する見込みの者は、本学学則第５６条を準用する。 

（学年の中途で修了する場合の授業料等） 

（留学） 

第４０条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、学長の許可を得て留

学することができる。 

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第４３条に定める在学期間に含めることが

できる。 

３ 第３１条の規定は、外国の大学又は短期大学へ留学する場合に準用する。 

（退学） 

第４１条 退学しようとする者は、所定の手続きを経た上で学長の許可を受けなければなら

ない。 

（除籍） 

第４２条 次の各号の一に該当する者は、教授会の意見を聞き、学長が除籍する。 

（１）授業料等の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

（２）第１８条に定める在学年限を超えた者 

（３）第３８条第２項に定める休学期間を超えてなお修学できない者 

（４）長期間にわたり行方不明の者 

 

第１０章 卒業及び学位 

 
（卒業） 

第４３条 本学に４年以上在学し、第２５条及び第２６条に定める授業科目及び単位数を修

得した者については、教授会の意見を聞き、学長が卒業を認定する。 

（学位） 

第４４条  前条の規定により卒業した者には、本学学位規程の定めるところにより、学士 

（経営学）の学位を授与する。 
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第１１章 賞罰 

 
（表彰） 

第４５条 学長は、人物及び学業の優秀な学生に対して、教授会の意見を聞き表彰することが

できる。 

２ 授賞規程は別に定める。 

（懲戒） 

第４６条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、学生懲

戒委員会の議を経て、学長が懲戒する。学生懲戒委員会については別に定め 

る。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。 

（１）性行不良で改善の見込みがない者 

（２）正当な理由がなくて出席常でない者 

（３）本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 
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第１２章 科目等履修生、特別聴講学生及び外国人留学生 

 
（科目等履修生） 

第４７条 本学の学生以外の者で、本学の一又は複数の授業科目の履修を志願する者があ

るときは、各学科の教育に支障のない場合に限り、選考のうえ科目等履修生と

して入学を許可することがある。 

（特別聴講学生） 

第４８条 他の大学の学生で、本学において授業科目を履修することを志願する者がある

ときは、当該他大学との協議に基づき、特別聴講学生として入学を許可するこ

とがある。 

（外国人留学生） 

第４９条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願

する者があるときは、選考のうえ、外国人留学生として入学を許可することが

ある。 

２ 前項の外国人留学生に対しては、第２５条に掲げるもののほか、日本語科目及

び日本事情に関する科目を置くことができる。 

第５０条 科目等履修生、特別聴講生及び外国人留学生に関する規則は、別に定める。 

 

第１３章 学生授業料等 

 
第５１条 入学検定料、入学金及び授業料、施設費、教育充実費（以下、授業料等とい

う）の金額は次の通りとする。 

入学検定料 ３０，０００円 
 

入 学 金 ２００，０００円  

授 業 料 ７００，０００円 （年額） 

施 設 費 ２６０，０００円 （年額） 

教育充実費 １００，０００円 （年額） 

（授業料等の納付） 

第５２条 授業料、施設費は、年額の二分の一ずつを次の２期に分けて納付しなければな

らない。 

区分 納期 

第Ⅰ期（４月から９月まで） ３月下旬

第Ⅱ期（１０月から翌年３月まで） ９月下旬 

（授業料等の免除及び徴収の猶予） 

第５３条 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認める場合又はその

他やむを得ない事情があると認められる場合は、授業料等の全部もしくは一部 
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を免除し、又は徴収を猶予することがある。 

２ 納付猶予は各期の納付期限から３ヶ月を限度とし、猶予を過ぎて完納しない者

は原則として除籍とする。 

３ その他、授業料の免除及び徴収の猶予に関し必要な事項は別に定める。 

 

（退学、停学及び除籍の場合の授業料等） 

第５４条 学期の途中で退学し、又は除籍された者についても、当該期分の授業料、施設

費及び教育充実費を徴収する。 

２ 停学期間中の授業料、施設費及び教育充実費は徴収する。 

（休学の場合の授業料等） 

第５５条 休学を許可された者、又は命ぜられた者については、学籍維持費としての休学

在籍料を徴収する。休学在籍料は別途定める。 

（学年の中途で卒業する場合の授業料等） 

第５６条 学年の中途で卒業する見込みの者は、当該期分の授業料及び施設費を納付しな

ければならない。 

（科目等履修生等の授業料等） 

第５７条 科目等履修生及び特別聴講学生の検定料及び授業料等については、別に定める。 

（納付した授業料等） 

第５８条 納付した入学検定料、入学金、授業料等は返付しない。 

但し、学納金を一括納付した者が、第Ⅰ期中に退学の申請をした場合に限り、第 

Ⅱ期分の授業料と施設費を返付することができるものとする。 

 

第１４章 奨学制度 

 
（特待生） 

第５９条 学長は、学力優秀、品行方正なる学生を選び、教授会の意見を聞き特待生とする。 

２ 特待生である期間は授業料等を減免する。ただし、特待生に不都合の行為があ

ったときには、その特典を停止する。 

３ 特待生の選考その他必要な事項は、別に定める。 

（奨学生） 

第６０条 災害、その他家庭の経済状況急変により修学困難な者に対し、奨学生として、

給付金を給付することができる。 

２ 前号の制度に関する詳細は、別に定める。 
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第１５章 公開講座 

 
（公開講座） 

第６１条 本学の教育及び研究の成果を公開して、社会人や学生の生涯学習に資するとと

もに地域文化の創造と発展に寄与するために公開講座を開設することができ 

る。 

２ 公開講座について必要な事項は、別に定める。 

 

第１６章 改正、及び細則 

 
（改正） 

第６２条 本学則の改正は、教授会の意見を聞き理事会が行う。 

（細則その他） 

第６３条 本学則施行についての細則その他必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

省略 

 

学則別表 

経営学科 ｐ19～ｐ22 参照 

イベントプロデュース学科 ｐ35～ｐ38 参照 
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学生の私費留学に関する規程 

（目的） 

第１条 この規程は、東京富士大学学則第４０条に基づき、学生が私費によって海外に留学す

る場合の取り扱いについて定める。 

（留学の定義） 

第２条 この規程において「留学」とは、学生が学長の許可を得て海外の大学において教育

を受けることをいう。 

（留学の形態） 

第３条 この規程による留学は認定留学、休学留学及び短期留学とする。 

（認定留学） 

第４条 留学先は本学が認めた学位授与権を持つ大学（以下、「留学先大学」という）にお

いて、本学と同様な教育内容を有する学部・学科とする。 

２ 留学先大学は、次のいずれかの条件を満たすものとする。 

①国家あるいは公的レベルで管理する大学 

②認証評価制度が整備されている国（地域）では、当該制度を運用する団体が認

証した大学 

③認証評価を受審していない場合、本学が特に認めた大学 

第５条 学生は留学先大学の正規留学生として入学を許可され、正規課程を履修するものと

する。 

第６条 留学期間は１年以内とし、学籍上「留学」の扱いとしてこれを本学の在学年数に算

入することができる。 

２ 留学は２年次・３年次・４年次春学期に行うものとする。 

第７条 学生が留学期間中に留学先大学で修得した単位を、30 単位を限度として本学にお

ける卒業要件単位として認定することができる。 

２ 単位認定は、本学の授業科目に相当する科目について行う。但し、これ以外の科目

についても特に認めた場合、単位を認定することができる。本学の必修科目を除く。 

第８条 留学先大学の学費は、全額を自己負担するものとする。 

２ 留学期間中の本学の学費（授業料、施設費及び教育充実費）は、学則第 51 条に定

める額の二分の一とする。 

第９条 学生は留学に際して、留学先大学への出願及び入学について学長の許可を得るもの

とする。 

第 10 条 学生は留学を修了した後、これを学長に報告するとともに、本学における単位認定

を申請することができる。 
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（休学留学） 

第 11 条 留学先大学及び留学先大学における学生の身分は、認定留学に関する第４条及び

第５条に準ずるものとする。但し、学部・学科の如何は問わない。 

第 12 条 留学期間は１年以内とし、学籍上「休学」の扱いとする。なお、休学期間は学則

第 38 条に定める限度内でこれを延長することができる。留学期間は、本学の在学年

数に算入しない。 

２ 留学は２年次・３年次・４年次春学期に行うものとする。 

第 13 条 学生が留学先大学で留学期間中に修得した単位は、これを本学の修得単位として

認めない。 

第 14 条 留学先大学における学費は、全額を自己負担するものとする。 

２ 留学期間中の本学の学費（授業料、施設費及び教育充実費）は、学則第 51 条に定

める額の二分の一とする。 

第 15 条 学生は留学に際して、留学先大学への出願及び入学、本学における休学について

学長の許可を得るものとする。 

（短期留学） 

第 16 条 短期留学（以後、海外語学研修、とする）とは、本学が指定する海外語学研修に

参加しこれを修了することをいう。 

 

２ 海外語学研修の期間は、2 週間を下限、6 週間を上限とし、本学の夏期休暇およ

び 2 月～3 月の間に留学することを原則とする。 

 

３ 海外語学研修を修了し、1 単位に相当する 45 時間以上の学習時間を修了した場

合、留学期間や現地での滞在形態、および学習内容を総合的に考慮したうえで、

履修内容に関係する単位を認定する。認定単位については別にこれを定める。 

 

４ 海外語学研修における単位認定は、在学中に 12 単位を上限とする。 

 

５ 海外語学研修を行う学生は、海外語学研修のため渡航する 3 週間前に学務課で面

談を行ったのち、許可願を提出しなければならない。その際、学生は語学系科目

への単位認定と、自己開発科目への単位認定のどちらを希望するかを申告しなく

てはならない。 

 

６ 海外語学研修を行う学生には、希望に応じ、語学研修にかかる費用の一部を援助

する場合がある。その際、原則として少なくとも渡航の 1 か月前に指導教員の推

薦状を添えて、学務課に申し込まなければならない。 
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７ 海外語学研修を修了した学生は、海外語学研修より帰国後、原則 3 週間以内に、 

参加した語学研修の修了書とともに、海外語学研修単位認定願いを提出しなければ 

ならない。 

 

８ 海外語学研修に関する単位認定に際しては、原則として、留学状況に関する報告 

および学習状況確認のため、語学担当教員による海外語学研修の事後面接に合格 

しなければならない。語学系科目への単位認定については、面接での会話力に基 

づき評価する。 

 

９ 前項に基づく面接に不合格となった者は、自己開発単位として 2 単位を上限とし 

て単位取得を認める場合がある。 

 

第 17 条 学生は留学に先立って、学長の許可を得るものとする 

２ 学生は留学を修了した後、これを学長に報告するともに、単位認定を申請するこ

とができる。 

（留学許可の取り消し） 

第 18 条 留学を許可した者について、第２条に該当する留学生として不適当であると認め

られる事情が生じた場合、学長は留学の許可を取り消すことができる。 

２ 前項の規定により留学を取り消した場合、第８条第２項および第 14 条第２項の

規定を適用しない。 

（規程の改廃） 

第 19 条 この規程の改廃は、教授会の意見を聞き理事会の決議によりこれを行う。 

 

附 則 

１ この規程は、平成 22 年４月１日より施行する。 

２ この規程は、平成 27 年４月１日より施行する。 

３ この規程は、平成 30 年４月１日より施行する。 

４ この規程は、令和 3 年１０月１日より施行する。 
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留学生の入学・在籍管理に関する規程 

（留学生の定義） 

第１条 日本国政府から、「在留資格 留学」（以下、留学という）を許可されて在学する

外国人学生を留学生とする。 

２ 留学による在留期間更新許可あるいは在留資格の留学への変更許可を申請中である

ことを確認した学生は、当該更新あるいは変更の許可・不許可が決定する月日まで

留学生として扱う。 

この確認は、旅券および在留カードに記載された記録によって行う。 

（入学管理） 

第２条 本学が実施する入学試験に合格し、所定の手続を終えた者に入学許可書を交付する。 

２  入学許可書を交付された者は、留学による在留期間の更新許可申請あるいは在留 

資格の留学への変更許可申請を自己責任において３月 31 日までに行うものとする。

留学による在留を既に許可され、その在留期間が４月１日以降にわたる者はこの 

限りでない。 

第３条 入学前に許可された在留資格の在留期間が３月 31 日以前に満了する者が、第２条

第２項に定める許可申請を、当該在留期間が満了する日までに行ったことを確認

できない場合、入学許可を取り消す。 

２ 入学前に留学による在留期間更新、あるいは在留資格の留学への変更を許可されな

かった者は、入学許可を取り消す。 

３ 第１項および第２項に該当するものについて、納入された入学金および学費のうち

入学金は返戻しない。 

（在籍管理） 

第４条 入学した学生は、留学によって４月１日以降の在留を許可されたことを示す住民票、

在留カードのコピーおよび旅券のコピー（以下、証明書および写しという）を、 

４月 30 日までに提出するものとする。 

２ 第２条第２項による許可申請に対する許可・不許可の決定が４月 30 日までになさ

れなかった学生は、その旨を１週間以内に届け出るとともに、この決定がなされた際

は１週間以内に第１項に定める証明書および写しを提出するものとする。 

第５条 在学中に留学による在留期間を更新する学生について、在留期間満了日の１ヶ月前

までにその更新許可を申請したことを、在留カードに記載された記録によって確

認するものとする。 

第６条 留学による在留期間更新を許可された学生は、これを示す第４条第１項に定める証

明書および写しを１週間以内に提出するものとする。 

第７条  留学の在留資格を他の在留資格に変更した学生は、これを示す第４条第１項に定 
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める証明書および写しを添えて、その旨を１週間以内に届け出るものとする。 

第８条 住所を変更した学生は、これを示す住民票、および在留カードのコピーを添えて、 

１週間以内に届け出るものとする。 

第９条 査証の種類、在留資格および在留期間、資格外活動許可等を確認するために本学が

必要と認めた場合、学生に旅券の提示を求めることができる。 

第 10 条 第１条第１項に定める学生に対して、学生証を交付する。 

第１条第２項に定める学生に対して、有効期限６ヶ月の学生証を交付する。 

（休学） 

第 11 条 日本国に在留する期間は、休学を認めない。 

第 12 条 徴兵制度を持つ国の国籍を持つ学生が兵役に就く場合、あるいは止むを得ない事

情によって一時的に帰国する場合、休学を認めることができる。 

（退学および除籍） 

第 13 条 留学による在留期間更新を許可されなかった学生は、遅滞無く届け出るとともに、

所定の手続を経て退学するものとする。 

第 14 条 在留資格の留学への変更を許可されなかった学生は、遅滞無く届け出るとともに、

所定の手続を経て退学するものとする。 

第 15 条 在学中に所在不明あるいは連絡不能となった学生、および学費未納の学生は、所

定の手続を経て除籍する。 

第 16 条 連続して３か月間授業を欠席するなど出席状況が極めて不良、あるいは本試験を

欠席または受験停止となるなど成績が極めて不良の学生は、所定の手続を経て退

学させることができる。 

附 則 

１ この規程の改廃は、教授会の意見を聞き学長が行う。 

２ この規程は、平成 20 年 10 月１日より施行する。 

３ この規程は、平成 21 年２月１日より一部改正施行する。 

４ この規程は、平成 22 年 11 月１日から一部改正施行する。 

５ この規程は、平成 24 年１月 10 日から一部改正施行する。 

６ この規程は、平成 27 年 4 月 1 日から一部改正施行する。 

７ この規程は、令和 4 年 12 月 20 日から一部改正施行する。 

8 この規程は、令和 5 年 1 月 31 日から一部改正施行する。 
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留学生の「継続就職活動についての推薦状」

発行に関する取扱規程 

（目的） 

第１条 本学を卒業した留学生が、引き続き就職活動を継続する場合、「留学」から「特定

活動」への査証変更申請が必要になる。その際、キャリア支援部より「継続就職活

動についての推薦状」の発行が必要となる。 

（推薦状発行基準） 

第２条 留学生の卒業後の「継続就職活動についての推薦状」は、次の各項に該当する場合

にのみ発行するものとする。 

(１)留学生用「進路登録カード」を提出していること。 

(２)５社以上の企業に対するエントリーおよび５回以上の企業訪問の実績があること。 

(３)キャリア支援部における 1 回以上の面談実績があること。 

(４)本学で開催する「就職ガイダンス」および「学内企業説明会」への参加実績がある

こと。 

（推薦状の発行） 

第３条 第２条１～４号を踏まえ、最終的には、キャリア支援部における面談にて推薦状の発

行を決定する。 

（特例事項） 

第４条 個人で就職活動をしている留学生については次の書類を準備し、キャリア支援部の

面談を受けた上で、決定する。 

(１)企業からの訪問通知や試験通知・面接通知等就職活動を行っていることが確認で

きる書類の写し 

(２)外国人雇用サービスセンターやハローワーク等に登録していることを示す書類の

写し 

（適用範囲） 

第５条 第２条～第４条に該当しない留学生に対しては、「継続就職活動についての推薦状」

は一切発行しないものとする。 

附 則 

１．本取扱規程の所管は、東京富士大学キャリア支援部とする。 

２．本取扱規程は平成 24 年 11 月１日より施行するものとする。 

３．本取扱規程は平成 28 年 1 月 1 日より一部改正施行するものとする。 
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東京富士大学 図書館利用規程 

 
（趣旨） 

第１条 この規程は、東京富士大学学則第５条の規定により設置された図書館の利用に 関す

る基本事項を定める。 

 

（図書館の目的） 

第２条 図書館は、本学における教育・研究及び学習上必要とする図書及びその他の資料 

（以下、資料という）を収集、整理及び保管し、本学の教職員及び学部生・大学院

生等の利用に供することを目的とする。 

 

（資料の範囲） 

第３条 この規程における資料とは次のものをいう。 

（１）図書 

（２）新聞・雑誌及びその他の逐次刊行物 

（３）視聴覚資料・電子資料 

（４）その他の資料 

 

（資料の管理） 

第４条 資料の収集、整理及び保管等は、「学校法人東京富士大学図書館資料管理規程」に

よる。 

 

（資料の選択） 

第５条 資料の選択は次の各号による。 

（１）本学教職員が推薦したもの 

（２）本学学部生・大学院生が希望したもの 

（３）教育支援委員会が選定したもの 

（４）図書館長あるいは学務部長が選定したもの 

 

（利用資格） 

第６条 図書館を利用できる者は、下記のとおりとする。 

（１）本学専任教職員・非常勤教職員 

（２）本学学部生 

（３）本学大学院生 

（４）本学名誉教授 
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（５）本学卒業生 

（６）新宿区との協定による区民利用者 

（７）その他館長の許可を受けた者 

 

（開館時間等） 

第７条 開館時間及び休館日は、次のとおりとする。但し、夏期・冬期休暇等長期にわた

る休暇の場合はこれを変更できる。この場合、その都度掲示する。 

（１）開館時間 

午前９時から午後４時３０分まで。ただし、土曜日は午前１０時から午

後４時までとする。 

（２）休館日 

日曜日・国民の祝日及び本学創立記念日（５月１７日）、開館日以外の

土曜日、入学試験日、年末年始、その他、大学行事等で休館が必要となる場合

とする。 

２ 館長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、開館時間等を変更するこ

とができる。 

 

 

（資料の利用） 

第８条 図書館資料の利用は、次の方法による。 

（１）館内閲覧 

（２）館外貸出 

 

第９条 閲覧室に配架されている資料は、閲覧室内で自由に閲覧できる。なお、閲覧を終

えた資料は、各自所定の場所に返却するものとする。 

 

第１０条 第６条（１）（２）（３）（４）（５）（６）の各号に該当する者は、

資料の館外貸出を受けることができる。 

２ 館外貸出の冊数、期間は次のとおりとする。 

（１）本学専任教職員・非常勤教職員 ２５冊 １ケ月以内 

（２）本学学部生 ５冊 ２週間以内 

（３）本学大学院生 １０冊 ２週間以内 

（４）本学名誉教授 ２５冊 １ケ月以内 

（５）本学卒業生 ５冊 ２週間以内 

（６）新宿区との協定による区民利用者 ５冊 ２週間以内 

３ 第２項に関して、夏期・冬期休暇等長期にわたる休暇等の場合、および館長が認め 
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た場合は、館外貸出期間を変更することができる。 

４ 辞書類・統計類・年鑑類・教材・雑誌・電子資料、その他「禁帯出ラベル」を貼

付した資料は、館外貸出はできない。 

 

 

 

 

第１１条 貸出を受けた資料は、これを他に転貸してはならない。 

 

第１２条 貸出を受けた資料は、期間内に返却しなければならない。 

２ 次の各号に該当する者は、貸出期間内においても、ただちに資料を返却しなければな

らない。 

（１）本学専任教職員・非常勤教職員 休職、退職したとき 

（２）本学学部生 休学、退学したとき 

（３）本学大学院生 休学、退学したとき 

（４）新宿区との協定による区民利用者 区民でなくなったとき 

 

第１３条 第６条（１）（２）（３）（４）各号に該当する者は、図書館が所蔵していない 

図書の購入を依頼することができる。その選定結果は、掲示によって表示する。 

 

（文献複写・参考調査） 

第１４条 利用者は、教育・研究または学習を目的とする場合に限り、図書館に図書、雑

誌・新聞の複写を依頼することができる。 

２ 複写は、著作権法第３１条の範囲内において行うものとする。複写により、 

当該図書等に関して著作権法上の問題が生じた場合は、複写を依頼した者が、

すべてその責任を負うものとする。 

 

第１５条 利用者は、教育・研究または学習上必要がある場合は、参考となる情報の提供ま

たは関係図書館資料の調査を図書館に依頼することができる。 

 

 

（相互協力） 

第１６条 第６条（１）（２）（３）（４）各号に該当する者は、教育・研究または学習上

必要があるときは、本学以外の図書館等が所蔵する資料の利用について、本人の

責任において本館に利用を依頼することができる。 

２ 前項の利用に要する経費は、依頼者が負担しなければならない。 

３ 本学以外の教育・研究・調査機関から図書館及び図書の利用について依頼がある 
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場合は、本学の教育・研究または学習に支障がない限り、これに応じるものとする。 

 

（館内の遵守事項） 

第１７条 利用者は館内においては、係員の指示に従うとともに、次の事項を守らなければな

らない。 

（１）食べ物を持ち込まないこと 

（２）ペットボトル（ふた付き容器）以外の飲み物は持ち込まないこと 

（３）携帯電話等の電源を切ること 

（４）資料の配列順序を乱す等の行為をしないこと 

（５）資料、器具その他の設備を汚損しないこと 

（６）その他、他の利用者の迷惑になるような行為をしないこと 

２ 前項各号を守らない場合は、退館を命ずることがある。 

 

（弁償責任） 

第１８条 利用者は、資料を紛失または損傷した場合は、現物または相当する代価をもって弁

償しなければならない。 

 

附則 １ この規程の改廃は、教授会の意見を聞き学長が行う。 

２ この規程は、平成２１年４月１日より施行する。 

３ この規程は、平成２７年４月１日より一部改正施行する。 

４ この規程は、平成２９年２月１日より一部改正施行する 

５ この規程は、令和２年１１月２６日より一部改正施行する 
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東京富士大学学友会規約 

 

第１章 総 則 

〈名称〉 

第１条 本会は東京富士大学学友会と称する。 

〈事務所〉 

第２条 本会の事務所は、東京都新宿区下落合１-７-７、東京富士大学内に置く。 

〈会員〉 

第３条 本会は東京富士大学の全学生をもって組織する。 

〈目的〉 

第４条 本会は会員の団結と相互扶助により、勉学環境をととのえ、あわせて学生の地位保

全を目的とする。 

〈活動〉 

第５条 本会は前条の目的を達成するために下記の活動をおこなう。 

１．学術・文化および体育などの研究に関すること。 

２．機関紙などの発行に関すること。 

３．その他、目的達成に必要なこと。 

 

第２章 組 織 

第６条 本会は次の組織をもつ。 

１．学友会執行部 

２．文化局 

３．体育局 

 

第３章 機 関 

第７条 本会は次の機関を置く。 

１．学生大会 

２．学友会執行部 

３．文化局会 

４．体育局会 

〈学生大会〉

第８条 

１．学生大会は本会の最高議決機関であり、東京富士大学に所属する全学生で構成し、

原則として毎年６月と 12 月に学友会長が招集する。ただし、学友会執行部が必要と認

めたとき、あるいは会員の５分の１以上の要求があるときは、１ヶ月以内に開か 
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なければならない。 

２．学生大会の運営は別に定める議事運営規則による。 

〈学生大会の成立〉

第９条 

１．学生大会は全学生の５分の１以上の出席（委任状も出席数にかぞえる）で成立する。 

２．議長は原則として学友会長があたる。 

〈学生大会での議決事項〉

第 10 条 

１．次の事項は学生大会で決めなければならない。 

(1) 本規約の改廃 

(2) 次期学友会会長・副会長の承認（本規約第 19 条１項参照） 

(3) 本会の活動方針 

(4) 予算・決算に関すること 

(5) その他、学友会執行部会、文化局会、体育局会が重要と認めた事項 

２．前項の議決には、出席者（委任状出席を除く）の過半数の賛成を必要とするが、

賛否同数のときは議長が決定する。 

〈学友会執行部会〉 

第 11 条 執行部は学友会執行部の議決機関であり、執行部を通じて他の議決機関の決議を

執行し、緊急事項を処理し、その執行・処理したすべての業務については各議決

機関が責任を負う。 

〈学友会執行部の招集〉

第 12 条 

１．執行部会は原則として毎月１回の定例会を開く。ただし、学友会会長が必要と認め

たときは、臨時に開くことができる。 

２．議長は原則として学友会会長があたる。 

３．会議の運営は議事運営規則による。 

〈学友会執行部会の成立と決議〉

第 13 条 

１．執行部会は、学友会執行部役員の過半数の出席で成立する。 

２．議事は出席者の３分の２以上の賛成で決する。 

〈文化局会・体育局会〉 

第 14 条 文化局会は文化系クラブ、体育局会は体育系クラブに分けられ、それぞれのクラ

ブの代表者各１名で構成される。文化局会・体育局会は、当該局長が招集する定

例会のほかに、学友会執行部が必要と認めたときは学友会会長が招集する。 
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〈文化局会・体育局会の開催と決議〉

第 15 条 

１．文化局会および体育局会の議長は当該局長があたる。 

２．文化局会および体育局会の開催は、構成員の過半数の出席で成立する。 

３．議事は出席者の過半数の賛成で決する。なお賛否同数のときは議長がこれを決す

る。 

〈文化局会・体育局会での議決事項〉

第 16 条 

１．諸規定、諸規則の改廃（ただし学生大会で決めなければならないものは除く。ま

た、文化局会では体育局会で決めなければならないものを、体育局会では文化局会で

決めなければならないものを、それぞれ除く。） 

２．学生大会で決議された活動方針の目的事項 

３．学生大会および学友会執行部から委任された事項 

４．文化局・体育局役員の選出 

５．その他 

 

第４章 役 員 

〈学友会執行部役員〉 

第 17 条 本会執行部に次の役員を置く。 

会長、１名 副会長、１名 会計・書記・広報・渉外・総務、若干名 

〈執行部役員の任務〉 

第 18 条 執行部役員は次の任務を受けもつ 

１．会長は会を代表して業務を統轄する。 

２．副会長は会長を補佐し、会長に正当な理由があるときはその代行をする。 

３．会計は会の財務に関する業務を代理する。 

４．書記は会の記録に関する業務を掌る。 

５．広報は会の広報活動全般をおこなう。 

６．渉外は学校当局との交渉、その他との交渉を掌る。 

７．総務は会の財務、記録、広報活動以外の業務をおこなう。 

〈執行部役員の選出・解任〉

第 19 条 

１．本会ならびに本会執行部を代表する学友会会長・副会長は、文化局会員、体育局

会員および所定の手続きを経た学友会会員の互選によって決定する。 

２．会長・副会長以外の執行部役員は、会長が任命する。ただし、文化局会、体育局

会の事後承認を受けなければならない。 

３．執行部役員に選ばれた者は、正当な理由がなければ、その役職就任を拒むことは 
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できない。 

４．任期中の執行部役員の解任は、会長が正当と認めた場合に行われるが、執行部役

員の過半数の同意を要する。 

〈執行部役員の任期〉

第 20 条 

１．執行部役員の任期は１カ年とする。毎年 12 月中に就任し、12 月末までに前任者

とのあいだで業務の引き継ぎを行う。 

２．執行部役員に欠員が生じたときには、ただちに執行部会を開いて補選を実施し、

その任期は前任者の残りの期間とする。ただし（本規約第 10 条１項２号の規定に 

かかわらず）会長に正当な理由があるときは本規約第 18 条２項にもとづき副会長

が代行し、副会長に正当な理由があるときは、会長がその代行を任命できることとす

る。 

３．執行部役員は任期が満了しても後任者が就任するまでは職務を遂行しなければな

らない。 

〈執行部役員の義務〉 

第 21 条 役員はその職務に専念する義務があり、正当な理由なく職務を放棄し、また会議

に欠席することはできない。 

〈文化局・体育局役員〉 

第 22 条 文化局・体育局の役員構成としては、局長を置くほか、学友会執行部の役員構成

に準ずる。 

ただし、文化局・体育局それぞれの行事などの特殊性にかんがみ、第 17 条に定め

る者とは別の役員を置くことができる。 

〈文化局・体育局役員の任務〉 

第 23 条 文化局・体育局役員は、本会がおこなう諸行事の実施（文化局は東京富士祭など、体

育局では体育祭など）に主体的にかかわるとともに、学友会執行部と傘下の各クラ

ブとの意思疎通をはかることを役務とする。 

〈文化局・体育局の任免〉

第 24 条 

１．文化局会・体育局会は、それぞれの局内において局長以下の役員を決する。 

２．役員の決定にあたっては、局内の過半数の賛成を要する。 

３．その他、詳細は学友会執行部の規定に準じ、別に定める。 



第７章 学則および諸規程 

- 131 - 

 

 

 

 

 

第５章 会 員 

〈会員の権利〉 

第 25 条 会員は次の権利を有する。 

１．本規約に定めた会員として平等の取り扱いを受け、会の活動によって生ずる利益

を等しく受けること。 

２．学生大会における発議権および議決権。 

３．学友会長・副会長の立候補、または学友会長・副会長の選出をすることができる。 

４．会計、議事録、その他本会に関する書類を閲覧することができる。 

〈会員の義務〉 

第 26 条 会員は次の義務を負う。 

１．本規約にしたがうこと。 

２．機関決議にしたがうこと。 

３．会費を納めること。 

 

第６章 会 計 

〈経費〉 

第 27 条 本会の経費は次により賄う。 

１．会費 

２．寄附金（ただし寄附金の受領にあたっては、執行部会の議を経るものとする。） 

３．その他 

〈会費〉

第 28 条 

１．会費は会員一人あたり年間 5,000 円とする。 

ただし、1 年間休学する場合は納入不要とする。 

２．納入された会費は返還しない。 

３．会費の徴収保管は、東京富士大学経理課に委託する。 

〈財産管理の責任〉 

第 29 条 本会の財産の管理および処分は、執行部役員が一切の責任を負う。 

〈会計年度〉 

第 30 条 本会の会計年度は、毎年 12 月１日より翌年 11 月 30 日までとし、12 月～５月を

前期、６月～11 月を後期とする。 

〈会計規定〉 

第 31 条 原則として決算は半期ごとに行い、学生大会で承認を得なければならない。

第 32 条 その他の会計に関する詳細規定は別に定める。 

《附則》 



第７章 学則および諸規程 

- 132 - 

 

 

 

〈部・同好会〉

第 33 条 

１．クラブ（部・同好会）の新設・廃止にあたっては、文化系クラブは文化局会、また

体育系クラブは体育局会の承認を得たうえで学友会執行部の追認を受けなければ

ならない。 

２．本会の目的に背反する行為のあった部・同好会は、文化局会または体育局会の議

決によりこれを処分する。 

３．部・同好会の設立、昇格、格下げ、解散などの詳細規定は別に定める。 

 

クラブ援助金に関する細則 
 

第１条 

         この規程は、学友会執行部に承認を受けたクラブの活動に関し必要な事項を定める。 

 

第２条 

         クラブの新設の場合は、次の要件を満たすものとする。 

        （1）専任教職員を顧問としていること。 

        （2）部長（責任者）1名 

        （3）学生3人以上（原則として）複数の学年がそろっていることが望ましい。 

        （4）年度ごとの活動実績、活動計画を提出すること。 

 

第３条 

         新たにクラブとして審査と承認を受けるときは、設立要望書を作成する。 

        （1）設立要望書は、3通作成し、学友会執行部と学生支援課に提出する。 

           設立要望書は、学生支援課にある。 

        （2）設立要望書を提出後、学友会執行部は文化局、体育局の意向を聞き、 

学友会執行部が面接と書類の確認等の審査後に承認する。 

        （3）審査は学友会執行部が書類審査及び面接を行う。 

        （4）活動で発生した費用は、原則として部員から徴収した部費によって賄うこと。 

 

第４条 

         クラブは、原則として年に2回学生大会前までに次の書類を作成し、報告しなければならない。 

なお、報告がされない場合は、クラブ援助金を打ち切るものとする。 

        （1）半期の活動報告書 

        （2）半期の決算報告書 

        （3）半期の活動予定計画書 

        （4）半期の予算見積書 

        （5）その他（領収証等） 

 

第５条 

         クラブは、廃部する際に以下の書類を提出しなければならない。 

また、廃部の際には廃部時の収支決算の残額を全て学生支援課に提出する事。 

また後日部員を招集し、学友会執行部確認のもと部費を返却する。 

         (1)廃部届 

         (2)廃部する期の(前期・後期)決算報告書 

         (3)廃部する期の(前期・後期)活動報告書 

         (4)その他(領収書等) 

           (5)管理中の部費全額 



第７章 学則および諸規程 

- 133 - 

 

 

 

第６条 

          クラブは、休部する際に以下の書類を提出しなければならない。 

また、休部の際には休部時の収支決算の残額を全て学友会執行部に提出すること。 

返却後学友会執行部にて部費の管理を行う。 

（注意）休部の状態が改善されず廃部に移行する場合は上記同様に部費を返却する、 

休部時に所属していた部員全員の所属がなくなった場合その部費は学友会費として計上する。 

          (1)休部届 

          (2)休部する期の(前期・後期)決算報告書 

          (3)休部する期の(前期・後期)活動報告書 

          (4)その他(領収書等) 

           (5)管理中の部費全額 

 

 

第７条 

         クラブは、休部状態から活動を再開する際に以下の書類を提出しなければならない。 

         (1)活動再開願 

         (2)活動を再開する期の予算見積書 

         (3)活動を再開する期の活動計画書 

         (4)顧問承諾書 

         (5)部員名簿 

         また、活動再開を予定しているクラブは、学友会執行部との面談を実施する。 

その際に学友会執行部から、休部中の部費の受け渡しを行う。 

休部中の部費は、学友会執行部にて部費の管理を行う。 

 

第８条 

          クラブは、援助金を受け取ることができる。クラブ援助金についての細則は別に定める。 

 

第９条 

          原則として、部長・局員・会計は、他のクラブの役職に就くことは出来ない。 

 

第１０条 

          クラブの名称は、毎年12月に開催される前期学生大会でのみ変更が可能である。 

変更は、別紙「クラブ名称変更届」の提出によって受け付ける。 

第4条に記載のある書類と合わせて提出すること。 

また、本学は本学以外の学生をクラブに受け付けていないため「サークル」という名称は 

用いることができない。 

 

第１１条 

          本規程の改正は、2026年度前期学生大会において、出席者の3分の2以上の賛成をもって 

承認を得る。
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議事運営規則 

第１条 本規則は、以下の「議決機関」の議事運営にさいして適用される。 

１．学生大会 

２．学友会執行部会 

３．文化局会 

４．体育局会

第２条 緊急会議 

議長はとくに緊急の必要があると認めたときには、会議の日時を、学友会執行部

および会議の構成員に通知して会議を開くことができる。ただし、本条は学生大会

には適用されない。 

第３条 議事の進行 

議事は議長が進行を努め、その他必要と認める事項については、副議長と協議する

ことができる。 

第４条 議案の発議 

構成員の発議が会議の議案となるためには、出席者の過半数の同意を要する。

第５条 議案趣旨説明の聴取 

会議議案について学友会執行部がとくに必要性を認めた場合、執行部は当該会議

においてその議案の趣旨説明を聴取することができる。 

第６条 各関係組織への勧告 

各会議の決議を執行・処理すべき各組織（学友会執行部、文化局、体育局）が、

それぞれの職務を遅滞させた場合、あるいは決議に違背した場合、関係する議決機

関は、当該組織に遅滞・違背の理由をたずね、瑕疵あるときは、すみやかに改善する

よう勧告することができる。 

第７条 同一議案審議の禁止 

各会議は、他の議決機関の会議で審議中の議案と同一の議案を審議することがで

きない。 

第８条 修正の動機 

議案につき、会議で修正の動機を議題とするには、会議出席者の過半数の賛成を

要する。 

第９条 提出案の撤回 

会議が、他の議決機関の会議で採決された決議を撤回するには、それを決議した

当該議決機関の承諾を要する。 

第 10 条 公開の停止 

会議は、議長または構成員の発議により、出席者の過半数の決議があったときは、会

議の公開を差し止めることができる。 
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役員を置く) 

文化局会 

(文化系クラブ
代表者全員) 

学生大会 

(全学生) 

学友会執行部 

 

 

 

第 11 条 議場の秩序維持 

１．会議中、会議の秩序をみだす出席者があるときは、議長はこれを制し、命令にし

たがわない場合は、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、あるいは議場の外に

退去させることができる。 

２．議長は議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会

議を閉じまたは中止することができる。 

第 12 条 特則の優先適用 

「東京富士大学学友会規約」に本規則と抵触する特則がある場合、本規則にかか

わらず学友会規約の特則が優先して適用される。 

 

本規約・規則は平成 14 年４月 26 日より施行する。 

本規約・規則は平成 24 年４月１日より一部改正施行する。 

本規約・規則は平成 26 年４月１日より一部改正施行する。 

本規約・規則は平成27 年12 月18 日より一部改正施行する。 

本規約・規則は平成 31 年４月１日より一部改正施行する。 

 

 
東京富士大学  学友会の組織図 

 

ゴシック体は議決機関で，「議会」に相当する。 
また楷書体は執行組織で，「行政府」に相当する。 
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東京富士大学 学生懲戒規程 

 
(目的) 

第 １ 条 この規程は、東京富士大学学則第４６条，東京富士大学大学院学則第３５条の 

規程に基づき、学生の懲戒処分に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第 ２ 条 この規程において学生とは、学部学生、大学院学生をいう。なお、科目等履修生等

は、学生に含まない。 

 

(懲戒の対象) 

第 ３ 条 懲戒処分の対象は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）犯罪行為（交通法規違反を含む） 

（２）ハラスメント行為その他人権を不当に侵害する行為 

（３）研究活動に係る不正行為 

（４）情報倫理に反する行為 

（５）定期試験等の不正行為 

（６）学則、その他諸規則に違反する行為 

（７）その他、学生の本分に著しく反する行為 

 

（懲戒の手続き） 

第 ４ 条 学生の懲戒処分は、学生懲戒委員会（以下「委員会」という。）の審議を経 て、

学長がこれを行う。ただし、前条５号、６号に掲げる行為に対する処分につい

てはこの限りではない。 

２ 学生の懲戒処分においては、原則として学生に弁明の機会を付与するものとす

る。 

３ 学生からの申出があり、委員会が必要と認めたときは、原則１名の付添人（家

族、弁護士等。以下同じ。）を、前項の弁明に同席させることができる。ただ

し、付添人は、委員会の審議を妨害してはならない。 

４ 委員会の運営については、別に定める。 

 

(懲戒の種類と内容) 

第 ５ 条 懲戒処分の種類と内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）訓告 文書により厳重な注意を与え、将来を戒めることをいう。 

（２）停学 一定の期間又は期間を定めず登校を停止させることをいう。 
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（３）退学 退学させることをいう。 

２ 停学の期間は、無期又は６カ月以下の有期とする。 

３ 停学の期間は、在学年数に含めるものとする。なお、停学中は所定の学費を納入し

なければならない。 

４ 停学の期間は、修業年限に含めないものとする。ただし、処分期間が３カ月以下の

停学の場合に限り、修業年限に算入することができる。 

５ 退学の懲戒処分を受けた者については、再入学を認めないものとする。 

６ 学部、研究科は、停学期間中の学生に対して定期的に面談及び教育指導を行うものと

する。 

７ 学長は、委員会の審議結果を踏まえて、懲戒対象行為の再発防止等の観点から、訓告

又は停学に伴い、懲戒対象の学生について懲戒対象行為に関連する諸活動の禁止そ

の他一定の措置を行うことができる。 

 

（厳重注意） 

第 ６ 条 学部又は研究科（以下「学部等」という。）の長は、学生が懲戒に至らない程度

の行為を行った場合は、学生の本分についての反省を促すため、文書又は口頭に

より、厳重注意を行うことができる。 

 

（学籍異動） 

第 ７ 条 学生の懲戒に関する事案が委員会等に係属した場合、その処分ないし不処分が決

定するまでの間、当該学生の学籍異動の取扱い（退学届の受理を含む。）を留保

することができる。 

２ 停学処分は、退学の申出を妨げない。ただし、当該処分に係る事案の解明その他の

正当な事情がある場合は、必要な期間その取扱いを留保することができる。なお、

停学中に退学した学生について再入学を認める場合は、停学中の身分としてこれを

認めるものとする。 

３ 停学中の学生が休学を申し出た場合は、これを認めない。 

 

（自宅待機） 

第 ８ 条 学部長等は、その所属する学生について懲戒の対象となり得る事案を把握した場

合、当該学生に関して、学籍異動に係る手続を留保し、必要に応じて自宅待機を

命ずることができる。その場合は、速やかに学長に報告するものとする。 

２ 前項の自宅待機を命じる場合、 当該学部長等は、当該学生に対する教育的配慮

を行うよう努めるものとする。 

３ 自宅待機の期間は、停学期間に算入することができる。 
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（不服申立て） 

第 ９ 条 懲戒処分を受けた学生は、処分通知を受けた日から３０日以内に学長に対し、不服

申立を行うことができる。 

２ 不服申立は、不服の内容及びその理由を明らかにした書面（以下「不服申立書」

という。）によって行うものとする。なお、不服申立書には必要に応じて、証拠

物品、資料等を添付することができる。 

３ 学長は、前項の不服申立書が受理された場合は、不服申立審査委員会を設置する。 

４ 不服申立審査委員会は、次の者をもって構成する。 

（１）副学長（委員長） 

（２）学部長又は研究科長 

（３）事務局長 

（４）その他委員長が必要と認める者 

５ 不服申立審査委員会は、学生から提出された不服申立書に基づき審査を行い、その

結果を学長に報告するものとする。 

６ 学長は、前項の審査結果に基づき、懲戒処分の内容が相当であると判断した場合は、

不服申立をした学生に対し、不服申立の却下を通知するものとする。 

７ 学長は、第５項の審査結果に基づき、懲戒処分の内容が相当でないと判断した場合は、

委員会等に再審議を求め、又は懲戒処分を取り消し、不服申立をした学生に対し、

その旨を通知するものとする。 

８ 前項の規定に基づき再審議を求められた委員会は、懲戒処分について再審議を行

い、その結果を学長へ報告するものとする。 

９ 学長は、前項の再審議結果に基づき、懲戒処分の内容が相当であると判断した場合は、

従前の処分を維持するものとし、不服申立をした学生に対し、その旨を通知する。 

１０ 学長は、第８項の再審議結果に基づき、懲戒処分の内容が相当でないと判断した場

合は、懲戒処分を取り消し、又は変更するものとし、不服申立をした学生に対し、

その旨を通知する。なお、懲戒処分を重く変更することはできない。 

１１ 不服申立をした学生は、第６項、第７項、第９項及び前項の決定に対して、再度

不服申立を行うことができない。 

１２ 不服申立により、懲戒処分の効力は停止する。ただし、不服申立の審査及び再審

議に要した期間は、停学期間に算入することができる。 

 

（その他） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、学生の懲戒に関する事項は、必要に応じ別に定める。 
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（事務主管） 

第 1１条 本規程に係る事務主管は、学生支援部が行う。 

 

（規程の改廃） 

第１２条 この規程の改廃は、教授会及び大学院研究科委員会の議を経て学長がこれを行う。 

 

 

附 則 

１ この規程は、令和５年３月２３日から施行する。 
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東京富士大学 学生懲戒委員会規程 

 
第 １ 条 この規程は、東京富士大学学則第４６条（懲戒）、東京富士大学学生懲戒規程

第４条に係る学生懲戒委員会（以下委員会という）について必要な事項を定

める。 

 

第 ２ 条 委員会は、東京富士大学学生懲戒規程第３条第１号から第７号までの各号

のいずれかに該当する行為が発覚し、かつ、懲戒の必要性のあると認める

ときは、学長が本委員会を招集する。 

 

第 ３ 条 委員会の構成は、次の通りとする。 

（１）学部長 

（２）学務部長 

（３）学生支援部長 

（４）学生支援委員会の中から学長の指名する３名 

なお、必要に応じて関係教職員等の出席を求めることができる。 

 

第 ４ 条 委員会の委員長は、学長が委員のうちから任命する。 

２ 委員長は委員会の議長となる。 

 

第 ５ 条 委員会の議決は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の

決するところによる。 

 

第 ６ 条 本委員会は、事実関係の調査において、原則として懲戒の対象とされる学

生（以下「当該学生」という。）からの事情聴取を行う。この場合におい

て、審査委員会の委員長は、当該学生が事情聴取に応じない場合又は刑事

上の身柄拘束等によって事情聴取ができない場合は、直ちにその旨を学長

に報告するものとする。 

２ 本委員会は、当該学生以外の者からも事実関係の調査を行うものとし、

事実関係の認定に当たっては、原則として当該学生の確認を得るものと

する。 

３ 本委員会は、調査結果に基づき、当該行為に係る懲戒の要否、懲戒の種

類及びその内容について審査する。 

 

第 ７ 条 本委員会の委員長は、学長に前条の審査の結果を報告するとともに、懲戒 
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処分の原案を提示する。 

 

第 ８ 条 原則として、懲戒は公示する。 

 

第 ９ 条 この規程の改廃は、教授会及び大学院研究科委員会の議を経て学長がこれを行

う。 

 

 

附 則 

１ この規程は、平成２７年４月１日より施行する。 

２ この規程は、令和５年３月２３日より一部改正施行する。 
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